
様式１－２－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 評価の概要様式 

 
１．評価対象に関する事項 
法人名 独立行政法人北方領土問題対策協会 
評価対象中期目

標期間 
見込評価（中期目標期間実績

評価） 
第４期中期目標期間（最終年度の実績見込を含む。） 

中期目標期間 平成 30～令和４年度 
 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 内閣総理大臣 
 法人所管部局 内閣府北方対策本部 担当課、責任者 北方対策本部参事官 富永 健嗣 
 評価点検部局 内閣府大臣官房政策評価広報課 担当課、責任者 内閣府大臣官房政策評価広報課長 瀧澤   謙 
主務大臣 内閣総理大臣及び農林水産大臣 
 法人所管部局 内閣府北方対策本部 

水産庁漁政部水産経営課 
担当課、責任者 内閣府北方対策本部参事官 富永 健嗣 

水産庁漁政部水産経営課長 魚谷 敏紀 
 評価点検部局 内閣府大臣官房政策評価広報課 

農林水産省大臣官房広報評価課 
担当課、責任者 内閣府大臣官房政策評価広報課長 瀧澤  謙 

農林水産省大臣官房広報評価課長 坂本 延久 
 
３．評価の実施に関する事項 
独立行政法人北方領土問題対策協会の自己評価に対して、有識者の意見を踏まえつつ「独立行政法人北方領土問題対策協会の評価に関する基準」（平成 27 年６月 12 日内閣総理大臣決定）に基づき、主

務大臣の評価を実施した。また、評価の点検を行うに際しては、内閣府独立行政法人評価等のための有識者懇談会及び国立研究開発法人審議会水産部会を開催し、意見を聴取した。 
 
 
４．その他評価に関する重要事項 
 
 

  



様式１－２－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 総合評定様式 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

Ｂ （参考：見込評価）※期間実績評価時に使用 

 

評定に至った理由 評価基準に基づき、項目別評定は全ての項目が「Ｂ」であることから「Ｂ」とした。 
 

 
２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価 令和２年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響という予測し難い外部要因により事業を中止せざるを得ない状況となるなどの事情により、年度によっては一部の取組に

おいて定量的指標を達成は困難度の高いものとなり、達成できなかった部分もあるが、いずれも代替措置を講じるなど法人の自主的な努力や業績改善の取組を行ってきたこと

が認められる。特に、重点事項である国民世論の啓発については、SNS を活用した情報発信の手法を検討・実践した結果、SNS による情報発信数及び読者数は、本期間をとお

して前中期目標期間最終年度より大幅に増加するなど、中期目標達成に向けた取組が着実に実施されたものと評価できる。 
以上のとおり、第４期中期目標期間全体として概ね中期計画における所期の目標をおおむね達成する方向で進捗しているものと認められる。 

  
全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 
 

 
３．課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した

課題、改善事項 
引き続き、定量的指標及び定性的指標等の達成に向け取り組む必要があるが、特に、北方領土問題に対する関心度や理解度、運動への参加意欲が高まるよう、時代の変化や

各種調査結果を踏まえ、各施策の更なる効果検証を不断に行っていく必要がある。 
その他改善事項 特になし。 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 
特になし。 

 
４．その他事項 
監事等からの意見 特になし。 

 
その他特記事項  
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様式１－２－３ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定総括表様式 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 
調書№ 

備考 
 

 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別

調書№ 
備考 
  ３０

年度 
R 元 

年度 
R２ 

年度 
R３

年度 
R４

年度 
  ３０

年度 
R 元 

年度 
R２ 

年度 
R３

年度 
R４

年度 
Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 
 （１）国民世論の啓発  Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ⅰ-(1)     （１）業務の見直し Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅱ-(1)  

①北方領土返還要求運動の推進 Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ⅰ-(1) -
① 

   （２）業務運営の効率化に伴う経費節

減等 

       

②青少年や教育関係者に対する啓発 Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ⅰ-(1) -
② 

   ①一般管理費の削減 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅱ-(2) -
① 

 

③国民一般に対する情報発信 Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ｂ○ Ⅰ-(1) -
③ 

   ②業務経費の効率化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅱ-(2) -
② 

 

（２）四島交流事業 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅰ-(2)    （３）給与水準の適正化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅱ-(3)  
（３）調査研究 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅰ-(3)    （４）調達の合理化等 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅱ-(4)  

 （４）元島民等の援護 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅰ-(4)   Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 
 （５）北方地域旧漁業権者等への融資 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅰ-(5)    （１）運営費交付金金額策定 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅲ-(1)  
           （２）一般業務勘定 ― ― ― ― ― Ⅲ-(2)  

          （３）貸付業務勘定 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅲ-(3)  
           （４）重要な財産の処分等に関する計

画 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅲ-(4)  

          Ⅳ．その他の事項  
           （１）内部統制の充実・強化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅳ-(1)  
           （２）公文書管理、個人情報保護、情

報公開、情報セキュリティ対策 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅳ-(2)  

           （３）人事・労務管理 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅳ-(3)  
           （４）剰余金の使途 ― ― ― ― ― Ⅳ-(4)  

          （５）施設及び整備に関する計画 ― ― ― ― ― Ⅳ-(5)  
          （６）中期目標期間を超える債務負担 ― ― ― ― ― Ⅳ-(6)  

 
※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

※２ 困難度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※３ 重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。 

※４ 「項目別調書 No.」欄には、令和元年度の項目別評定調書の項目別調書 No.を記載。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１ 国民世論の啓発 

業務に関連する政策・施

策 

－ 当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

－ 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

内閣府行政事業レビュー 

平成 30 年度：0164、令和元年度：0173、令和２年度：0180、令和３年度：0196 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

 

Ｈ30年

度 

Ｒ 元

年度 

Ｒ ２

年度 

Ｒ ３

年度 

Ｒ４年

度 

 Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

国民一般の北方領土

問題に対する関心度

や理解度、運動への

参加意欲などを測定

する調査の実施 

初年度及びそ

のほか本中期

目標期間中に

少なくとも２

回実施 

 １回  １回   予算額（千円） 575,690 551,944 522,939 476,135 479,516 

        決算額（千円） 501,933 471,461 245,836 290,523  

        経常費用（千円） 509,164 526,231 267,254 339,963  

        経常利益（千円） 73,365 79,120 306,466 199,024  

        行政サービス実施コスト

（千円） 

526,945 ― ― ―  

        行政コスト（千円） ― 568,668 284,068 350,291  

        従事人員数 4 人 4 人 4 人 4 人 5 人 

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

北方領土返還要求運動

の中核を担う方々の一層

の高齢化を踏まえ、広く国

民一般の北方領土問題に

対する関心と理解を得て、

国民運動としての運動の

活性化という観点から、本

中期目標期間中に目に見

える効果を上げる。そのた

め、全国における活動の推

進、青少年及び教育関係者

北方領土返還要求運動

の中核を担う方々の一層

の高齢化を踏まえ、広く国

民一般の北方領土問題に

対する関心と理解を得て、

国民運動としての運動を

活性化する観点から、本中

期目標期間中に目に見え

る効果を上げていく必要

がある。そのため、全国に

おける活動の推進、青少年

＜その他の指標＞ 

ＰＤＣＡサイクルの実効性

を確保し、効果的な事業を実施

するため、国民一般の北方領土

問題に対する関心度や理解度、

運動への参加意欲、それらへの

協会事業の寄与度などを測定

する調査が適切に実施されて

いるか（初年度及びそのほか本

中期目標期間中に少なくとも

２回実施）。 

＜主要な業務実績＞ 

平成 30 年度及び令和２年度に、全国の 18

～69 歳の約 3,000 人を対象に「北方領土問題

に関する国民世論の啓発に係る調査」を実施

し、国民一般の北方領土問題に対する関心度

や理解度、啓発活動への参加意欲、それらへ

の協会事業の寄与度等を測定した。 

 

【平成 30年度の調査結果概要】 

若年層の関心度及び理解度が他の年齢層

と比べて低いこと、どの年齢層においても運

＜自己評価＞ 

国民世論の啓発 Ｂ 

 国民世論の啓発について、北方領土返還

要求運動の推進、青少年や教育関係者に対

する啓発及び国民一般に対する情報発信

（小項目）ごとの自己評価は、Ｂ評価である

ことから全体として、当該項目の評価をＢ

とした。 

 また、効果的な事業を実施するため、国民

一般の北方領土問題に対する関心度や理解

度、運動への参加意欲、それらへの協会事業

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 国民世論の啓発につい

て、北方領土返還要求運

動の推進、青少年や教育

関係者に対する啓発及び

国民一般に対する情報発

信（小項目）ごとの評価

は全てＢ評価であり、全

体として当該事項の評価

を「Ｂ」とする。 
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に対する啓発等を通じた

運動の担い手としての後

継者育成の強化に加え、こ

れまで啓発の効果が必ず

しも十分に及んでいなか

った世代、地域などの関心

や理解の底上げを図るこ

とに重点を置く。特に若年

層への情報発信に徹底的

に取り組む。また、民間企

業等（例えば、先の大戦の

関連資料等を保有する機

関なども含む。）と連携し

た取組も進める。 

 その前提として、ＰＤ

ＣＡサイクルの実効性を

確保し、効果的な事業を実

施するため、国民一般の北

方領土問題に対する関心

度や理解度などを定量的

に把握する。本中期目標期

間初年度において、内閣府

と連携しつつ、事業の有効

性や費用対効果の検証を

行い、その結果に基づき、

既存事業の廃止や新規事

業の創設、職員の関与の合

理化を含む改善・効率化を

徹底的に行う。 

 

 

及び教育関係者に対する

啓発等を通じた運動の担

い手としての後継者育成

の強化に加え、これまで啓

発の効果が必ずしも十分

に及んでいなかった世代、

地域などについて、その関

心や理解の底上げを図る。

特に若年層への情報発信

に徹底的に取り組む。 

取組の前提として、ＰＤ

ＣＡサイクルの実効性を

確保し、効果的な事業を実

施するため、国民一般の北

方領土問題に対する関心

度や理解度、運動への参加

意欲、それらへの協会事業

の寄与度などを測定する

調査を初年度に実施し、こ

のほか、中期目標期間中に

少なくとも２回の調査を

実施する。 

また、内閣府と連携しつ

つ、初年度において事業の

有効性や費用対効果の検

証を行い、その結果に基づ

き、既存事業の廃止や新規

事業の創設、職員の関与の

合理化を含む改善・効率化

を図る。 

 

 

 

 

事業の有効性や費用対効果

の検証を行い、その結果に基づ

き、事業の改善・効率化を図っ

ているか。 

＜評価の視点＞ 

・国民世論の啓発に関する事項

について、適切に実施されてい

るか。 

・北方領土返還要求運動を国民

運動として活性化するために、

あらゆる地域、世代の国民、と

りわけ次代を担う若い世代の

北方領土問題に対する関心と

理解を深めることに資するも

のか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動への参加意欲が「どちらともいえない」と

回答した割合が高いことが分かった。 

 

【令和２年度の調査結果概要】 

若年層の北方領土問題への関心が他の年

代と比べると一番低い一方で若年男性は啓

発活動への参加意欲がどの年代よりも高い

ことが分かった。 

 

これらの結果を基に、令和元年度の啓発活

動においては、若年層向けの啓発手段として

効果的であるＳＮＳの一層の活用及び地域

イベントとコラボレーションした啓発事業

の実施を通して、北方領土問題への関心度及

び理解度並びに返還要求運動への参加意欲

を高めることを目的に啓発事業を実施した。 

令和３年度の啓発活動においては、「若年

層を中心とした啓発」を方針とし、教育者会

議の活動強化、北方領土エリカちゃん等を活

用した北方領土問題に関する情報発信の強

化等により若年層の北方領土問題に対する

関心度を高め、返還要求運動への参加につな

げることができるよう、県民会議等の関係団

体へ積極的な活動展開を求めた。 

令和４年度においても同調査を実施し、事

業の効果検証やＰＤＣＡサイクルの実効性

を考慮の上、今後の効果的な啓発活動の展開

につなげていく。 

 

の寄与度などを測定する調査を平成 30 年

度と令和２年度に実施し、それぞれ次年度

における啓発活動の方針策定等に活用し

た。第４期中期目標期間最終年度である令

和４年度においても同調査を実施し、事業

の効果検証やＰＤＣＡサイクルの実効性を

考慮の上、今後の啓発活動の展開に活用し

ていく。 

 

 

【効果的な事業を実施す

るための調査について】 

平成 30 年度と令和２年

度に計２回実施した国民

一般の北方領土問題に対

する関心度や理解度、運

動への参加意欲について

の調査を基に次年度以降

の啓発活動の方針を決定

し、特に若年層の北方領

土問題に対する関心度を

高め、返還要求運動への

参加につながるように努

めたことが認められる。 

 

＜指摘事項、業務運営上

の課題及び改善方策＞ 

北方領土問題に対する

関心度や理解度、運動へ

の参加意欲が高まるよ

う、時代の変化や各種調

査結果を踏まえ、各施策

の更なる効果検証を不断

に行っていく必要があ

る。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－１ 北方領土返還要求運動の推進 

業務に関連する政策・施

策 

－ 当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

北方領土問題等の解決の促進のた

めの特別措置に関する法律 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】これまで北方領土返還要求運動の中核を担ってきた元島民の高齢化が一層進む中で、北方領土問題

の解決に向けた強い意志が世代を超えて共有されることが必要。そのため、あらゆる地域、世代の国民、とりわ

け次代を担う若い世代の北方領土問題に対する理解を深め、関心を高めていくことが急務であり、目に見える効

果を上げることが必要。 

【難易度：高】問題への関心が相対的に低い層に情報を届け、関心と理解の底上げを図ることは容易なことではな

い。北方領土問題に対する関心や理解の度合いなどは、その時々の社会情勢など外部要因による影響も想定され

る。評価においてそうしたことも考慮することを前提に、本中期目標期間において目に見える効果を上げていく

必要から、チャレンジングな目標を設定。 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

内閣府行政事業レビュー 

平成 30 年度：0164、令和元年度：

0173、令和２年度：0180、令和３

年度：0197 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度  Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

各年度における県民 

大会等各地の事業へ 

の参加者のうち、若年 

層の割合及び初参加 

者の割合 

前中期目

標期間最

終年度の

水準を上

回る。 

若年層： 

19.6％ 

初参加者： 

58.8％ 

若年層： 

23.4％ 

初参加者： 

54.4％ 

若年層： 

21.3％ 

初参加者： 

59.1％ 

若年層： 

24.9％ 

初参加者： 

34.2％ 

若年層： 

28.9％ 

初参加者： 

55.3％ 

 予算額 

（千円） 

     

北方領土問題等に関

するＳＮＳ等による

各年度の情報発信の

件数 

前中期目

標期間最

終年度比

20％増 

371 件 

※前中期目標

期間最終年度

値：309 件 

387 件 495 件 452 件 532 件  決算額 

（千円） 

     

ＳＮＳ等の読者数 

 

前中期目

標期間最

終年度比

10％増 

27,528 件 

※前中期目標

期間最終年度

値：25,025 件 

26,013 件 39,379 件 72,963 件 125,664 件  経常費用 

（千円） 

     

        経常利益 

（千円） 

     

        行政コスト 

（千円） 

     

        従事人員数      
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

全国各地の大会、署名

活動、北方領土に触れる

機会を提供する企画な

ど北方領土返還要求運

動に係る取組について

は、若年層など参加者の

裾野の拡大や、取組の波

及効果の増大に重点を

置く。 

 北方領土返還要求全

国大会については、運動

における中核的な行事

と捉え、協会の関与の在

り方を見直しつつ、大会

の成果の効果的な情報

発信などを通じ、北方領

土問題に対する国民の

関心度や理解度を高め

る。 

 都道府県等における

取組の推進については、

取組事例の情報収集・発

信の強化などにより、全

国各地の取組の見える

化、地域間の取組の情報

共有・連携を進める。 

全国各地の大会、署名

活動、北方領土に触れる

機会を提供する企画など

北方領土返還要求運動に

係る取組については、若

年層など参加者の裾野の

拡大や、取組の波及効果

の増大に重点を置く。 

各年度における県民大

会等各地の事業への若年

層の参加者の割合及び初

めての参加者の割合が前

中期目標期間最終年度の

水準を上回るよう、各都

道府県民会議と連携し、

若年層の参加及び初めて

の参加の拡大に向けた対

策を各年度において講ず

る。 

北方領土返還要求全国

大会については、協会に

おける一連の運動の推進

及び啓発の取組に活かす

観点から、協会の関与の

在り方の見直し、大会の

成果の効果的な情報発信

などを通じ、北方領土問

題に対する国民の関心度

や理解度の向上に努め

る。 

都道府県等における取

組の推進については、取

組事例の情報収集・発信

の強化などにより、全国

各地の取組の見える化、

地域間の取組の情報共

＜主な定量的指標＞ 

・各年度における県民

大会等各地の事業への

参加者のうち、若年層

の割合及び初参加者の

割合が前中期目標期間

最終年度の水準を上回

るよう、協会は、若年層

の参加及び初参加者の

拡大に向けた対策を毎

年度実施する。 

・北方領土問題等に関

するＳＮＳ等による各

年度の情報発信の件数

を平成 29 年度比 20％

増。 

・ＳＮＳ等による情報

発信について、読者数

又は反応数を平成29年

度比 10％増。 

＜その他の指標＞ 

北方領土返還要求運動

に係る取組への支援が

適切に実施されている

か。 

＜主要な業務実績＞ 

北方領土返還要求運動の推進 

○県民会議等が実施する事業への支援実績 

北方領土返還要求全国大会の開催及び県民会議、北連協等が実

施する事業に対し、啓発資料及び資材の提供、啓発パネル及びビデ

オの貸与、講師派遣、経費等の支援を行い、各年度 150 回以上の事

業を実施することができた。（詳細は以下一覧参照。）第４期中期目

標期間の令和３年度末時点で、全国で約 25,000 名以上が県民大会

や研修会等に参加し、県民会議において約 1,646,000 名の返還要

求署名を収集した。 

また、令和２年度及び令和３年度は新型コロナウイルス感染症

拡大の影響により、各種事業の中止や縮小を余儀なくされたが、オ

ンライン会議システムを活用した事業実施の促進等に取り組み、

啓発事業の着実な実施に努めた。 

これらの事業終了後には、各実施団体より、参加人数、参加者の

反応、事業における新たな取組等の実施状況などを記載した「事業

実施報告書」を提出させており、啓発事業の効果を適切に把握する

よう努めた。 

 事業実施回数 内訳 

平成 30 年度 158 回 36 回（県民大会） 

20 回（研修会等） 

36 回（キャラバン等） 

57 回（パネル展） 

９回（北連協等事業） 

令和元年度 152 回 35 回（県民大会） 

17 回（研修会等） 

44 回（キャラバン等） 

47 回（パネル展） 

９回（北連協等事業） 

令和２年度 169 回 11 回（県民大会） 

２回（研修会等） 

27 回（キャラバン等） 

124 回（パネル展） 

５回（北連協等事業） 

令和３年度 183 回 20 回（県民大会） 

＜自己評価＞ 

北方領土返還要求運動の推進 

Ｂ 

○北方領土返還要求運動に係

る取組の支援について 

北方領土返還要求全国大会

の開催及び県民会議等が実施

する事業に対し、啓発資料及

び資材の提供、啓発パネル及

びビデオの貸与、講師派遣、

経費等の支援を行い、各年度

150 回以上の事業を実施する

ことができた。 

支援に際しては、事業内容

が北方領土問題を解決して平

和条約を締結するという政府

の北方領土問題に対する基本

的立場に合致していることを

前提とし、費用対効果を十分

考慮した上で、効果的、効率

的な事業実施が行われるよう

に、事業内容、規模、過去の実

績等が支援条件に合致してい

るかを確認している。 

また、支援を行った事業に

ついては、事業終了後に各実

施団体から、参加人数、参加

者の反応、事業における新た

な取組状況等を記載する事業

実施報告書の提出を受け、事

業の効果を適切に把握するよ

う努めた。 

令和４年度においては、新

型コロナウイルス感染症の感

染予防措置を講じた上で着実

に啓発事業を実施していくと

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

新型コロナウイルス感染症

拡大の影響という予測し難い

困難な外部要因により対面方

式による事業が中止となった

がある中、協会の自主的な努

力や業績改善の取組が行われ

たことから、目標期間におけ

る所期の目標はおおむね達成

する方向で進捗しているもの

と認められる。以下の実績を

総合的に勘案し、「Ｂ」と評価

する。 

 

【北方領土返還要求運動に係

る取組の支援等】 

 北方領土返還要求全国大会

の開催及び県民会議等が実施

する事業に対し、啓発資材等

の提供や啓発パネル及びビデ

オの貸与、講師派遣といった

必要な支援を適切に行ったも

のと認められる。支援を行っ

た事業については、事業終了

後に各実施団体から、参加人

数、参加者の反応、事業にお

ける新たな取組状況等を記載

する事業実施報告書の提出を

受け、事業の効果を適切に把

握した。 
 

【統一的アンケートの実施】 

各都道府県民会議の代表者

や推進委員等が出席する会議

において、若年層又は初参加
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有・連携を進める。 

これら北方領土返還要

求全国大会や都道府県等

の北方領土返還要求運動

に係る取組その他北方領

土問題等に関するＳＮＳ

等による情報発信につい

ては、各年度の件数を前

中期目標期間最終年度比 

20％増とする。また、Ｓ

ＮＳ等による情報発信の

読者数又は反応数（媒体・

ツール当たり）について

は、前中期目標期間最終

年度比 10％増とするよ

う努める。 

５回（研修会等） 

27 回（キャラバン等） 

126 回（パネル展） 

５回（北連協等事業） 

令和４年度 － － 

 

また、「北方領土の日」設定（昭和 56 年１月６日閣議了解）以

来、継続して開催されている「北方領土返還要求全国大会」に対

し、啓発資料の提供並びに人的及び経済的支援を行った。 

令和２年度及び令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響

により、無観客方式によるオンライン開催とし、協会ホームページ

に特設サイトを開設し、そのサイトにおいて会議の様子をライブ

中継した。オンライン開催とした令和２年度及び令和３年度の累

計参加者数は、対面で行った平成 30 年度及び令和元年度の累計参

加者の約４倍となる 13,200 名の参加を得ることができた。あわせ

て、大会の様子については協会ＳＮＳにおいて発信を行いより多

くの国民の北方領土問題に対する関心度及び理解度の向上に努め

た。 

 

○統一的なアンケートの実施結果について 

北方領土返還要求運動の中心として携わってきた元島民が高齢

化を迎えており、返還要求運動の担い手となる若年層の育成が大

きな課題となっている。この課題への対策の一つとして、第４期中

期目標において「県民大会等の事業への参加者のうち、若年層の割

合及び初参加者の割合が前中期目標期間最終年度の水準を上回る

こと」としており、各県民大会、講演会、研修会において、参加者

の年齢層や事業の効果、今後の課題等を的確に把握するために、統

一的なアンケートを実施した。 

その結果、第４期中期目標期間の各年度における若年層の割合

及び初参加者の割合については以下のような結果となった。 

 

（目標値 若年層の割合：19.6％。初参加者の割合：58.6％） 

 平成 30 年度 令和元年度  令和２年度  令和３年度  令和４年度  

若 年 層

の割合 

23.4％ 21.3％ 24.9％ 28.9％ － 

初 参 加

者 の 割

合 

54.4％ 59.1％ 34.2％ 55.3％ － 

回 答 者

数 

2,939 人 3,070 人 401 人 492 人 － 

  

ともにウクライナ情勢等の北

方領土問題を取り巻く状況の

変化を見据え、啓発事業の実

施及び支援を行っていく。 

 

○統一的なアンケートの実施

について 

北方領土返還要求運動の中

心として携わってきた元島民

が高齢化を迎えており、返還

要求運動の担い手となる若年

層の育成が大きな課題となっ

ている。この課題への対策の

一つとして、第４期中期目標

において「県民大会等の事業

への参加者のうち、若年層の

割合及び初参加者の割合が前

中期目標期間最終年度の水準

を上回ること」としている。 

各都道府県民会議の代表者

や推進委員等が出席する会議

において、若年層又は初参加

者の動員増加につながった県

民会議の取組を好事例として

共有し参加者の裾野の拡大に

つながる事業の検討を促した

結果、若年層の割合について

は目標を達成することができ

た。 

初参加者の割合について、

令和元年度には目標値を達成

することができたが、令和２

年度において新型コロナウイ

ルス感染症の影響により参加

人数を制限して事業を実施せ

ざるを得なかったこと、及び

コロナ禍であり初参加者が参

加をためらう状況であったこ

とから、初参加者の割合が落

ち込み、令和３年度において

も、ＹｏｕＴｕｂｅによるオ

者の動員増加につながった県

民会議の取組を好事例として

共有し参加者の裾野の拡大に

つながる事業の検討を促した

結果、若年層の割合について

はすべての年度において目標

を達成した。 

初参加者の割合について、

令和元年度には目標値を達成

することができたが、令和２

年度以降は新型コロナウイル

ス感染症の影響により事業参

加人数を制限したこと等を受

け、目標を下回っているもの

と評価されるが、令和３年度

はＹｏｕＴｕｂｅを使い県民

大会の様子をオンラインで配

信する等、初参加者の割合増

加に努めてきたものと評価で

きる。 

 

【推進委員制度及び各種会議

の開催】 

地域における返還要求運動

の効果的、効率的な実施を目

的として、協会、推進委員、県

民会議等の３者が密に連携

し、事業の実施に努めたと認

められる。 

 県民会議等で構成される各

種会議を開催し、全国におけ

る啓発活動の推進に努めた。 

新型コロナウイルス感染症

の影響により対面での開催を

中止せざるを得なかった会議

についても、書面での開催と

するなど、地域とのパイプ役

である推進委員等に対して、

都道府県推進員全国会議の開

催等を通じて、各地域間の情

報共有を図る取組が行われ
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 各都道府県民会議の代表者や推進委員等が出席する会議にお

いて、若年層又は初参加者の動員増加につながった県民会議の取

組を好事例として共有し参加者の裾野の拡大につながる事業の検

討を促した結果、若年層の割合については目標値を達成すること

ができた。   

初参加者の割合について、令和元年度には目標値を達成すること

ができたが、令和２年度において新型コロナウイルス感染症の影

響により参加人数を制限して事業を実施せざるを得なかったこ

と、及びコロナ禍であり初参加者が参加をためらう状況であった

ことから、初参加者の割合が落ち込み、令和３年度においても、Ｙ

ｏｕＴｕｂｅによるオンライン配信等、参加者に負担の少ない開

催形式を推進したこと等から、前年度より多くの初参加者の参加

につながったが、目標値には至らなかった。 

令和４年度においては、引き続きオンライン形式での事業実施

を進めるとともに魅力的な啓発プログラムの実施やＳＮＳによる

啓発事業の広報強化を各県民会議に促していく。 

なお、各年度に実施したアンケートの主な結果は、以下のとおり

（無回答除く）。 

【県民大会】 

（参加年齢） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

10 代～30 代 23.4％ 21.3％ 24.9％ 28.9％ － 

（参加者性別） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

男性 56.6％ 63.7％ 57.9％ 54.7％ － 

女性 34.9％ 29.9％ 23.9％ 30.7％ － 

（参加回数） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

初めて 54.4％ 59.1％ 34.2％ 55.3％ － 

２回目 15.3％ 12.1％ 16.0％ 13.0％ － 

３回目以上 30.3％ 28.4％ 49.6％ 30.7％ － 

（北方領土問題への関心の深まり） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

深まった・

やや深ま

った 

85.0％ 85.5％ 82.3％ 80.9％ － 

変わらな

い・深まっ

ていない 

7.6％ 7.2％ 10.5％ 11.2％ － 

 

ンライン配信等、参加者に負

担の少ない開催形式を推進し

たこと等から、前年度より多

くの初参加者の参加につなが

ったが目標値には至らなかっ

た。 

令和４年度においては、引

き続きオンライン形式での事

業実施を進めるとともに魅力

的な啓発プログラムの実施や

ＳＮＳによる啓発事業の広報

強化を各県民会議に促してい

く。 

 

○講師派遣 

県民会議等が開催した県民

大会等に北方領土問題等の有

識者及び元島民等を講師とし

て派遣した。 

新型コロナウイルス感染症

が拡大してからは、オンライ

ン会議システムを活用したオ

ンライン講師派遣も並行して

実施した。 

 

○推進委員制度について 

地域における返還要求運動

の効果的、効率的な実施を目

的に、協会、県民会議、都道府

県の緊密な連携を図るための

パイプ役として、都道府県知

事の推薦を得て理事長が任命

した推進委員を 47 都道府県

に配置し、協会、推進委員、県

民会議等の３者が密に連携

し、事業の実施に努めた。 

 

○県民会議事業及び協会事業

等の課題等を協議するための

会議の開催について 

県民会議等で構成される以

た。 

 

【ホームページやＳＮＳの活

用】 

若年層を始めとした国民一

般への情報発信を強化すべ

く、協会ホームページのリニ

ューアルを令和２年度に行っ

た。 

また、「エリカちゃん」を主

人公にした協会ＳＮＳにおい

ても、協会や関係団体の事業

の告知及び結果報告、北方領

土問題等の発信を柔らかく行

った。令和２年度には「エリ

オくん」のツイッターを新設

し、啓発施設の紹介や北方領

土隣接地域に係る最新情報等

の発信を行った。 

ＳＮＳによる情報発信数及

び情報発信の読者数につい

て、プロジェクトチームによ

る投稿を実施し、８月と２月

の「北方領土返還運動全国強

調月間」に合わせてＳＮＳを

活用した北方領土集中啓発事

業を実施することで前中期目

標期間最終年度比 20％増（情

報発信数）・同 10％増（読者

数）を大幅に達成しており、

ＳＮＳによる情報発信の強化

が認められる。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課

題及び改善方策＞ 

 引き続き、啓発事業への初

参加者割合の向上のために効

果的な取組を推進していくこ

とが重要である。 

 

＜その他事項＞ 
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【講演会・研修会】 

（参加年齢） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

20 代～30 代 19.7％ 19.6％ 10.0％ 18.6％ － 

 

 

 

（参加者性別） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

男性 69.1％ 62.3％ 53.3％ 70.4％ － 

女性 22.7％ 30.0％ 26.7％ 11.1％ － 

 

（北方領土問題への関心の深まり） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

非常に有意

義・有意義 

93.2％ 90.7％ 96.7％ 88.9％ － 

あまり有意

義でない・

有意義でな

い 

2.7％ 4.8％ 3.3％ 3.7％ － 

 

○講師派遣 

県民会議等が開催した県民大会等に北方領土問題等の有識者及

び元島民等を講師として派遣した。 

新型コロナウイルス感染症が拡大した令和２年度以降は、オン

ライン会議システムを活用したオンライン講師派遣も並行して実

施した。 

 

○推進委員制度について 

 地域における返還要求運動の効果的、効率的な実施を目的に、協

会、県民会議、都道府県の緊密な連携を図るためのパイプ役とし

て、都道府県知事の推薦を得て理事長が任命した推進委員を 47都

道府県に配置し、協会、推進委員、県民会議等の３者が密に連携

し、事業の実施に努めた。 

 

○県民会議事業及び協会事業等の課題等を協議するための会議の

開催について 

 県民会議等で構成される以下の会議に出席し、全国における啓

発活動の推進に努めた。新型コロナウイルス感染症の影響により

令和２年度は、多くの会議を中止せざるを得なかったが、令和３年

下の会議に出席し、全国にお

ける啓発活動の推進に努め

た。新型コロナウイルス感染

症の影響下においても、書面

開催やオンライン形式で開催

を行い、県民会議等との連携

及び事業実施の支援を行っ

た。今後もこれらの会議を活

用し、県民会議事業等の円滑

な実施に努めていく。 

・都道府県推進委員全国会

議 

 各年度の事業計画及び返

還要求運動の進め方を協議

するために開催しており、

協会の方針を各都道府県の

推進委員に理解してもらう

ことで、県民会議等による

円滑な事業実施の後押しに

努めた。 

 令和２年度は新型コロナ

ウイルス感染症の拡大のた

め、書面により開催したが、

令和３年度においては各県

民会議を６ブロックに分け

たブロック幹事県の推進委

員と県民会議担当者による

オンライン形式で会議を開

催した 

・都道府県民会議代表者全

国会議 

 都道府県民会議代表者が

一堂に会し、各年度の上半

期の事業報告、北方領土返

還運動全国強調月間事業及

び今後の返還要求運動等に

ついて協議するために本会

議を開催している。 

新型コロナウイルス感染

症の影響により、令和２年

度は、書面開催、令和３年度

特になし。 
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度は、コロナ禍における事業実施の２年度目となるためオンライ

ン形式で会議を行い、協会事業や他県民会議の取組を紹介するこ

とにより、県民会議との課題の共有や課題の解決に向けた取組の

在り方等について、意見交換を行った。今後もこれらの会議を活用

し、県民会議事業等の円滑な実施に努めていく。 

・都道府県推進委員全国会議 

各年度の事業計画及び返還要求運動の進め方を協議するために

開催しており、協会の方針を各都道府県の推進委員に理解しても

らうことで、県民会議等による円滑な事業実施の後押しに努めた。 

 令和２年度は新型コロナウイルス感染症の拡大のため、書面に

より開催したが、令和３年度においては各県民会議を６ブロック

に分けたブロック幹事県の推進委員と県民会議担当者によるオン

ライン形式で会議を開催した。 

 

・都道府県民会議代表者全国会議 

 都道府県民会議代表者が一堂に会し、各年度の上半期の事業報

告、北方領土返還運動全国強調月間事業及び今後の返還要求運動

等について協議するために本会議を開催している。 

 令和２年度は新型コロナウイルス感染症の拡大により、開催を

見送らざるを得ない状況となったが、代わりに会議資料の送付を

行う等、協会と各都道府県民会議の連携強化に取り組んだ。令和３

年度は、ブロック幹事県県民会議関係者によるオンライン形式で

会議を開催した。 

 

・県民会議ブロック会議 

 各県民会議を６ブロックに分け、各ブロック内の連携を強化す

るとともに、課題等を協議するため開催している。 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、「東海・

北陸ブロック」及び「九州・沖縄ブロック」以外の４ブロックにお

いては書面開催となったが、令和３年度は、オンライン会議システ

ムを活用し、全てのブロックにおいて本会議を開催し、ブロック内

での啓発事業の促進に取り組んだ。 

 

・県民会議ブロック連絡協議会幹事県会議 

 都道府県民会議ブロック幹事県の代表者が一堂に会し、協会及

び県民会議の事業計画・報告、返還要求運動の課題と次年度の計画

等について協議するために開催している。 

 令和２年度からは新型コロナウイルス感染症の拡大により、書

面開催や「都道府県民会議代表者全国会議」と併せて開催し、各ブ

ロック間の交流を通じた啓発活動の促進に取り組んだ。 

 

はオンライン形式で会議を

実施し、協会と各都道府県

民会議の連携強化に取り組

んだ。 

・県民会議ブロック会議 

 各県民会議を６ブロック

に分け、各ブロック内の連

携を強化するとともに、課

題等を協議するため開催し

ている。 

 令和２年度は、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大に

より、「東海・北陸ブロック」

及び「九州・沖縄ブロック」

以外の４ブロックにおいて

は書面開催となったが、令

和３年度は、オンライン会

議システムを活用し、全て

のブロックにおいて本会議

を開催し、ブロック内での

啓発事業の促進に取り組ん

だ。 

・県民会議ブロック連絡協

議会幹事県会議 

 都道府県民会議ブロック

幹事県の代表者が一堂に会

し、協会及び県民会議の事

業計画・報告、返還要求運動

の課題と次年度の計画等に

ついて協議するために開催

している。 

 令和２年度からは新型コ

ロナウイルス感染症の拡大

により、書面開催や「都道府

県民会議代表者全国会議」

と併せて開催し、各ブロッ

ク間の交流を通じた啓発活

動の促進に取り組んだ。 

・北連協代表者会議 

 返還運動を推進する民間

団体により構成される北連
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・北連協代表者会議 

 返還運動を推進する民間団体により構成される北連協の幹事団

体が実施する「北連協幹事会」に参加し、事業計画、事業の総括及

び見直し、課題等を協議した。 

 

○ホームページやＳＮＳ等の活用 

若年層を始めとした国民一般への情報発信を強化すべく、協会

ホームページのリニューアルを令和２年度に行い、北方領土イメ

ージキャラクター「エリカちゃん」等を活用し、北方領土問題につ

いて分かりやすく説明したページを新設した。 

また、「エリカちゃん」を主人公にした協会ＳＮＳにおいても、

協会や関係団体の事業の告知及び結果報告、北方領土問題等の発

信を柔らかく行い、加えて、令和２年度には「エリオくん」のツイ

ッターを新設し、啓発施設の紹介や北方領土隣接地域に係る最新

情報等の発信を行った。また、北方館来場者に館内設置の「エリカ

ちゃん」をかたどったポストへ手紙を投函してもらい、その声をツ

イッター及びフェィスブックにおいて紹介した。 

ＳＮＳによる情報発信数及び情報発信の読者数については、プ

ロジェクトチームによる投稿を実施し、８月と２月の「北方領土返

還運動全国強調月間」に合わせてＳＮＳを活用した北方領土集中

啓発事業を実施することにより、いずれも前中期目標期間最終年

度比 20％増（情報発信数）、同 10％増（読者数）を達成した。 

令和４年度においても、引き続き協会ホームページやＳＮＳを

活用し、より多くの一般国民に北方領土問題に関心を持ち、理解を

深めてもらえることができるような効果的な情報発信に取り組ん

でいく。 

各年度の情報発信数及び読者数は以下のとおり。 

 

・ＳＮＳによる情報発信数（目標値：371 件） 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

情報発

信数 
387 件 495 件 452 件 532 件 － 

 

・ＳＮＳによる情報発信の読者数 

（目標値：27,528 件（各ＳＮＳ読者数の合計値）） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

ツイッター 15,328 件 27,359 件 59,615 件 112,392 件 － 

フェイスブック 10,685 件 12,020 件 13,348 件 13,272 件 － 

合計値 26,013 件 39,379 件 72,963 件 125,664 件 － 

協の幹事団体が実施する

「北連協幹事会」に参加し、

事業計画、事業の総括及び

見直し、課題等を協議した。 

 

○ホームページやＳＮＳ等の

活用について 

若年層を始めとした国民一

般への情報発信を強化すべ

く、協会ホームページのリニ

ューアルを令和２年度に行

い、北方領土イメージキャラ

クター「エリカちゃん」等を

活用し、北方領土問題につい

て分かりやすく説明したペー

ジを新設した。 

また、「エリカちゃん」を主

人公にした協会ＳＮＳにおい

ても、協会や関係団体の事業

の告知及び結果報告、北方領

土問題等の発信を柔らかく行

った。令和２年度には「エリ

オくん」のツイッターを新設

し、啓発施設の紹介や北方領

土隣接地域に係る最新情報等

の発信を行った。 

ＳＮＳによる情報発信数及

び情報発信の読者数について

は、プロジェクトチームによ

る投稿を実施し、８月と２月

の「北方領土返還運動全国強

調月間」に合わせてＳＮＳを

活用した北方領土集中啓発事

業を実施することにより、い

ずれも前中期目標期間最終年

度比 20％増（情報発信数）、同

10％増（読者数）を達成した。 

令和４年度においても、引

き続き協会ホームページやＳ

ＮＳを活用し、より多くの一

般国民に北方領土問題に関心
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を持ち、理解を深めてもらえ

るよう、効果的な情報発信に

取り組んでいく。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－２ 青少年や教育関係者に対する啓発 

業務に関連する政策・施

策 

－ 当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

－ 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】これまで北方領土返還要求運動の中核を担ってきた元島

民の高齢化が一層進む中で、北方領土問題の解決に向けた強い意志が

世代を超えて共有されることが必要。そのため、あらゆる地域、世代

の国民、とりわけ次代を担う若い世代の北方領土問題に対する理解を

深め、関心を高めていくことが急務であり、目に見える効果を上げる

ことが必要。 

【難易度：高】問題への関心が相対的に低い層に情報を届け、関心と理

解の底上げを図ることは容易なことではない。北方領土問題に対する

関心や理解の度合いなどは、その時々の社会情勢など外部要因による

影響も想定される。評価においてそうしたことも考慮することを前提

に、本中期目標期間において目に見える効果を上げていく必要から、

チャレンジングな目標を設定。 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

内閣府行政事業レビュー 

平成 30 年度：0164、令和元年度：0173、令和２年度：0180、令和３年度：0197 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度  Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

協会HPに掲載す

る学習教材集の

ダウンロード数 

前年度比増

とする。 

1,406 件 4,022 件 

 

7,097 件 11,741 件 23,045 件 － 予算額（千円）      

        決算額（千円）      

        経常費用（千円）      

        経常利益（千円）      

        行政コスト（千円）      

        従事人員数      
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

   業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

全国の青少年が、元島民

等を交え、北方領土問題に

対する積極的な意見交換

を行う機会づくりやその

成果の発信強化などによ

り、青少年の主体的な問題

意識や活動への参加意欲

を醸成する。 

また、学習指導要領の改

訂を踏まえ、協会が作成す

る学習教材集の利活用、教

育関係者による指導方法

に関する研究や情報共有、

その実践などを促進する。 

返還要求運動の後継者

として期待される全国の

青少年を対象に、元島民

や隣接地域の地方自治体

等を交え、自ら解決策等

を考え、主体的に意見交

換を行う事業を毎年度実

施し、その成果の発信強

化などにより、問題の関

心と理解を深め、主体的

な問題意識や活動への参

加意欲の醸成を図る。 

学習指導要領の改訂を

踏まえ、教育関係者によ

る指導方法に関する研究

や情報共有などを促進す

るとともに、協会が作成

している学習教材集の利

活用を促進し、当該学習

教材集のダウンロード数

を前年度比増とするよう

努める。 

＜主な定量的指標＞ 

・協会ＨＰに掲載する

学習教材集のダウン

ロード数を前年度比

増とする。 

＜その他の指標＞ 

青少年向け事業を実

施し、参加者が事業後

も引き続き北方領土

問題に対する関心を

持ってもらえるよう

に、参加者への事後活

動の促進が図られて

いるか。 

＜評価の視点＞ 

国民運動としての北

方領土要求返還運動

の担い手の育成及び

若年層への情報発信

強化に資するものか。 

＜主要な業務実績＞ 

青少年や教育関係者に対する啓発 

○北方少年少女交流事業の開催 

本交流事業は、昭和 46年から毎年実施しており、北方領土隣接

地域の１市４町（根室市、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町）

に在住する北方領土元居住者の３世、４世等（中学生）を夏休み期

間中に東京に招き、内閣総理大臣を始めとする関係大臣への表敬

及び関東・甲信越ブロック内の同世代の青少年との交流を通じて、

北方領土問題に対する理解と認識を深めてもらうことを目的に実

施している。 

平成 30 年度及び令和元年度においては、それぞれ７月に元島民

３世及び４世等、７名が内閣総理大臣を始めとする関係大臣に対

して、北方領土問題の早期解決を訴えるとともに関東・甲信越ブロ

ック内の同世代の青少年との交流を行った。令和２年度及び令和

３年度においては、関係機関と調整を行ったが、長引く新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、本事業の実施はできなかった。 

令和４年度は事業の再開に向け、関係機関と調整を進めていく。 

 

○現地研修会／オンライン研修会の開催 

全国の青少年・教育関係者等を返還要求運動原点の地・根室市に

招集し、北方領土問題に関する研修を通じて、本問題への理解と関

心を深めてもらうとともに、学校教育現場における北方領土教育

の一層の充実を図ることを目的として、「北方領土問題青少年・教

育指導者現地研修会」及び「北方領土ゼミナール」を開催した。 

平成 30 年度及び令和元年度においては、青少年が元島民や北方

領土隣接地域の自治体等と主体的に意見交換を行うことができる

機会及び模擬授業の実施や授業案の作成等のグループワークを通

して教育指導者の指導力向上につながるプログラムを行った。 

令和２年度及び３年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大

により、従来のように根室市で研修会を実施することはできなか

ったが、代替事業としてオンライン会議システムを使用した研修

会を実施した。令和２年度においては、それぞれ小学生、中学生・

高校生、大学生向けのオンライン研修会を開催した。小学生、中学

生・高校生向けの研修会では、元島民の体験談の聴講や意見交換等

を行い、双方向的交流ができるプログラムを行った。大学生向けの

研修会では、北方領土問題に係る事前学習を課題とし、研修会にお

けるグループディスカッションが活発に行われるように努めた。

令和３年度においては、令和２年度に引き続き、大学生を対象とし

＜自己評価＞ 

青少年や教育関係者に対する

啓発の実施 Ｂ 

○青少年や教育関係者に対す

る各種事業の実施について 

①北方少年少女交流事業の

開催 

北方領土隣接地域の１市

４町に在住する北方領土元

居住者の３世、４世等（中学

生）に対して、北方領土問題

に対する理解と認識を深め

てもらうことを目的に実施

している。平成 30年度及び

令和元年度においては、そ

れぞれ７月に元島民３世及

び４世等、７名が内閣総理

大臣を始めとする関係大臣

に対して、北方領土問題の

早期解決を訴えるとともに

関東・甲信越ブロック内の

同世代の青少年との交流を

行った。令和２年度及び３

年度は、関係機関と調整を

行ったが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、

実施を見送ることとなっ

た。 

内閣総理大臣等の関係閣

僚と直接面会し北方領土問

題の早期解決を訴えること

は北方領土返還要求運動の

後継者育成につながる重要

な機会の一つであるため、

令和４年度は事業の再開に

向け、関係機関と調整を進

めていく。 

 

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

新型コロナウイルス感

染症拡大の影響という予

測し難い外部要因により

中止となった事業もあっ

たが、協会の自主的な努力

や業績改善に向けた取組

が行われたことから、目標

期間の所期の目標をおお

むね達成する方向で進捗

しているものと認められ

る。 以下の実績を総合的

に勘案し、「Ｂ」と評価す

る。 

 

【青少年や教育関係者に

対する各種事業の実施】 

 現地研修会には、青少年

が、元島民や隣接地域の地

方自治体等を交え、主体的

に意見交換を行うことが

できるプログラムを設け

ており、中期計画に沿った

取組がなされていると評

価できる。令和２年度及び

３年度は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、

北方少年少女交流事業が

中止とされる等の状況に

あったが、オンライン会議

システムを使用して若年

層向けのオンライン研修

会を開催した。また、北方

領土に関する全国スピー

チコンテストにおいてＹ

ｏｕＴｕｂｅを利用して
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た研修会をオンライン形式で、教育委員会関係者向けの研修会を

書面にて実施した。 

 北方領土返還要求運動の担い手の育成は啓発活動の重要課題の

一つであり令和４年度においても引き続き新型コロナウイルス感

染症対策を講じた上で、着実に事業を実施していく。 

 

○北方領土問題に関する全国スピーチコンテスト 

次代を担う若い世代が北方領土問題を身近な問題として捉え、

この問題に関心を持ち、北方領土問題に関する歴史等を正しく理

解することを目的に全国の中学生を対象に各年度において「北方

領土に関する全国スピーチコンテスト」を実施した。 

平成 30 年度及び令和元年度は、最終選考会の開催に際して、候

補者と同世代の中学生にも聴講してもらう等、より多くの若年層

に北方領土問題について関心を持ってもらうための工夫を行っ

た。令和２年度及び令和３年度においては、新型コロナウイルス感

染症対策のため、出場中学生のスピーチ動画をＹｏｕＴｕｂｅで

視聴し審査するオンライン形式で最終選考会を実施した。最終選

考会には教育者会議全国会議の参加教諭にも審査員として参加し

てもらい、出場中学生のスピーチ動画を全国の県民会議や教育者

会議において視聴してもらうよう依頼する等、本事業の周知活動

にも取り組んだ。 

また、本事業の結果は報告書として取りまとめ、県民会議、教育

者会議等へ配付し、次年度における本コンテストへの参加を促す

ように努めた。 

 

○ブロック青少年育成事業 

 全国のより多くの青少年に北方領土問題の啓発を図るために、

都道府県を６ブロックに分け、北方領土問題に対する理解と関心

を深めることを目的として、各ブロック内における研修・交流会を

開催した。 

平成 30 年度は、悪天候による事業の中止を除く、４ブロックで

本事業を実施し計 298 名の参加、令和元年度は全てのブロックで

事業を実施し計 363 名の参加を得ることができた。令和２年度に

おいては、関係機関と調整を行ったが、新型コロナウイルス感染症

の影響により、事業の実施を見送らざるを得なかった。令和３年度

は、オンライン会議システムを活用し再び全てのブロックで事業

を行うことができ、計 330 名が事業に参加した。 

 

○北方領土問題教育者会議 

北方領土返還要求運動は、北方領土問題の一日も早い解決を希

求し、解決に向けた粘り強い取組が必要との観点から、青少年への

②現地研修会／オンライン

研修会の開催 

平成 30 年度及び令和元

年度においては、青少年が

元島民や北方領土隣接地域

の自治体等と主体的に意見

交換を行うことができる機

会及び模擬授業の実施や授

業案の作成等のグループワ

ークを通して教育指導者の

指導力向上につながるプロ

グラムを行った。 

令和２年度及び３年度は

新型コロナウイルス感染症

の感染拡大により、従来の

ように根室市で研修会を実

施することはできなかった

が、代替事業としてオンラ

イン会議システムを使用し

た研修会を実施した。これ

らの事業参加者に対してア

ンケートを実施し、９割の

参加者から「非常に有意義

だった」又は「有意義だっ

た」との評価を得た。 

北方領土返還要求運動の

担い手の育成は啓発活動の

重要課題の一つであり、令

和４年度においても着実に

事業を実施していく。 

 

③北方領土問題に関する全

国スピーチコンテスト 

次代を担う若い世代が北

方領土問題を身近な問題と

して捉え、この問題に関心

を持ち、北方領土問題に関

する歴史等を正しく理解す

ることを目的に全国の中学

生を対象に各年度において

「北方領土に関する全国ス

オンライン形式による最

終審査を実施するなど、代

替的な事業実施を行った

ものと認められる。 

また、事業の中で参加者

に事後活動の重要性につ

いて周知し、参加学生が所

属大学構内にパンフレッ

トを配置するなどの成果

も見られた。 

 北方領土教育用教材に

ついては、令和３年度に中

学校教員向けにＩＣＴを

活用した「北方領土に関す

る学習教材集」を作成し、

協会ホームページにおい

て学習教材集として提供

し、協会ＳＮＳ等におい

て学習教材集の周知を行

った結果、ダウンロード数

はいずれの年度において

も前年度比増となり、目標

を達成しているものと認

められる。 

 

＜指摘事項、業務運営上の

課題及び改善方策＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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啓発及び返還要求運動の後継者の育成が運動の重点課題となって

いる。これらを踏まえ、学校教育現場における関係者の果たす役割

が今後ますます重要になってくるとの認識の下、北方領土教育の

充実及び強化を図るため、平成 15 年から北方領土問題教育者会議

の設置を進め、平成 30 年度に宮城県及び福島県において教育者会

議が設置されたことにより全ての都道府県に教育者会議を設置し

た。 

教育者会議に対して、教育者会議が行う事業の充実及び拡大を

図るため、教育者会議の運営に関する経費及び教育者会議が学校

等で実施する以下事業に関する経費並びにその他啓発資材の提供

等の支援を行い、各年度、約 100 以上の事業の支援を行った。令和

４年度においても、着実に支援を行っていく。 

＜教育者会議実施事業＞ 

・北方領土作文コンクール 

 ・北方領土授業の実践 

・北方領土学習会の開催 

 ・北方領土パネル展 

 ・北方領土教育用教材及び資料の作成 

 ・元島民等による講演会等の開催 

 ・元島民とのオンライン交流会の開催 

 

・北方領土問題教育者会議全国会議 

教育者会議の運営に当たっては、各県教育委員会の理解と協力

を得ることが最大の課題となっている。その課題を解消するため

の方策の検討、各県の事例等を基にした意見交換及び教材等の成

果物の共有を目的として、平成 18 年から教育者会議設置県の代表

者等による「北方領土問題教育者会議全国会議」を開催し、学校教

育現場での北方領土問題に関する実践授業等での積極的な取組を

依頼している。 

平成 30 年度及び令和元年度においては、文部科学省から北方領

土に関する教育について、外務省から日本の対露外交等について、

協会から事業の概要について、それぞれ説明を行った上で、各教育

者会議から活動事例の紹介及び教材等の提供を行った。 

令和２年度及び令和３年度においては、新型コロナウイルス感

染症の影響のため、関係機関と調整を行った結果、書面開催となっ

た。令和２年度は、各県教育者会議の主な活動内容や各県教育者会

議が制作した北方領土教材に係る情報の共有、令和３年度は、年度

の啓発事業に関する資料や教育者会議の活動に対する支援拡充に

関する資料等を共有することにより、学校教育の場における北方

領土教育の充実及び強化を図った。 

また、文部科学省において、「中学校学習指導要領」及び「高等

ピーチコンテスト」を実施

した。 

本コンテストの最終選考

会に候補者と同世代の中学

生にも聴講してもらう等、

より多くの若年層に北方領

土問題について関心を持っ

てもらうための工夫を行っ

た。令和２年度以降は新型

コロナウイルス感染症対策

として、出場中学生のスピ

ーチ動画をＹｏｕＴｕｂｅ

で視聴し審査するオンライ

ン形式で最終選考会を実施

した。 

本事業の周知を図るた

め、最終選考会の審査員と

して教育者会議全国会議の

参加教諭に参加してもら

い、出場中学生のスピーチ

動画を全国の県民会議や教

育者会議において視聴して

もらうよう依頼し、あわせ

て本事業の報告書の県民会

議、教育者会議等への配付

等にも取り組み、次年度に

おける本コンテストへの参

加を促した。 

 

④ブロック青少年育成事業 

  全国のより多くの青少年

に北方領土問題の啓発を図

るために、都道府県を６ブ

ロックに分け、北方領土問

題に対する理解と関心を深

めることを目的として、各

ブロック内における研修・

交流会を開催した。 

  平成 30 年度及び令和元

年度においては悪天候によ

る事業の中止を除き、全て
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学校学習指導要領」の一部改訂を行い、平成 28年度から使用され

ている中学校社会科の教科書等に北方領土問題についての記述が

大幅に増えた。これを踏まえ、教育者会議全国会議などあらゆる場

面において学校教育の重要性を訴えるとともに、教育者会議が行

う事業に対して支援を拡充することとし、学校教育の場での北方

領土問題に関する実践授業等への積極的な取組を依頼した。 

 

○学習教材ダウンロード数 

協会では北方領土問題を授業で取り上げる際の一助として学習

教材集を協会ホームページ上で提供しており、第４期中期目標に

おいて「学習教材集のダウンロード数を前年度比増」とすることと

している。令和３年度においては、近年、ICT（情報通信技術）が

学校教育の現場において取り入れられていることに鑑み、中学校

教員向けに ICT を活用した「北方領土に関する学習教材集」を新

たに作成し、教材集の拡充を行った。協会ＳＮＳ等による積極的な

周知の結果、各年度において前年度のダウンロード件数を上回る

結果となった。 

令和４年度においても、学習教材集の積極的な周知に取り組み、

北方領土教育の拡充に努めていく。 

 

・協会ＨＰ掲載学習教材集のダウンロード件数 

 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

ダウンロ

ード件数 
1,406 件 4,022 件 7,097 件 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

ダウンロ

ード件数 
11,741 件 23,045 件 － 

 

○北方領土問題教育指導者地域研修会 

各県民会議のブロック分けと同様に、各教育者会議を６ブロッ

クに分け、ブロック内の学校教育現場における北方領土教育の推

進方法等についての意見交換及び情報交換を通して、北方領土教

育の一層の強化を図るため「北方領土問題教育指導者地域研修会」

を開催している。 

平成 30 年度及び令和元年度においては、悪天候等により開催を

中止した３ブロックを除き全てのブロックにおいて研修会を実施

した。令和２年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により

九州・沖縄ブロックのみが研修会を開催し、他の５ブロックの研修

会については中止を余儀なくされた。コロナ禍における事業実施

の２年度目となる令和３年度においては、オンライン会議システ

ムの活用を推進した結果、５ブロックにおいて本研修会を実施し

のブロックにおいて事業を

実施した。令和２年度にお

いては、新型コロナウイル

ス感染症の影響のため、関

係機関と調整を行ったが、

事業の実施を見送らざるを

得なかったが、コロナ禍に

おける事業実施の２年度目

となる令和３年度において

はオンライン会議システム

を活用し、全てのブロック

で事業実施に至った。 

 

⑤北方領土問題教育者会議

等について  

教育者会議に対して、運

営経費や啓発資材提供に加

え、各県の教育者会議単独

で実施した研修会及び教育

者会議と県民会議が協力し

て実施する北方領土教育の

実践授業、パネル展、作文コ

ンクールなどの事業に対し

て、各年度、約 100 以上の

事業に支援を行った。 

また、教育者会議設置県

の代表者等による「北方領

土問題教育者会議全国会

議」を開催し、学校教育現場

での北方領土問題に関する

実践授業等の積極的な取組

を依頼するとともに、協会

の業務内容や政府の方針等

の再確認及び各教育者会議

における活動事例等の共有

を行い、北方領土教育に関

する知見の拡大に取り組ん

だ。 

文部科学省において、「中

学校学習指導要領」及び「高

等学校学習指導要領」の一
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た。 

 

○北方領土青少年等現地視察事業 

北方領土返還要求運動都道府県民会議が構成した青少年等現地

視察団を北方領土隣接地域に派遣し、青少年等に北方領土を自ら

の目で実感してもらい、元島民の体験談を聞くなどの機会を提供

することで、北方領土問題を身近な問題として捉え、返還要求運動

を継承してもらうことを目的に「北方領土青少年等現地視察事業」

を実施している。 

協会として、北方領土問題を自分ごととして認識してもらうこ

とを目的に現地視察前の事前研修会の実施並びに視察日程に「北

方領土の視察」、「元島民体験談の聴講」及び「北方領土啓発施設の

見学」を必ず取り入れることを条件に支援を行った。 

平成 30 年度及び令和元年度においてはそれぞれ、18 県民会議か

ら計 371 名が参加した。令和２年度は、新型コロナウイルス感染

症の影響により、当初事業の実施を予定していた 23 都府県のほぼ

全てが事業の中止を余儀なくされた中、富山県民会議のみが本事

業を実施し、19 名が参加した。令和３年度は、新型コロナウイル

ス感染症の影響が続いている中、４県民会議から97名が参加した。

また、令和３年度において、一部の県民会議を除いて本事業の実施

を見送らざるを得なかったことに鑑み、代替事業として「北方領土

オンラインスクール」を実施し、映像を通して納沙布岬から見える

北方領土を体験してもらうとともに、隣接地域の青少年から北方

領土返還への想いを全国の同世代の青少年へ伝えることで、オン

ラインによる交流を図った。 

なお、参加した青少年にアンケートを取っており、各年度におい

て９割以上の参加者から「本事業に参加して北方領土問題に対す

る理解が深まった」との回答を得ることができた。また、事後活動

として、各年度の事業に参加した中学生は、地元中学校の学年集会

において視察報告等を行った。 

北方領土を直接、目で見る機会の重要性に鑑み、令和４年度は、

新型コロナウイルス感染症拡大防止に留意し、教育者会議と連携

を取りながら若年層に対する啓発活動に着実に取り組んでいく。 

部改訂を行い、平成 28年度

から使用されている中学校

社会科の教科書等に北方領

土問題についての記述が大

幅に増えたことを踏まえ、

教育者会議全国会議などあ

らゆる場面において学校教

育の重要性を訴えるととも

に、教育者会議が行う事業

に対して支援を拡充するこ

ととし、学校教育の場での

北方領土問題に関する実践

授業等への積極的な取組を

依頼した。 

北方領土問題を授業で取

り上げる際の一助として、

協会ホームページにおいて

提供している学習教材集に

ついて、令和３年度にＩＣ

Ｔを活用した教材集を作成

し、教材の拡充に取り組ん

だ。これらの教材集につい

ては、協会ＳＮＳにおいて

積極的に周知を行った結

果、各年度において前年度

のダウンロード件数を上回

った。令和４年度において

も引き続き、教材集の周知

に取り組み、若年層の北方

領土問題に対する理解度及

び関心度の向上に努める。 

 

⑥北方領土青少年等現地視

察事業 

平成 30 年度及び令和元

年度においてはそれぞれ、

18県民会議から計371名が

参加した。令和２年度は、新

型コロナウイルス感染症の

影響により、富山県民会議

のみが本事業を実施し、19
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名が参加した。令和３年度

は、新型コロナウイルス感

染症の影響が続いている

中、４県民会議から 97名が

参加した。また、一部の県民

会議を除いて本事業の実施

を見送らざるを得なかった

ことに鑑み、令和３年度に

は、代替事業として「北方領

土オンラインスクール」を

実施し、映像を通して納沙

布岬から見える北方領土を

体験してもらうとともに、

隣接地域の青少年から北方

領土返還への想いを全国の

中学生へ伝えることで、全

国の同世代の青少年とのオ

ンラインによる交流に努め

た。 

協会として、北方領土問

題を自分ごととして認識し

てもらうことを目的に現地

視察前の事前研修会の実施

並びに視察日程に「北方領

土の視察」、「元島民体験談

の聴講」及び「北方領土啓発

施設の見学」を必ず取り入

れることを条件に支援を行

い、事後活動として、事業に

参加した中学生は、地元中

学校の学年集会での視察報

告等を行った。 

北方領土を直接、目で見

る機会の重要性に鑑み、令

和４年度は、新型コロナウ

イルス感染症拡大防止に留

意し、関係団体と連携を取

りながら若年層に対する啓

発活動に着実に取り組んで

いく。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－３ 国民一般に対する情報発信 

業務に関連する政策・施

策 

－ 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

－ 

当該項目の重要度、困難

度 

【重要度：高】これまで北方領土返還要求運動の中核を担ってきた

元島民の高齢化が一層進む中で、北方領土問題の解決に向けた強

い意志が世代を超えて共有されることが必要。そのため、あらゆ

る地域、世代の国民、とりわけ次代を担う若い世代の北方領土問

題に対する理解を深め、関心を高めていくことが急務であり、目

に見える効果を上げることが必要。 

【難易度：高】問題への関心が相対的に低い層に情報を届け、関心

と理解の底上げを図ることは容易なことではない。北方領土問題

に対する関心や理解の度合いなどは、その時々の社会情勢など外

部要因による影響も想定される。評価においてそうしたことも考

慮することを前提に、本中期目標期間において目に見える効果を

上げていく必要から、チャレンジングな目標を設定。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

内閣府行政事業レビュー 

平成 30 年度：0164、令和元年度：0173、令和２年度：0180、令和３年度：0197 

 

２．主要な経年データ 

 ② 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４

年度 

 Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

北方館、別海北

方展望塔、羅臼

国後展望塔の

集客数 

前 中 期 目

標 期 間 の

年 度 平 均

水 準 を 上

回る。 

北方館： 

143,294 人 

別海北方展望

塔：75,930 人 

羅臼国後展望

塔：30,875 人 

北方館： 

148,204 人 

別海北方展望

塔：75,690 人 

羅臼国後展望

塔：32,446 人 

北方館： 

144,587 人 

別海北方展望

塔：77,554 人 

羅臼国後展望

塔：36,027 人 

北方館： 

84,167 人 

別海北方展望

塔：52,403 人 

羅臼国後展望

塔：19,393 人 

北方館： 

63,500 人 

別海北方展望

塔：53,133 人 

羅臼国後展望

塔：13,394 人 

－ 予算額（千円）      

        決算額（千円）      

        経常費用（千円）      

        経常利益（千円）      

        行政コスト（千円）      

        従事人員数      
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評

価） 

民間企業等とも連携

しながら、北方領土問

題に関する情報発信を

大胆に強化することに

より、国民一般の関心

と理解を広げる。その

際、情報発信の対象は

若年層に重点化すると

ともに、地域ごとの特

性なども考慮した発信

を行う。新たなＳＮＳ

の活用を始め発信ツー

ルの多様化・高度化に

積極的に対応するな

ど、効果的な発信方法

を不断に検討する。具

体の情報発信に当たっ

ては、訴求対象を明確

にした上で、それに応

じた啓発内容や媒体を

きめ細かく検討し、実

施する。 

これらの取組に当た

っては、協会の愛称を

定めるなど、これまで

運動に参加したことの

ない国民が接しやすい

ような啓発の在り方を

検討し、実施する。 

また、北方領土隣接

地域の事業と連携する

などにより、北方領土

を直接見る機会の増加

も含め、実感を伴った

理解の浸透にも取り組

広く国民が北方領土

問題に触れる機会を提

供し、国民一般の問題

への関心と理解を広げ

るため、情報発信を大

胆に強化する。特に、情

報発信の対象として若

年層を重点化するとと

もに、地域ごとの特性

なども考慮した発信を

図る。具体の情報発信

に当たっては、訴求対

象を明確にした上で、

それに応じた啓発内容

や媒体をきめ細かく検

討し、実施する。また、

新たなＳＮＳなどの従

来活用していなかった

発信ツールを用いるな

ど、発信ツールの多様

化・高度化への積極的

な対応を含め、効果的

な発信方法を不断に検

討する。 

これらの取組に当た

っては、例えば協会の

愛称を定めるなど、こ

れまで運動に参加した

ことのない国民にも接

しやすいような啓発の

在り方を検討し、実施

する。 

また、北方領土隣接

地域の事業と連携する

などにより、北方領土

＜主な定量的指標＞ 

・北方館、別海北方展望

塔及び羅臼国後展望塔の

各年度の集客数について

前中期目標期間の年度平

均の水準を上回るものと

する。 

＜その他の指標＞ 

啓発グッズの設置やイメ

ージキャラクター「エリ

カちゃん」とのコラボレ

ーション、啓発イベント

の連携など、毎年度新た

に民間企業等から協会の

取組への協力を得られて

いるか。 

＜評価の視点＞ 

訴求対象に応じた発信媒

体の選択と発信内容の工

夫等を通じ、若年層を始

めとする国民一般の関心

と理解を深めることに資

するものか。 

＜主要な業務実績＞ 

国民一般に対する情報発信 

○パンフレット等の啓発資料・資材の作成 

北方領土問題について国民が正しく理解し、認識を深めることがで

きるよう、各年度において一般向け啓発パンフレット、標語入りボー

ルペン及びクリアファイル等の作成を行い、県民会議等に提供するこ

とで、県民大会、研修会、キャラバン及び署名活動等において、効果

的、効率的に活用してもらい、国民世論の啓発に役立てた。 

また、主に若年層への啓発を強化するために、北方領土イメージキ

ャラクター「エリカちゃん」及び「エリオくん」の人形を作成し、全

国の都道府県民会議に送付することで、より親しみを感じやすい啓発

活動を推進するとともに、令和２年度には、我が国を訪れる外国人に

対して、北方領土問題や領土返還に係る我が国の主張等を正しく理解

してもらうことを目的に外国語パンフレット（英語及びロシア語）の

作成を行い、県民会議を通じて、役所や観光地等の外国人が利用する

施設への設置を行った。 

今後も一般国民に対して北方領土問題に関心を持ってもらえるき

っかけとなる啓発資料・資材の作成に取り組んでいく。 

 

○各年度の新規事業について 

・広報ビジョン等による啓発について 

平成 30 年度及び令和元年度において、北方領土返還運動全国強調

月間に合わせて広く国民に対して啓発を行うため、通行者・施設利用

者の往来が多い羽田空港第１ターミナルフューチャービジョン、羽田

空港第２ターミナルフューチャービジョン、池袋サンシャインシティ

周辺街頭ビジョン（Mixa ビジョン（旧リプレビジョン））、秋葉原駅前

街頭ビジョン（秋葉原ラジ館ビジョン）において、北方領土啓発映像

の放映を行った。 

また、若年層を主とする一般国民に北方領土問題について気軽に参

加し理解を深めてもらうことを目的に、著名人による北方領土トーク

ショーやクイズ大会等をプログラムに含んだ啓発イベントを開催し

た。平成 30年度は 12都道府県、令和元年度は９都道府県において開

催し、それぞれ計 25,000 名の参加を得た。 

 

・ＶＲを使用した北方領土仮想体験コンテンツの作成 

＜自己評価＞ 

国民一般に対する情報発信 Ｂ 

○国民一般に対する情報発信に

ついて 

①パンフレット等の啓発用資

料及び資材について 

北方領土問題について国民

が正しく理解し、認識を深め

ることができるよう一般向け

啓発パンフレットや北方領土

イメージキャラクター「エリ

カちゃん」及び「エリオくん」

の人形等の作成を行い、県民

会議等に提供することで、県

民大会、研修会、キャラバン及

び署名活動等において、効果

的、効率的に活用してもらい、

国民世論の啓発に役立てた。 

また、令和２年度には、我が

国を訪れる外国人に対して、

北方領土問題や領土返還に係

る我が国の主張等を正しく理

解してもらうことを目的に外

国語パンフレット（英語及び

ロシア語）の作成を行い、県民

会議を通じて、役所や観光地

等の外国人が利用する施設へ

の設置を行った。 

令和４年度においても、一

般国民に関心を持ってもらえ

る啓発資料・資材について不

断に検討を行い、効果的な啓

発活動ができるよう努めてい

く。 

 

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

新型コロナウイルス感

染症拡大の影響という予

測し難い外部要因により

啓発施設の閉館を余儀な

くされるなどの事態が発

生したものの、協会の自主

的な努力や業績改善に向

けた取組が行われたこと

が認められる。以下の実績

を総合的に勘案し、「Ｂ」と

評価する。 

 

【国民一般に対する情報

発信】 

 国民全般に対する北方

領土問題の啓発、運動の裾

野の拡大のため、パンフレ

ット等各種啓発資料・啓発

資材の作成及び標語・キャ

ッチコピーの募集等の事

業のほか、ＳＮＳを用いた

キャンペーンの展開等が

行われた。また、街頭ビジ

ョンによる啓発映像の放

映や、ＶＲコンテンツ、北

方領土啓発用アニメーシ

ョン等の動画の制作を行

った。 

民間企業等と連携した

啓発活動については、道東

地域を始めとする民間企

業等へ協力要請を行い、啓

発資材等の設置の協力を
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む。北方館等の啓発施

設についても、情報発

信の強化などにより、

集客力を向上させる。 

を直接見る機会の増加

も含め、実感を伴った

理解の浸透にも取り組

む。民間企業等との連

携を進め、内閣府の協

力も得つつ、啓発グッ

ズの設置やイメージキ

ャラクター「エリカち

ゃん」とのコラボレー

ション、啓発イベント

の連携など、毎年度、新

たに民間企業等から協

会の取組に対する協力

を得られるよう努め

る。なお、例えば、先の

大戦の関連資料等を保

有する機関などとの連

携についても検討す

る。北方領土を目で見

る運動の一環として設

置された北方館、別海

北方展望塔及び羅臼国

後展望塔の啓発施設に

ついては周辺の観光客

の動向などの外部環境

も踏まえ、情報発信の

強化などにより、各年

度の集客数が前中期目

標期間の年度平均の水

準を上回るよう努め

る。 

令和２年度に、一般国民の北方領土への訪問が制限されている状況

下において、広く国民、特に若年層に対して、戦前の北方領土の暮ら

しや自然などを具体的に追体験することを通して北方領土問題に対

する理解及び関心を深めてもらうため、ＶＲコンテンツを作成した。

本コンテンツは、啓発施設において展示を行っているほか、より多く

の国民に視聴してもらえるようアプリケーションとして配信を行っ

た。 

 

・北方領土啓発用アニメーション等の制作 

令和３年度に、若年層を始めとする一般国民に対して、北方領土問

題をより身近に感じてもらうことを目的とし、元島民の証言を参考

に、択捉島を舞台とした短編アニメーションを制作した。 

択捉島における当時の暮らし、ソ連軍が進駐してきた時の様子、引

き揚げを余儀なくされた悲しみ、そして、今もなお自由に帰ることが

できない現状や故郷への想いを描いた内容となっており、各県民会議

等の関係団体へＤＶＤの配布を行った。今後はより多くの人に視聴し

てもらえるようＹｏｕＴｕｂｅでの公開を行う予定である。 

また、北海道根室高等学校北方領土根室研究会に所属する高校生に

よる、北方領土の歴史、条約、現状、返還運動等について分かりやす

く説明している北方領土出前講座動画及び納沙布岬から見える北方

領土や北方館・望郷の家の展示物等について北方館の説明員が分かり

やすく説明している北方領土及び啓発施設視察動画を作成した。これ

らの動画は啓発資材として活用してもらえるよう、ＹｏｕＴｕｂｅで

の公開やＤＶＤの貸出を行っている。 

 

○北方領土に関する標語・キャッチコピーの募集 

協会では北方領土について、国民に広く認識してもらい、北方領土

返還の気運を高めるため、「北方領土に関する標語・キャッチコピー」

を昭和 44年度から毎年度募集している。 

第４期中期目標期間中においても公募を行い、協会ホームページ及

び公募専門誌・ＷＥＢサイトへの掲載並びに全国の都道府県民会議や

教育者会議と連携し、本件への応募を促した。各年度の応募数は以下

のとおりである。 

 

年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

応募数 9,909 件 10,896 件 10,450 件 12,672 件 － 

 

最優秀賞受賞作品は、啓発ボールペンやカレンダー等の啓発資料及

び資材に掲載するなど啓発活動において有効に活用している。 

 

○ＳＮＳ広告等による啓発 

②各年度の新規事業について 

  若年層を主とするより多く

の国民に対して、北方領土問

題について知ってもらうた

め、各年度において多様な事

業を実施した。 

  街頭ビジョンによる啓発映

像の放映や主な都道府県にお

ける啓発イベントの実施によ

り、北方領土問題について身

近に触れる機会の提供を行う

とともに、ＶＲコンテンツや

啓発用アニメーションの作成

により、主に若年層向けに、元

島民の体験を追体験すること

でより分かりやすい啓発資材

の作成及び活用に取り組ん

だ。 

また、北海道根室高等学校

北方領土根室研究会所属の高

校生による、北方領土の歴史

や返還運動等について分かり

やすく説明している北方領土

出前講座動画及び納沙布岬か

ら見える北方領土や北方館・

望郷の家の展示物等について

北方館の説明員が分かりやす

く説明している動画を作成し

た。新型コロナウイルス感染

症の影響が続いており、直接、

北方領土を目にする機会が減

っている中、現地を訪れるこ

とができるまでの一つの手段

として、今後の啓発活動に活

用していく。 

 

③北方領土に関する標語・キ

ャッチコピーの募集について 

協会では北方領土につい

て、国民に広く認識してもら

い、北方領土返還の気運を高

得られている。 

啓発施設の集客数につい

ては、平成 30 年度及び令

和元年度は、３施設におい

てほぼ目標値を達成する

ことができた。しかし、令

和２年度以降は新型コロ

ナウイルス感染症の影響

により施設の閉館を余儀

なくされたこと等により、

北方館、別海北方展望塔及

び羅臼国後展望塔いずれ

も前中期目標期間の年度

平均の水準を下回ったが、

協会ＳＮＳにおいて啓発

施設の紹介を積極的に行

ったほか、広報活動とし

て、令和２年度及び３年度

にイメージキャラクター

（北方領土エリカちゃん

など）を利用したキャンペ

ーンを行いＳＮＳ読者数

の増加につながった（令和

２年度は約 26,000 件、令

和３年度は、約 58,000 件

の読者数の増加）ことは評

価できる。 

 

＜指摘事項、業務運営上の

課題及び改善方策＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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各年度において、協会ＳＮＳにおいて北方領土問題や北方領土隣接

地域に関する情報を積極的に発信することと併せて、令和２年度及び

令和３年度においては、８月と２月の北方領土返還運動全国強調月間

に合わせて、広く国民に対して啓発を行うため、ＳＮＳ上の広告掲載

スペースへの北方領土問題に関する広告の掲載を行った。 

また、広告の掲載と併せて「北方領土エリカちゃんマスコットプレ

ゼントキャンペーン」も合わせて行い、令和３年度からは「北方領土

エリオくんマスコットプレゼントキャンペーン」も追加で行った。結

果として、令和２年度は約 26,000 件、令和３年度は、約 58,000 件の

読者数の増加につながった。本事業で増加した読者に今後も北方領土

問題に対して関心を持ってもらえるよう、引き続き親しみやすい啓発

活動に取り組んでいく。 

 

○民間企業等との連携 

民間企業等と連携した啓発活動について、道東地域を始めとする民

間企業等へ協力要請を行い、平成 30 年度においては、前年度に引き

続き道東地域の観光案内所やバスターミナル等での啓発ポスターの

掲示やバス車内等への観光パンフレットの設置を行った。あわせて都

内で店舗を経営する道内企業の会合において、啓発パンフレットを配

布し、各店舗にパンフレットを配置してもらうように依頼を行った。 

令和元年度は、協力してもらっている民間企業等の事務所内に引き

続きパンフレット等の啓発物品を設置してもらった。また、ボールペ

ンやエリカちゃん人形等の啓発資材を提供し、新たに北海道博物館に

北方領土啓発スペースを設置した。 

令和２年度には、日本青年団協議会に協力を依頼し、全国の青年会

館や研修用宿泊施設に啓発パンフレットやボールペンを設置した。 

令和３年度は、公益社団法人日本青年会議所北海道地区協議会に協

力を依頼し、同会会員企業 50 社へ啓発パンフレットやボールペンを

設置した。より多くの国民が北方領土問題に触れる機会を増やすため

に、令和４年度においても積極的に民間企業等との協力関係の構築に

取り組んでいく。 

 

○啓発施設の有効活用について 

北方領土の視察に訪れる者に北方領土問題に対する一層の理解と

認識を深めてもらうため、道東地域に啓発施設として北方館、別海北

方展望塔及び羅臼国後展望塔の３施設を保有し、「北方領土を目で見

る運動」の推進のため有効に活用している。なお、別海北方展望塔は

別海町に、羅臼国後展望塔は羅臼町に、それぞれ管理及び運営を委託

している。 

平成 30 年度及び令和元年度においては、各啓発施設への集客に努

めた結果、ほぼ全ての施設において目標としている集客数を超えるこ

めるため、「北方領土に関する

標語・キャッチコピー」を昭和

44 年度から毎年度、募集して

おり、今中期目標期間におい

ても協会ホームページ及び公

募専門誌・ＷＥＢサイトへの

掲載並びに全国の都道府県民

会議や教育者会議と連携し学

生に本件への応募を促した結

果、各年度において、前年度を

超える応募数を集めることが

できた。 

  今後も、若年層に北方領土

問題に対する関心を持っても

らう重要な機会の一つとして

着実に本事業を実施してい

く。 

 

④ＳＮＳ広告等による啓発 

  協会ＳＮＳにおける発信と

併せて、８月と２月の北方領

土返還運動全国強調月間に合

わせて、広く国民に対して啓

発を行うため、ＳＮＳ上の広

告掲載スペースへ北方領土問

題に関する広告の掲載を行っ

た。また、広報活動として、令

和２年度から「北方領土エリ

カちゃんマスコットプレゼン

トキャンペーン」を、令和３年

からは、追加で「エリオくんマ

スコットプレゼントキャンペ

ーン」を行った。 

結果として、令和２年度は

約 26,000 件、令和３年度は、

約 58,000 件の読者数の増加に

つながった。引き続き、国民に

とって親しみやすい啓発活動

を行い、北方領土問題に対し

てより多くの国民に関心を持

ってもらえる取組を行ってい
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とができた。 

令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ

り、令和２年４月 18 日（土）から５月 26 日（火）までの計 39 日間

全ての啓発施設の閉館を余儀なくされた。令和３年度においても、長

引く新型コロナウイルス感染症の影響等により、北方館においては84

日間、別海北方展望塔においては 37 日間、羅臼国後展望塔において

は 90 日間、閉館を余儀なくされた。このため、新型コロナウイルス

感染症の拡大後は目標とする前中期目標期間の年度平均集客数を下

回る結果となった。 

なお、このような状況下でも、来館された方の意見や要望を受ける

意見箱の設置を続けた。 

今後は、来館者の方が安心して啓発施設を訪れることができるよう

新型コロナウイルス感染症対策を十分に講じた上で施設の運営を行

う。あわせて、協会ＳＮＳにおいて、啓発施設の紹介を積極的に行う

とともに来館者からの意見を基に、館内施設や展示物等の改善策の検

討を進め、集客数の増加に努めていく。 

 

・啓発施設の集客数 

 

前中期目標

期間平均 

（目標値） 

平成 30 年度 令和元年度 

北方館 143,294 人 148,204 人 144,587 人 

別海北方展

望塔 
75,930 人 75,690 人 77,554 人 

羅臼国後展

望塔 
30,875 人 32,446 人 36,027 人 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

北方館 84,167 人 63,500 人 － 

別海北方展

望塔 
52,403 人 53,133 人 － 

羅臼国後展

望塔 
19,393 人 13,394 人 － 

 

 

く。 

 

⑤民間企業等との連携 

民間企業等と連携した啓発

活動について、道東地域を始

めとする民間企業等へ協力要

請を行い啓発物品の設置協力

を依頼した。各年度において、

都内に店舗を保有する道内企

業、北海道博物館、日本青年団

協議会及び公益社団法人日本

青年会議所北海道地区協議会

に協力を依頼し、パンフレッ

ト等の啓発資料を設置した。 

より多くの国民が北方領土

問題に触れる機会を増やすた

めに、令和４年度においても

積極的に民間企業等との協力

関係の構築に取り組んでい

く。 

 

⑥啓発施設の有効活用につい

て 

北方領土の視察に訪れる者

に北方領土問題に対する一層

の理解と認識を深めてもらう

ため、道東地域に啓発施設と

して北方館（根室市）、別海北

方展望塔（別海町）及び羅臼国

後展望塔（羅臼町）の３施設を

保有し、「北方領土を目で見る

運動」の推進のため有効に活

用している。 

平成 30年度及び令和元年度

は、３施設においてほぼ目標

値を達成することができた

が、令和２年度以降は新型コ

ロナウイルス感染症の影響に

より、各施設において閉館を

余儀なくされたため目標とす

る前中期目標期間の年度平均
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集客数を下回る結果となっ

た。 

今後は、来館者の方が安心

して啓発施設を訪れることが

できるよう新型コロナウイル

ス感染症対策を十分に講じた

上で施設の運営を行う。あわ

せて、協会ＳＮＳにおいて、啓

発施設の紹介を積極的に行う

とともに来館者からの意見を

基に、館内施設や展示物等の

改善策の検討を進め、集客数

の増加に努めていく。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２ 四島交流事業 

業務に関連する政策・施

策 

－ 当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

－ 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

内閣府行政事業レビュー 

平成 30 年度：0164、令和元年度：0173、令和２年度：0180、令和３年度：0197 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度  Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

各事業での情報

発信の回数 

一事業当た

り 550 件 

※協会による

発信50件／事

業参加者によ

る発信 500 件 

一事業当たり

550 件 

①587 件 

②188 件 

③280 件 

①310 件 

②435 件 

③197 件 

④391 件 

－ 

※全ての交

流事業が中

止となり、

事業成果に

関する発信

は無し。 

－ 

※全ての交

流事業が中

止となり、

事業成果に

関する発信

は無し。 

－ 予算額（千円） 274,452 296,621 286,619 299,264 292,197 

        決算額（千円） 238,463 261,665 310,354 160,879  

        経常費用（千円） 262,304 290,502 343,657 193,511  

        経常利益（千円） 35,578 38,220 △18,885 143,975  

        行政サービス実施

コスト（千円） 

264,280 ― ― ―  

        行政コスト（千円） ― 304,966 343,657 193,511  

        従事人員数 4 人 5 人 5 人 4 人 4 人 

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

北方領土

問題の解決

を含む日露

間の平和条

約締結問題

が解決され

るまでの間、

相互理解の

増進を図り、

北方領土問題

の解決を含む日

露間の平和条約

締結問題が解決

さ れ る ま で の

間、相互理解の

増進を図り、問

題の解決に寄与

するため、関係

＜主な定量的指標＞ 

各事業に関連する情

報発信が積極的に行

われるよう必要な措

置を講ずる（一事業

当たりＳＮＳ等によ

る発信 550 件以上）。 

＜その他の指標＞ 

事業参加者の事後活

＜主要な業務実績＞ 

○元島民や返還運動関係者等と北方四島在住ロシア人

との相互交流について 

北方四島交流事業は、領土問題解決までの間、相互

理解の増進を図り、領土問題の解決に寄与することを

目的として、日本国民と四島在住ロシア人との間の旅

券・査証なしによる相互訪問の枠組みが作られ、平成

４年から実施している。協会の実施又は支援事業とし

て、平成 30年度及び令和元年度においては、訪問事業

＜自己評価＞ 

北方四島との交流事業 Ｂ 

① 元島民や返還運動関係者等と北方四島在住ロシア人と

の相互交流について  

  協会の実施又は支援事業として、平成 30 年度及び令和

元年度は、悪天候等による中止等を除き、当初の計画とお

り訪問事業及び受入事業を実施した。 

  各回のプログラムについて、日本側及び四島側それぞれ

の文化等について学ぶことを通じて、相互理解の増進に努

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

令和２年度以降、新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影

響という予測し難い外部要

因により、一部の事業につい

ては、結果的に困難度の高い

業務となった。交流事業が実

施できなかったが、協会の自
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問題の解決

に寄与する

ため、関係機

関・団体と連

携し、北方四

島在住ロシ

ア人と元島

民、返還運動

関係者等と

の相互交流

を着実に実

施する。特

に、日露関係

等の情勢変

化に応じた

内閣府等の

方針に基づ

き、体制の整

備も含め、機

動的かつ適

切に対応す

る。 

加えて、国

民世論の啓

発への波及

効果を高め

る観点から、

国民一般の

北方領土問

題に関する

関心や理解

を広げる上

で有益な者

の参加や交

流プログラ

ムの工夫を

図るととも

に、事業成果

についての

徹底的かつ

継続的な情

機関・団体と連

携し、各年度の

計画に基づき、

各回の北方四島

在住ロシア人と

元島民、返還運

動関係者等との

相互交流を着実

に実施する（外

部要因による中

止等を除く。）。

特に、日露関係

等の情勢変化に

応じた内閣府等

の 方 針 に 基 づ

き、体制の整備

も含め、機動的

かつ適切に対応

する。 

加えて、国民

世論の啓発への

波及効果を高め

る観点から、国

民一般の北方領

土問題に関する

関心や理解を広

げていく上で有

益な者の参加や

交流プログラム

の工夫を図る。

また、各事業に

関連する情報を

積極的かつ継続

的に発信し（協

会による発信に

加え、事業参加

者による発信も

含む。）、ＳＮＳ

による発信であ

れば一事業当た

り 550 件以上

動について発信する

仕組みを検討する。 

＜評価の視点＞ 

・年度計画に基づき、

各事業を適切に実施

したか。 

・国民一般の北方領

土問題に関する関心

や理解を広げる上で

有益な参加者につい

て検討し、それらの

者が参加する交流事

業を実施したか。 

・交流プログラムに

ついて、相互理解の

増進に加え、国民世

論の啓発への普及効

果の増大にも資する

企画を検討し、実施

したか。 

及び教育関係者（専門家）訪問事業を計画し、悪天候

等による止むを得ない事業の中止等を除き、当初の計

画とおり事業を実施した。各年度の事業終了後にはア

ンケートを実施し、ほぼ全ての参加者から「非常に有

意義だった」又は「有意義だった」との回答を得るこ

とができた。 

各年度の実績は以下のとおり。 

 

【平成 30年度】合計 11回、計 416 人参加 

うち協会主催事業：合計３回、計 188 人参加 

（実施プログラム概要） 

事前研修会、四島住民との交流会、文化交流（アク

セサリー作り、雅楽・茶道の披露及び体験、教育関係

者による四島住民との懇談会、青少年によるスポーツ

交流等）、墓参を行った。 

また、国民世論の啓発への波及効果を高める観点か

ら、著名な作家を団員として起用し、事後活動として

ビジネス雑誌のコラムへの寄稿やテレビ番組におい

て、交流事業に関する情報発信をしてもらう等の事後

活動に取り組んでもらった。 

＜協会主催＞ 

（第１回）一般訪問事業 

訪問月日：平成 30年７月 27日（金）～31日（火） 

訪問場所：国後島及び択捉島 

訪問人数：64名 

主なプログラム：住民交流会（アクセサリー作りや

意見交換等）、日本人墓地修理、墓

参、島内施設（水産加工場等）視察 

（第２回）一般訪問事業 

訪問月日：平成 30年８月 23日（木）～27日（月） 

訪問場所：国後島及び色丹島 

訪問人数：62名 

主なプログラム：住民交流会（雅楽披露や茶道体験）、

ホームビジット、墓参、島内施設

（学校等）視察 

（第３回）教育関係者・青少年合同訪問事業 

訪問月日：平成 30年９月 14日（金）～17日（月） 

訪問場所：択捉島 

訪問人数：62 名（うち青少年 17 名、教育関係者 22

名） 

主なプログラム：住民交流会（茶話会やスポーツレ

めるとともに、著名な作家やテレビ局役員を団員として起

用することにより国民世論の啓発への波及効果を高める

ことに取り組んだ。 

  令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大の結果、全

ての交流事業を中止せざるを得ない状況となった。事業再

開後の円滑な事業実施に向けた感染予防措置や危機管理

対応等を盛り込んだ安全対策マニュアルの作成及び防護

対策に必要な様々な装備品の調達を行った。あわせて、北

方四島交流等事業使用船舶「えとぴりか」に、病室の拡充

や隔離室の確保、空気清浄機の設置等の改修を行い、船内

設備の整備を行った。 

令和３年度においても、長引く新型コロナウイルス感染

症の影響により、全ての交流事業の実施を見送らざるを得

なくなった。このような状況下で新たな取組として「四島

交流オンラインセミナー」を開催し、交流事業の経験者と

未経験者の意見交換による交流事業への理解促進及び事

後発信の手段についての新しい提案等の今後の事業に生

かすべき多くの貴重な意見を得ることができた。また、今

後の事業再開時に向けた準備として、参加団員の健康と安

全の確保のため、受入事業における新型コロナウイルス感

染症安全対策マニュアル及び感染症予防装備品の整備を

行った。 

事業参加者による事後発信について、事業を実施するこ

とができた年度においては、事前研修会や船内研修会にお

ける事後発信の重要性の説明や事業後のリマインド通知

等、事後発信を促す取組を実施した。令和２年度及び令和

３年度においては新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、事業の実施を見送らざるを得ず、事後活動については

実施できなかった。 

総合的に事後発信の件数については伸び悩む結果とな

った。各回で実施した事後発信に関するアンケート結果や

令和３年度に実施したオンラインセミナーにおいて聴取

した意見を参考に事後発信の在り方について検討を進め

ていく。 

ロシアによるウクライナ侵略により、交流事業の今後の

展望を見通すことが難しい状況となっているが、関係府省

及び日本側実施団体等とより緊密に連携し、日露関係をめ

ぐる情勢の変化に適切に対応していく。 

主的な努力や今後の業績改

善に向けた取組が行われた

ことが認められる。以下の実

績を総合的に勘案し、「Ｂ」と

評価する。 

元島民や返還運動関係者

等と北方四島在住ロシア人

との相互交流については、平

成 30年度及び令和元年度は、

悪天候等による中止等を除

き、当初の計画とおり訪問事

業及び受入事業を実施した。

令和２年度及び令和３年度

は、新型コロナウイルス感染

症の影響により全ての事業

が中止となった。しかし、新

たな取組として「四島交流オ

ンラインセミナー」を開催

し、四島交流事業の意義や情

報発信の重要性について参

加者の理解を深めるなど、交

流事業の再開に向けた代替

的措置を講じ、参加者の交流

事業についての認識の共有

等を図ったと認められる。 

事業参加者による事後発

信について、事業を実施する

ことができた年度において

は、事前研修会や船内研修会

における事後発信の重要性

の説明や事業後のリマイン

ド通知等、事後発信を促す取

組を実施した。 

また、事業が実施できなか

った年度においては、受入事

業における新型コロナウイ

ルス感染症安全対策マニュ

アルを整備したほか、事業再

開に向け感染症予防装備品

の整備に努めたことが認め

られる。 
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報発信（事業

参加者によ

る積極的な

発信の推進

を含む。）、事

業参加者に

よる事後活

動を推進す

る。 

交流プロ

グラムにつ

いては、参加

者のニーズ

も踏まえつ

つ、学術・文

化・スポーツ

などの専門

家・団体とも

連携し、相互

理解の一層

の増進につ

ながる内容

とする。 

 毎年度の

事業のＰＤ

ＣＡサイク

ルをより実

効的に機能

させるため、

関係団体等

の意見を聞

きながら、課

題と改善策

をとりまと

めて内閣府

に報告し、改

善の実現を

図る。 

（他の方法によ

る発信の場合は

これに準ずる。）

行うよう必要な

措置を講ずる。 

交流プログラ

ムについては、

参加者のニーズ

も踏まえつつ、

学術・文化・スポ

ーツなどの専門

家・団体とも連

携し、相互理解

の一層の増進に

つながるととも

に、国民世論の

啓発への波及効

果の増大にも資

する企画を毎年

度検討し、実施

する。また、国民

一般の北方領土

問題に関する関

心や理解を広げ

る上で有益な参

加者について検

討し、それらの

者が参加する交

流事業を毎年度

実施する。 

事業参加者の

事後活動につい

て発信する仕組

みを検討し、本

中期目標期間第

４年度からの本

格実施を図る。 

毎年度の事業

のＰＤＣＡサイ

クルをより実効

的に機能させる

クリエーション）、墓参、島内施設

（孵化工場・採卵場等）視察 

（第４回）後継者訪問事業 

訪問月日：平成 30年 10 月６日（土）～９日（火） 

訪問場所：色丹島 

※悪天候のため中止 

 

【令和元年度】合計 17回、計 565 人参加 

うち協会主催事業：合計４回、計 256 人参加 

 （実施プログラム概要） 

 事前研修会、四島住民との交流会、文化交流（マン

ガ・ワークショップ、日本料理の紹介、獅子舞披露、教

育関係者による四島住民との懇談会、青少年による折

り紙等を通した交流等）、墓参を行った。 

また、国民世論の啓発への波及効果を高める観点か

ら、地方テレビ局の役員を団員として起用し、事後活

動として雑誌への寄稿や所属テレビ局主催のイベント

等において講演をしてもらう等の事後活動に取り組ん

でもらった。 

＜協会主催＞ 

（第１回）後継者訪問事業 

訪問月日：令和元年６月７日（金）～10 日（月） 

訪問場所：色丹島 

訪問人数：63名 

主なプログラム：住民交流会（マンガ・ワークショ

ップ、コスプレファッションショ

ー・コンテスト）、墓参、島内施設

視察 

（第２回）一般訪問事業 

訪問月日：令和元年７月５日（金）～８日（月） 

訪問場所：色丹島及び択捉島 

訪問人数：64名 

主なプログラム：住民交流会（日本料理の紹介や居

合道の実演）、日本人墓地の修復及

び墓参、ホームビジット 

（第３回）一般訪問事業 

訪問月日：令和元年８月 15 日（木）～19 日（月） 

訪問場所：国後島及び色丹島 

訪問人数：64名 

主なプログラム：住民交流会（獅子舞披露や万華鏡

作り）、ニュースポーツ（フライン

 

＜指摘事項、業務運営上の課

題及び改善方策＞ 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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ため、関係団体

等の意見を聞き

ながら、課題と

改善策をとりま

とめて内閣府に

報告し、改善の

実現を図る。 

グディスク等）交流、ホームビジ

ット 

（第４回）教育関係者・青少年合同訪問事業 

訪問月日：令和元年９月７日（土）～10 日（火） 

訪問場所：国後島 

訪問人数：65 名（うち青少年 17 名、教育関係者 23

名） 

主なプログラム：住民交流会（茶話会やお手玉、折

り紙等をとおした交流）、墓参、ホ

ームビジット 

 

外務省の受託事業として、四島在住ロシア人の受入

事業を実施しており、平成 30年度及び令和元年度にお

いては、それぞれ２回、受入事業を計画し、悪天候等

による一部プログラムの変更等を除き、当初の計画と

おり実施した。各年度において効果測定のため、事業

終了後に四島側実施団体に対してアンケートを実施し

ており、ほぼ全ての団員から「事業に満足しており、

今後とも四島交流の継続を望んでいる」との回答があ

った。 

各年度の実績は以下のとおり。 

【平成 30年度】合計８回、332 人参加 

うち協会主催事業：合計２回、計 122 人参加 

（実施プログラム概要） 

四島側からの希望により広島県において、平和記念

資料館の視察や被爆体験語り部の聴講等の平和学習を

実施した。また、富山県において、黒部市の視察や住

民との意見交換会を実施した。 

いずれの受入事業においても、復路で根室市を訪れ、

まとめの研修会を行い、元島民の講話の聴講を行った。 

（第１回）青少年受入 

受入月日：平成 30年５月 24日（木）～29日（火） 

受入場所：広島県 

訪問人数：63名 

主なプログラム：広島平和記念資料館及び平和記念

公園視察、被爆体験伝承講話の聴

講、地元大学生との市内視察 

（第２回）一般受入 

受入月日：平成 30年 10 月 11 日（木）～16 日（火） 

受入場所：富山県 

訪問人数：59名 

29



主なプログラム：住民交流会（富山県内参加者との

「大切な思い出の写真」をテーマ

にした意見交換）、県内の名所（富

山城や五箇山の合掌造り集落等）

視察 

 

【令和元年度】合計 11回、332 人参加 

うち協会主催事業：合計２回、計 119 人参加 

（実施プログラム概要） 

大都市での受入実施という事業方針に基づき、神奈

川県において、「歴史と防災」をテーマに事業を実施、

神奈川県立歴史博物館や横浜市民防災センター等にお

いて日本の歴史や防災技術等の学習を行った。また、

兵庫県において、姫路城や高田屋嘉兵衛顕彰館の視察

等、日本の歴史や文化の学習につながるプログラムを

実施しました。 

２回目の受入事業の際には悪天候により出港時間を

早めたため、船内における元島民の講話の聴講を除い

て、まとめの研修会を根室市で行った。 

（第１回）青少年受入 

受入月日：令和元年５月 23 日（木）～28 日（火） 

受入場所：神奈川県 

訪問人数：65名 

主なプログラム：神奈川県立歴史博物館や横浜市民

防災センター視察、地元大学生と

の市内視察 

（第２回）一般受入 

受入月日：令和元年 10月３日（木）～８日（火） 

受入場所：兵庫県 

訪問人数：54名 

主なプログラム：住民交流会（兵庫県の伝統芸能「デ

カンショ節」の披露）、姫路城や高

田屋嘉兵衛顕彰館等の視察 

 

 上述のように本中期目標期間の前半は計画とおり訪

問及び受入事業を実施していたが、令和２年度におい

て新型コロナウイルス感染症が拡大したことを受け、

当初計画していた全ての交流事業を中止せざるを得な

い状況となった。 

 事業の再開を見据え、北方四島交流等事業の渡航手

段として使用している船舶「えとぴりか」に対して、
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新型コロナウイルス感染症対策に関する改修工事を行

った。 

主な改修内容は以下のとおり。 

・病室の拡張（４階） 

感染者等を隔離できるように拡張。ベッドを１床

から２床へ増やし、防護服着脱スペース等を確保。 

・隔離室の確保（３階 302 号室と多目的便所・浴室） 

感染者等を病室以外で隔離できるように改造。使

用時は隔離壁を設置して、接触制限エリアや防護服

着脱スペース等を確保。 

・ファンの整備及び空気清浄機の設置（船内全体） 

換気環境を改善するため機械式ファンを増設し、

一部の自然通風を機械式に改造。空気清浄機を船内

通路や階段、食堂兼集会室等の各所へ設置。 

・食堂兼集会室の改修等（３階） 

飛沫飛散防止のため食卓にアクリル板を設置。左

右６箇所の窓を開閉可能に改修（開閉は海象状況を

踏まえて船員が行う）。 

・船内消毒関連等（船内全体） 

消毒液ホルダーを各所に設置。客室等内に蓋付き

ゴミ箱とペーパーホルダーを設置。トイレ内のエア

ータオルは撤去し、ペーパーホルダーを設置。 

 

あわせて、訪問事業における新型コロナウイルス感

染症安全対策マニュアルの整備及び使い捨てマスクや

消毒液等の新型コロナウイルス感染症予防装備品の調

達を行い、新型コロナウイルス感染症が収まり、関係

府省及び四島側実施団体との調整が整い次第、事業が

再開できるように準備を進めていた。 

 残念ながら、令和３年度においても、新型コロナウ

イルス感染症の拡大が続き、事業計画の合意に至らず、

令和３年度においても事業の実施を見送らざるを得な

い異例の事態となった。 

 そのような中でも、新たな取組として、都道府県民

会議関係者を対象に「四島交流オンラインセミナー」

を実施し、交流事業に対する理解促進を図るとともに、

北方領土問題に関する情報発信の重要性を訴え、実践

を促した。 

 

【四島交流オンラインセミナー】 

（開催日時） 
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１回目 令和４年１月 22日（土）14:00～15:35 

２回目 令和４年１月 24日（月）17:00～18:35 

３回目 令和４年１月 25日（火）14:00～15:35 

４回目 令和４年１月 26日（水）14:00～15:35 

（参加者） 

北方領土返還要求運動都道府県民会議関係者 計35

名 

四島交流事業参加経験 有 14名、無 21名 

（内容） 

・学習：四島交流事業について 

・オンライン交流会  

「交流事業について聞きたいこと、伝えたいこと」 

・学習：情報発信について 

・グループワーク 「私にできる情報発信」 

（実施方法） 

オンライン会議システム「Zoom」を使用 

 

事業の結果、四島交流事業未経験者と経験者の間で

活発な交流が行われ、四島を初めて訪問した際の印象

や島内プログラムの様子、事業期間中の船内生活など

に関する質問に対し、事業経験者が当時の実体験を踏

まえて回答するなど、事業参加経験の有無に関わらず、

多様な視点から参加者同士が交流を行いながら、事業

に関する理解を深めることができた。 

 また、情報発信についてのグループワークでは、参

加者一人一人が所属や趣味・特技を踏まえた情報発信

についてのアイデアを発表しあい、四島交流事業参加

時に撮影した写真を学校の授業で活用することや、北

方領土のイメージキャラクターである「エリカちゃん」

を用いたアニメの制作、年賀状に北方領土問題の情報

に関するＱＲコードを記載する等、新たな情報発信の

手法に関する多様なアイデアの提案があった。あわせ

て、個人が北方領土問題について発信することに感じ

る抵抗感等の課題も明らかになった。 

 事業実施後のアンケート結果として、四島交流事業

及び情報発信について参加者 35 名中 28 名から回答が

あり、その内９割以上の参加者から「大変理解が深ま

った」又は「理解が深まった」との回答があった。 

また、今後の事業再開時に向けた準備として、参加

団員の健康と安全を確保するため、受入事業における

新型コロナウイルス感染症安全対策マニュアルを整備
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した。あわせて、事業実施期間中の各フェーズに対応

した感染予防ができるよう、感染症予防装備品の整備

も行った。 

令和４年度においては、新型コロナウイルス感染症

の影響が続いていることに加え、ロシアによるウクラ

イナ侵略により、四島交流事業の展望について見通す

ことができない未曾有の事態となっている。今後は、

関係府省及び日本側実施団体とより緊密に連携し、日

露関係をめぐる情勢の変化に適切に対応していく。 

 

 事業参加者によるＳＮＳ等による情報発信が積極的

に行われるように事業を実施することができた年度に

おいては、事前研修会や船内研修会における事後活動

の重要性等の説明、事業終了後のリマインド通知の実

施や実際に行った事後活動の実績調査等を行った。令

和２年度及び令和３年度においては新型コロナウイル

ス感染症の影響により、事業の実施を見送らざるを得

ず、事後活動については実施できなかった。各年度の

情報発信数の実績は以下のとおり。 

 今後は、ウクライナ情勢等、交流事業に係る社会情

勢を注視し、政府の方針等に適切に対応していくこと

を前提とし、事後活動の在り方についても、令和３年

度に行ったオンラインセミナーの経験を生かして、検

討を進めていく。 

 

   ・事後活動の発信数（目標値：1事業当たり 550

件） 

 実施回数 実績 

平成 30 年度 第１回 587 件 

第２回 188 件 

第３回 280 件 

令和元年度 第１回 310 件 

第２回 435 件 

第３回 197 件 

第４回 391 件 

令和２年度 ※新型コロナウイルスの影響に

より事業中止のため、実績なし 

令和３年度 ※新型コロナウイルスの影響に

より事業中止のため、実績なし 

令和４年度 － 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－３ 調査研究 

業務に関連する政策・施

策 

－ 当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

－ 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

内閣府行政事業レビュー 

平成 30 年度：0164、令和元年度：0173、令和２年度：0180、令和３年度：0196 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度  Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

調査研究結果の

引用数 

 0 件 

 

0 件 

 

3 件 

 

3 件 

 

－ － 予算額（千円） 7,500 5,460 17,447 38,097 47,622 

調査研究結果の

利活用数 

 195 件 195 件 408 件 266 件 － － 決算額（千円） 6,106 5,668 16,179 26,646  

        経常費用（千円） 6,759 6,667 18,685 30,849  

        経常利益（千円） 1,409 △205 797 12,744  

        行政サービス実施

コスト（千円） 

6,825 ― ― ―  

        行政コスト（千円） ― 6,948 18,685 30,849  

        従事人員数 4 人 4 人 4 人 4 人 4 人 

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 北方領土の

現状や北方領

土問題の経緯

などに関する

情報・資料を保

有する機関と

して、これまで

の調査研究成

果を整理し、そ

れに対するア

クセスの利便

性向上を進め

る。また、北方

北方領土の現状

や北方領土問題の

経緯などに関する

情報・資料を保有

する機関として、

本中期目標期間第

２年度までに、こ

れまでの調査研究

結果を整理し、一

覧化して協会ホー

ムページに掲載

し、それに対する

アクセスの利便性

＜主な定量的指標＞ 

・調査研究結果の引

用・利活用の件数を

本中期目標初年度の

件数以上の水準とす

る。 

＜その他の指標＞ 

・これまでの調査研

究結果を整理し、一

覧化して協会ホーム

ページに掲載する。 

・資料の散逸、滅失

を防ぐため、専門家

＜主要な業務実績＞ 

○北方領土問題等に関する調査研究 

北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての調

査研究として、北方領土問題をめぐる環境の変化や当面の課

題等を踏まえた事業を各年度において実施した。 

また、アクセスの利便性向上を図るため平成 30年度にこれ

までの調査研究結果の整理を行い協会ホームページ上に掲載

を行った。あわせて、令和元年度に調査研究結果の掲載ペー

ジにアンケート機能を導入し、調査研究結果を利活用した者

から研究内容についての評価を得ることができるようにし

た。 

なお、平成 30年度の「北方領土の日」関連事業として、北

方領土問題及び日露関係等の有識者を集めた「北方領土問題

＜自己評価＞ 

北方領土問題等に関する調査研究 

Ｂ 

より多くの一般国民に調査研究結

果を活用してもらえるように利便性

の向上を図るため、これまでの調査研

究結果を協会ホームページで公開し

た。これらの調査研究結果を利活用し

た者からフィードバックを受け、今後

の事業展開の参考に資するために協

会ホームページ上にアンケート機能

を設けた。アンケートの結果は、今後

の調査研究事業に生かしていく。 

評定 B 評定  

＜評定に至った理由＞ 

定量的目標である調査結果の引

用・利活用の件数については目標初

年度実績を上回っているなど、目標

期間の所期の目標を達成する方向

で進捗しているものと認められる。

以下の実績を総合的に勘案し、「Ｂ」

と評価する。 

 

各年度において関係機関等にと

って最も関心が高いと思われる時

節に適したテーマを選定し、調査研
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領土や北方領

土問題の最新

動向を踏まえ、

関係機関等に

とって最も関

心の高いテー

マを選定して

調査研究を実

施する。各調査

研究成果につ

いては、積極的

に発信し、利活

用を促進する。 

向上を進める。 

北方領土や北方

領土問題の最新動

向を踏まえ、関係

機関等にとって最

も関心の高いテー

マを選定して調査

研究を実施する。

調査研究成果につ

いては、積極的に

発信しつつ利活用

を促進し、本中期

目標期間第３年度

までに、調査研究

結果を利活用した

者から調査研究内

容についての評価

を得る方策の導入

を図る。また、各年

度における調査研

究結果の引用・利

活用の件数を測定

し、その翌年度以

降、各年度におい

て最初の測定年度

以上の水準とする

よう努める。 

による資料の収集範

囲、分析方法、保管

方法、展示及び発信

方法の検討を行う。 

・北方領土や北方領

土問題の最新動向を

踏まえ、関係機関等

にとって最も関心の

高いテーマを選定し

て調査研究を実施す

る。 

・調査研究結果を利

活用した者から調査

研究内容についての

評価を得る方策の導

入の検討を行う。 

・調査研究結果の引

用・利活用の件数の

測定方法を検討し、

測定する。 

＜評価の視点＞ 

返還要求運動や協会

が関わるその他の啓

発活動を的確かつ効

果的に推進する調査

研究が実施されてい

るか。 

に関する意見交換会」を実施し、当時のロシア情勢並びに今

後の日露関係及び返還要求運動の課題等について意見交換を

行った。 

 北方領土や北方領土問題の最新動向を踏まえ、関係機関等

にとって最も関心の高いテーマを選定した調査研究として、

各年度、以下の研究事業を実施し、その結果を協会ホームペ

ージ上で公開した。 

 

【平成 30年度】 

テーマ：「北方領土問題返還要求運動の裾野の拡大」 

実施調査：「北方領土問題の啓発事業を展開するにあたって

参考となる事項の調査」 

概要： 

啓発事業において新規参加者の増加等の「裾野の拡大」を

図っていくに際して、参考となると思われる国や地方公共団

体等実施の 12事業を選定し比較対象調査を行った。 

その結果、以下５つの点を学びのポイントとしてまとめ、

今後の啓発活動の参考とした。 

① 事業のターゲットやテーマを絞り込むことで人々の興

味や関心を喚起しやすくなる。 

② 気軽に事業に関わることができるように参加のハード

ルを下げることがより多くの参加者の獲得につながる。 

③ 民間企業等と連携することでより広範な層の人たちへ

事業を周知させることにつながる。 

④ ＳＮＳ上での活動と現実での体験を結びつけることで

より高い理解度や共感を与えることにつながる。 

⑤ 事業に参加した者から知人等に対して情報発信をして

もらうことがより説得力のある周知につながる。 

 

【令和元年度】 

テーマ：「北方領土問題返還要求運動の裾野の拡大」 

実施調査：「北方領土問題に係る若年層への効果的な啓発の

施策検討に関する調査」 

概要： 

今後の返還要求運動の担い手となる若年層への効果的な啓

発方法の施策を検討するため、以下の方法、対象者、調査項

目で調査を行った。 

（方法）①インターネット調査 

    ②グループインタビュー調査 

（対象者）①日本国籍を有する 18～39 歳までの男女 800 名 

     ②日本国籍を有する首都圏在住の大学生６名及び

 また、各年度において関係機関等に

とって最も関心が高いと思われる時

節に適したテーマを選定し、調査研究

を実施するとともに、その結果を協会

ホームページで公開し、調査結果を参

考に翌年度の啓発活動に取り組んだ。 

協会は北方領土の現状や北方領土

問題の経緯などに関する情報・資料を

保有する機関として、北方領土関連の

貴重な資料の散逸・滅失を防ぐことを

目的に、令和２年度から３か年計画

で、「北方領土関連資料の調査、収集・

整備、活用事業」を実施し、北方領土

の戦前の古写真や江戸、明治、大正、

昭和初期の古地図等、計 540 点の資

料を令和３年度に収集した。これらの

収集資料は、事業最終年度である令和

４年度において、デジタルアーカイブ

として協会ホームページ上に公開す

るとともに、啓発施設において展示を

行うなど、広く国民一般に北方領土問

題について知ってもらうための啓発

資材として活用していく予定である。 

調査研究結果の引用・利活用数の測

定について、調査実施年度の翌年度を

測定期間として設けていることから、

令和２年度より比較検証が可能とな

った。各年度において、関係機関への

周知及び協会ＳＮＳにおける調査結

果の発信等の取組の結果、所定の目標

を達成することができた。 

 今後も関係機関への情報提供及び

協会ＳＮＳにおける発信を強化し、引

用・利活用件数の拡大に取り組んでい

く。 

究を実施するとともに、これまでの

調査研究結果を協会ホームページ

で公開し、利便性の向上を図ったと

認められる。 

これらの調査研究結果を利活用

した者からフィードバックを受け、

今後の事業展開の参考に資するた

めに協会ホームページ上にアンケ

ート機能を設けるなど、効果測定の

方法が設けられたと評価できる。 

 調査研究結果の引用・利活用の件

数については、調査結果の関係機関

への情報提供や、協会ＳＮＳを活用

した調査結果の発信により、各年度

において所期の目標を達成してい

るものと認められる。 

 

また、令和２年度からは３か年計

画で、「北方領土関連資料の調査、

収集・整備、活用事業」を実施し、

北方領土の戦前の古写真や江戸、

明治、大正、昭和初期の古地図等、

計 540 点の資料を令和３年度に収

集した。これらの収集資料は、事業

最終年度である令和４年度におい

て、デジタルアーカイブとして協会

ホームページ上に公開する等広く

国民一般に北方領土問題について

知ってもらうための啓発資材とし

て活用する予定であり、中期計画の

とおり事業を実施したものと認め

られる。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び

改善方策＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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就業者６名の計 12名の男女 

（調査項目）北方領土問題に対する関心度やイメージ 

      返還要求運動に対する関心度やイメージ 

      広報啓発活動に対する関心度やイメージ 

本調査の結果、若年層には以下の傾向があることが分かり、

翌年度以降の啓発事業を行う際の参考とした。 

① 北方領土問題を知ったきっかけとして「学校での授業」

が一番多く、学校教育が一定の効果を上げている。 

② ＳＮＳの使用頻度が高く、ＳＮＳを通じた情報収集及び

情報発信を日常的に行っている。 

③ ＳＮＳを用いた情報発信や署名活動など、手軽にできる

啓発活動が好まれる。 

④ 地域など、自分の身近なものとのつながりを意識してい

る。 

⑤ 元島民の生の声など、実際に話を聞きたいと考えてい

る。 

⑥ 返還要求運動に対しては、好意的に捉えている意見が大

多数を占めている一方で、やり方を変えるべきという意

見も一部ある。 

 

【令和２年度】 

テーマ：「教育現場での取組、課題、需要の実態」 

実施調査：「教育現場における北方領土教育に関する実態調

査」 

概要： 

令和元年度の調査結果において、北方領土問題への認識に

学校教育が深く関わっていることを受け、教育現場で行われ

ている取組や課題等の実態を把握するため、以下の調査を実

施した。 

（方 法）インターネット調査 

（対 象）全国の国公私立中学校（10,236 校）の社会科担当

主任級又は準ずる教員 

本調査の結果、以下のことが分かり、翌年度以降の啓発事

業を行う際の参考とした。 

① 北方領土教育の現場において、授業による基礎知識を学

ぶ機会が引き続き確保されること、北方領土返還要求運

動への取組を紹介することなどにより、運動をより身近

に感じてもらうことが必要。 

② 北方領土を自らの目や耳でよりリアルに感じられるこ

とが、関心や理解を高めることや自分ごと化に繋がるこ

とから、昨今、推進されている教育のデジタル化も踏ま
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え、新たな教材の開発や提供が必要。 

③ 多忙な教育現場であっても授業以外の場で取り組まれ

ている事例もあり、北方領土教育に少しでも多くの時間

が充てられることが望まれ、学習モデルや事例の発信、

各地域の自治体や教育委員会へのアプローチなど学習の

推進を奨励していくことが必要。 

④ 啓発事業や交流事業への参加が北方領土問題に触れる

機会となり、正しい理解や自分ごと化に繋がることから、

事業の周知や参加の呼び掛けなどの拡充が必要。 

 

○北方領土関連資料の調査、収集・整備、活用事業 

現在、元島民の高齢化が進み、年々減少していく中で戦前

の北方領土における生活及び引揚時の様子に関する実物資料

や 70年以上にわたる北方領土返還要求運動に係る資料は、時

の経過とともに散逸や滅失してしまう状況にある。こうした

資料は、北方領土が我が国固有の領土であることを証明する

非常に重要なものであることから、元島民が保有する実物資

料等の貴重な北方領土関連資料の散逸、滅失を防ぐため、

一元的に管理・活用することを目的とした「北方領土関連

資料の調査、収集・整備、活用事業」を令和２年度から３か

年計画で実施した。 

 初年度にあたる令和２年度は、資料収集業務に着手するた

めに必要な収集方法や諸規程をまとめた「企画案」を作成し、

当該「企画案」に基づき、令和３年度において、資料の収集方

法や分類等を行う上で必要な要綱を整備し、資料収集を実施

した。 

 資料の収集に際しては、歴史資料の取扱いについて知見を

有した外部専門家に助言を得られる体制を整備し、元島民や

国民一般からの資料の寄贈に関する問合せ等を受付ける「資

料収集窓口」を設置した。その上で、資料の収集範囲や寄贈手

続き等についてまとめたチラシを作成し、関係団体等を通じ

て幅広く資料の寄贈を呼び掛けた。 

 また、特定のテーマを設定して資料収集を行うことは今後

の活用のためには有益であるとの観点から、令和３年度は「北

方領土が掲載された地図資料」をテーマとして重点的に収集

を行った。 

その結果、北方領土の開拓時代の衣服や当時の北方領土の

景色や生活の様子を撮影した写真、元島民の証言集等、計 540

点の資料を収集した。令和４年度においては、収集した資料

をデジタルアーカイブとして協会ホームページ上へ公開する

とともに、協会啓発施設における展示や県民会議等の事業と
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併せた展示会の開催等、啓発資材の一つとして活用していく。

あわせて、引き続き貴重な資料の収集に取り組んでいく。 

 

○調査研究結果の引用・利活用 

今中期目標期間において、各年度における調査研究結果の

引用・利活用の件数を測定し、その翌年度以降、各年度におい

て最初の測定年度（平成 30 年度）以上の水準とすることとさ

れている。 

なお、調査研究結果の引用・利活用数の測定に際して、調査

実施年度の翌年度を測定期間として扱い測定を行っている。 

各年度において、調査結果を協会ＳＮＳ等で積極的に周知

した結果、所定の数値目標を達成した。引き続き、関係機関へ

の情報提供及び協会ＳＮＳにおける発信の強化に取り組んで

いく。 

【各年度の調査研究結果の引用・利活用数】 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

引

用

数 

０件 ３件 ３件 － － 

利

活

用

数 

195 件 408 件 266 件 － － 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－４ 元島民等の援護 

業務に関連する政策・施

策 

－ 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

－ 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

内閣府行政事業レビュー 

平成 30 年度：0164、令和元年度：0173、令和２年度：0180、令和３年度：0196 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度  Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

        予算額（千円） 293,496 289,714 294,507 318,790 322,598 

        決算額（千円） 264,905 271,778 169,340 181,793  

        経常費用（千円） 272,214 286,585 190,092 201,254  

        経常利益（千円） 29,091 17,276 124,293 138,826  

        行政サービス実施

コスト（千円） 

272,595 ― ― ―  

        行政コスト（千円） ― 304,199 190,092 201,254  

        従事人員数 2 人 2 人 3 人 3 人 3 人 

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 元島民等が置

かれている特殊

な事情に鑑み、元

島民等が行う返

還要求運動や資

料収集等の活動

について、より効

果的な実施のた

めの助言を含め

た支援を行う。 

北方四島への

いわゆる自由訪

問への支援につ

いて着実に実施

する。特に、航空

元島民等が置かれて

いる特殊な事情に鑑

み、元島民等が行う返

還要求運動や資料収集

等の活動について、そ

れぞれの活動がより効

果的に実施されるよ

う、助言を含めた支援

を行う。 

北方四島へのいわゆ

る自由訪問への支援に

ついて、外部要因によ

る中止等を除き、各年

度の計画に基づき、各

回、適切に実施する。特

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

＜その他の指標＞ 

・元島民等が行う返還

要求運動や資料収集等

の活動について、より

効果的な実施のための

助言を含めた支援が行

われたか。 

・自由訪問の支援を計

画に基づき適切に実施

したか。 

・訪問する元島民等に

対して事前研修を行っ

たか。 

＜主要な業務実績＞ 

元島民等に対し必要な援護を行うことを目的とし

て、千島連盟が行う返還要求運動、元島民後継者（以

下「後継者」という。）対策推進事業、戦前における

北方四島の生活実態及び引揚げの状況等に関する資

料等の収集及び保存活動、人道的見地から元島民及

びその家族等による四島への最大限に簡素化された

訪問（いわゆる自由訪問）に対して支援を行った。 

○元島民等が行う返還要求運動及び資料収集等の活

動に対する支援 

・北方地域元居住者研修・交流会 

ソ連の法的根拠のない占拠により北方領土からの

引揚げを余儀なくされた元島民は、北方領土の一日

も早い返還を願っている。この願いが全国民的な返

還要求運動の原点であり、元島民自身も返還要求運

＜自己評価＞ 

元島民等の援護等 Ｂ 

①元島民等が行う返還要求

運動及び資料収集等の活動

に対する支援について  

  元島民に対する援護事業

として千島連盟が実施する

各種事業に対して助言を含

めた支援を実施した。令和

２年度以降は新型コロナウ

イルス感染症の影響によ

り、事業の中止や規模縮小

を余儀なくされたが、オン

ライン会議システムの活用

等、新型コロナウイルス感

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

新型コロナウイルス感染症拡大の

影響という予測し難い外部要因によ

り、一部の事業については、結果的に

困難度の高い業務となった。令和２年

度以降、事業の中止を余儀なくされた

ものがあったなか、協会の自主的な努

力や今後の業績改善に向けた取組が

行われたことが認められる。以下の実

績を総合的に勘案し、「Ｂ」と評価す

る。 

 

【元島民等が行う返還要求運動及び

資料収集等の活動に対する支援】 
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機による特別墓

参など、その時々

の日露関係の変

化等に応じた内

閣府等からの方

針に基づき、体制

の整備も含め、機

動的かつ適切に

対応する。 

に、航空機による特別

墓参など、その時々の

日露関係の変化等に応

じた内閣府等からの方

針に基づき、体制の整

備も含め、機動的かつ

適切に対応する。 

・航空機による特別墓

参について、内閣府等

からの方針に基づき、

適切に対応したか。 

＜評価の視点＞ 

元島民の行う活動や自

由訪問の支援、航空機

による特別墓参の業務

の遂行が適切に行われ

ているか。 

動の担い手として、重要な役割を果たしていること

に鑑み、元島民の連携強化及び元島民としての自ら

の役割を再確認するための研修・交流会を実施して

いる。 

 平成 30年度及び令和元年度においては、台風によ

る中止を除き、当初計画していたとおり研修・交流

会を実施した。令和２年度及び令和３年においては、

新型コロナウイルス感染症の拡大により、参加者が

高齢であることも踏まえ、予定していた研修交流会

は全て中止せざるを得なかった。 

 

・署名活動に対する支援 

 千島連盟が行う北方領土返還要求署名活動及び全

国で収集された署名の編さん、管理業務に対する支

援を行った。千島連盟及び各支部において、元島民

及び後継者等が中心となり各地域のイベント等に合

わせて署名活動を実施した。新型コロナウイルス感

染症以前は２月の北方領土返還運動強調月間中に開

催される「さっぽろ雪まつり」会場において署名活

動を行っていたが、新型コロナウイルス感染症拡大

後は感染予防措置をとりながら署名を収集した。 

 各年度の収取署名数は以下のとおり。 

 収集署名数 

平成 30 年度 918,930 名 

令和元年度 688,892 名 

令和２年度 629,059 名 

令和３年度 625,026 名 

令和４年度 ― 

 

・千島連盟及び各支部の行う返還運動への支援 

千島連盟の広報紙「『返せわれらが故郷』－歯舞・

色丹・国後・択捉－」を年間３回発行し、連盟会員、

行政機関、関係団体等へ配付する事業に対して支援

を行った。 

また、北方領土への関心や理解を広めるため、千

島連盟及び各支部（15 支部）が実施した一般市民等

を対象とした啓発活動や研修会等の事業に対して支

援を行った。平成 30 年度は、当初計画していた 28

事業全てを実施することができ、支援を行うことが

できたが、令和元年度以降は新型コロナウイルス感

染拡大防止策を講じた上で

着実に事業が実施できるよ

うに支援を行った。 

元島民等の相互連携を一

層強化するため「北方地域

元居住者研修・交流会」を開

催しており、平成 30年度及

び令和元年度においては、

台風による中止を除き、当

初の計画とおり事業を実施

した。令和２年度及び令和

３年度においては新型コロ

ナウイルス感染症の影響及

び参加者が高齢であること

を踏まえ、中止せざるを得

なかった。 

また、署名活動や千島連

盟及び各支部が実施した各

種啓発活動等に対して支援

を行ったほか、元島民の高

齢化に鑑み、元島民の想い

を今後の返還運動の中心と

なる後継者につなげるた

め、千島連盟が実施した後

継者対策推進事業に対して

支援を行った。元島民の返

還への願いや返還運動の後

継者育成を図ることは今後

の返還運動の推進に当たり

重要な課題であり、引き続

き、後継者育成につながる

取組を支援していく。 

これらの事業の実施に際

して、元島民等の高齢化が

進む現状において、オンラ

インによる事業の実施が難

しい面もあるが、新型コロ

ナウイルス感染症の影響が

続いている現状に鑑み、引

き続き元島民等の方々の身

体的負担を考慮しつつ効果

元島民に対する援護事業として千

島連盟が実施する各種事業に対して

助言を含めた支援を実施している。

参加者が新型コロナウイルス感染症

の感染リスクが高い高齢者であるこ

とに鑑み、「北方地域元居住者研修・

交流会」は令和２年度及び令和３年

度においては中止となったが、署名

活動や千島連盟及び各支部が実施し

た各種啓発活動並びに後継者育成事

業である「後継者活動促進全国セミ

ナー」等に対して支援を行ったこと

が認められる。 

元島民の資料・証言等の整備保存

事業については、元島民のインタビ

ューを編集可能素材とするデジタル

化しＨＰで公開する事業や北方地域

の元居住者が保有している資料等の

収集事業に対して支援を行ったこと

が認められる。 

 

【自由訪問に対する支援等】 

千島連盟を実施主体とした自由訪

問に対して支援を行っており、平成

30 年度及び令和元年度において、各

年度、計７回の訪問を計画し、悪天候

による日程変更を除いて、当初の計画

とおり事業を実施した。 

令和２年度及び令和３年度は新型

コロナウイルス感染症の影響により、

自由訪問７回の計画が全て中止とな

ったが、訪問できなかった対象地の現

状について資料としてまとめ、会員及

び関係団体に配布するなど代替的措

置を講じ、支援が行われたことが認め

られる。 

また、航空機による特別墓参につい

ては、平成 30 年度及び令和元年度に

おいて、高齢化の進む元島民の方の負

担を更に軽減するため、１泊２日の日

程で中標津空港から国後島及び択捉
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染症の影響で一部の事業の中止や規模縮小を余儀な

くされた。 

そのため、令和元年度においては 25 事業（当初実

施予定 27事業）、令和２年度においては 20事業（当

初実施予定 29事業）、令和３年度においては 24事業

（当初実施予定 29事業）に対して支援を行った。 

さらに、北方領土に対する望郷の想いや四島での

貴重な体験談を広く語り伝える「語り部事業」への

支援も行った。平成 30年度及び令和元年度において

は、各年度、道外を含む７か所で実施した事業に対

して支援を行った。令和２年度以降は新型コロナウ

イルス感染症の影響により、開催回数が減少し、令

和２年度は１か所、令和３年度は４か所の開催とな

った。 

 

・元島民後継者の活動への支援 

北方領土が法的根拠なく占拠されてから 70 年以

上が経過し、終戦時に住んでいた約 17,000 人の元島

民の半数以上の方々が望郷の念を抱きつつ亡くなら

れている中で、北方領土返還運動は今後の担い手と

なる後継者が重要な存在となっている。 

北方領土返還運動の推進に向け、後継者の育成が

必要であることに鑑み、千島連盟が実施する後継者

育成事業に対して支援を行った。 

平成 30 年度及び令和元年度においては、当初の計

画とおり、各年度において、７事業及び６事業に対

して支援を行った。令和２年度においては新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、当初予定していた

５事業のうち３事業は中止を余儀なくされたが、残

り２事業に対して支援を実施した。令和３年度も、

長引く新型コロナウイルス感染症の影響により４事

業の実施を計画していたが、結果として２事業の実

施となり、それらの事業に対して支援を行った。 

 

・元島民の資料・証言等の整備保存 

戦後 70 年以上が経過し、元島民の高齢化が進んで

いることを踏まえ、千島連盟において、北方領土関

連資料や元島民のインタビュー等の整備保存事業を

実施している。 

平成 30 年度には、北方領土における日本人墓地の

状況や移動経路の概況調査の実施及び元島民の保有

的、効率的な事業の実施に

向けた支援を行っていく。 

元島民の高齢化が進んで

いることを踏まえ、元島民

の資料・証言等を整備保存

するための事業として、千

島連盟が、元島民のインタ

ビューを編集可能素材とし

てデジタル化しホームペー

ジ上で公開する事業や元島

民が保有している写真等の

収集整理をする事業等に対

して支援を行った。当時の

北方領土の暮らしぶりや様

子を次世代に伝えていくこ

とは北方領土返還に向けた

機運醸成のための重要な要

素の一つであり、令和４年

度においても引き続き、元

島民の返還要求運動に関す

る取組の支援に取り組んで

いく。 

 

②自由訪問に対する支援等 

千島連盟を実施主体とし

た自由訪問に対して支援を

行っており、平成 30年度及

び令和元年度において、各

年度、計７回の訪問を計画

し、悪天候による日程変更

を除いて、当初の計画とお

り事業を実施した。令和２

年度及び令和３年度は、そ

れぞれ、７回の訪問を計画

していたが、新型コロナウ

イルス感染症の影響に鑑

み、中止を余儀なくされた。

代替事業として、令和２年

度は、訪問できなかった対

象地の現状を資料としてま

とめ、訪問事業参加予定者

島への訪問を計画し予定とおり実行

した。令和２年度及び令和３年度は、

新型コロナウイルス感染症の影響に

より中止となったが、令和２年度に

は、２日間（計５回、総参加者 87 名）

に渡り実施された航空機による上空

からの北方領土慰霊に対して支援を

行う等代替的な支援が行われたと認

められる。 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改

善方策＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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している写真等を基に啓発用パネルを作成した。令

和元年度においては、過去に千島連盟が作成した元

島民の体験談集の電子書籍化や元島民のインタビュ

ーをデジタル化し、オンラインストレージを使い共

有化する事業を実施するとともに元島民の所有する

写真等の資料を収集した。令和２年度は、元年度に

引き続き、元島民のインタビューのデジタル化を行

うとともに元島民の保有している写真等の資料収集

を行った。あわせて収集した一部の写真をカラー加

工し、啓発用パネルを作成した。令和３年度におい

ても、引き続き、元島民のインタビュー等のデジタ

ル化及び元島民の保有する写真等の収集を行った。 

これらの事業に対して支援を行った。 

 

○自由訪問に対する支援等 

・自由訪問に対する支援 

千島連盟を実施主体として、元島民及びその家族

を対象とした最大限簡素化された、いわゆる自由訪

問を行っている。平成 30年度及び令和元年度におい

ては、それぞれ計７回の実施を計画し、悪天候によ

る日程変更等を除き、計画とおり事業を実施した。

事業終了後には、事業の実施概要、訪問団員の手記、

訪問地の地図等の記録をまとめた報告書を作成し、

千島連盟の各支部に配布した。また、本報告書は次

年度以降の事業実施に際しての参考資料として活用

している。 

各年度の実績は以下のとおり。 

【平成 30年度】合計７回、計 339 名参加 

（第１回） 

実施月日：平成 30年５月 11 日（金）～14日（月） 

訪問場所：色丹島（能登呂、キリトウシ、相見崎） 

参加者：60 名 

（第２回） 

実施月日：平成 30年６月６日（水）～９日（土） 

訪問場所：択捉島（入里節、十五夜萌） 

参加者：40 名 

（第３回） 

実施月日：平成 30年６月 22 日（金）～25日（月） 

訪問場所：択捉島（トマカラウス、グヤ） 

参加者：41 名 

（第４回） 

及び関係機関に配布を行っ

た。令和３年度は、過去の自

由訪問の様子を撮影した写

真をまとめた写真集を作成

し、会員及び関係団体に配

布した。 

航空機を利用した墓参を

中心とする自由訪問（いわ

ゆる航空機による特別墓

参）については、平成 28年

12月に行われた日露首脳会

談の合意に基づき、平成 29

年度に初の航空機による特

別墓参が日露間で合意さ

れ、協会が実施主体となり、

元島民の高齢化に配慮し日

帰りの日程で中標津空港か

ら国後島及び択捉島への訪

問を計画し、濃霧により１

泊２日の日程に変更になっ

たことを除き、計画とおり

実施した。これに続き、平成

30年度及び令和元年度にお

いて、高齢化の進む元島民

の方の負担を更に軽減する

ため、１泊２日の日程で中

標津空港から国後島及び択

捉島への訪問を計画し予定

とおり実行した。それぞれ

の年度において、航空機墓

参実施の前日に結団式及び

事業の説明会を実施し、事

業の趣旨等に関する参加者

の理解促進に取り組んだ。 

令和２年度及び令和３年

度も、元島民の負担軽減の

ため、航空機による墓参を

中心とした自由訪問を計画

していたが、新型コロナウ

イルス感染症の影響により

中止せざるを得なかった。
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実施月日：平成 30年７月 13 日（金）～16日（月） 

訪問場所：歯舞群島 志発島（カフェノツ） 

参加者：57 名 

（第５回） 

実施月日：平成 30年８月３日（金）～６日（土） 

訪問場所：択捉島（シヤスリ、蘂取） 

参加者：57 名 

（第６回） 

実施月日：平成 30年８月 13 日（月）～16日（木） 

訪問場所：国後島（ポンキナシリ、中ノ古丹） 

参加者：44 名 

（第７回） 

実施月日：平成 30 年８月 31 日（金）～９月３日

（月） 

訪問場所：択捉島（ウエンバフコツ、内保） 

参加者：40 名 

 

【令和元年度】合計７回、計 367 名参加 

（第１回） 

実施月日：令和元年５月 17 日（金）～20日（月） 

訪問場所：択捉島（トマカラウス、グヤ、十五夜萌） 

参加者：55 名 

（第２回） 

実施月日：令和元年５月 31 日（金）～６月３日（月） 

訪問場所：国後島（東沸、中ノ古丹） 

参加者：39 名 

（第３回） 

実施月日：令和元年６月 21 日（金）～24日（月） 

訪問場所：国後島（植沖、植内、ラシコマンベツ） 

参加者：49 名 

（第４回） 

実施月日：令和元年７月 12 日（金）～15日（月） 

訪問場所：色丹島（斜古丹・クリル人墓地、アナマ、

稲茂尻、チボイ） 

参加者：58 名 

（第５回） 

実施月日：令和元年８月２日（金）～５日（土） 

訪問場所：国後島（白糠泊、礼文磯、乳呑路） 

参加者：57 名 

（第６回） 

実施月日：令和元年８月 30 日（金）～９月２日（月） 

このような状況の中、令和

２年度には、元島民の故郷

を訪問したいとの思いに応

えるため２日間（計５回、総

参加者 87名）に渡り実施さ

れた航空機による上空から

の北方領土慰霊に対して支

援を行った。 

自由訪問及び航空機墓参

について、ロシアによるウ

クライナ侵略を受け、今後

の事業の展望が見通せない

状況にある。協会としては、

関係府省と緊密に連携し今

後の日露関係をめぐる情勢

の変化に適切に対応してい

く。 
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訪問場所：歯舞群島 勇留島（トコマ）、志発島（西

浦泊） 

参加者：61 名 

（第７回） 

実施月日：令和元年９月 20 日（金）～23日（月） 

訪問場所：国後島（古丹消、ハッチャス、泊） 

参加者：48 名 

 

 令和２年度及び令和３年度においては、それぞれ

計７回の訪問を計画したが、新型コロナウイルス感

染症の影響により、中止を余儀なくされた。 

 このような事業が実施できない状況下において、

令和２年度は、訪問できなかった対象地の現状をま

とめた資料「ふるさとの姿」を作成し、訪問事業参加

予定者（398 名）及び関係機関へ配布した。令和３年

度においては、過去の自由訪問の際に撮影した写真

を写真集としてまとめ会員及び関係機関に配布し

た。 

ロシアによるウクライナ侵略を受け、今後の自由

訪問の展望は見通すことができない状況となった

が、協会としては、関係府省と緊密に連携した上で、

日露情勢をめぐる状況の変化に適切に対応してい

く。 

 

・航空機を利用した墓参を中心とする自由訪問（い

わゆる航空機による特別墓参） 

平成 28 年 12 月、山口、東京で行われた日露首脳

会談において、元島民の方々が自由に墓参・故郷訪

問したいとの切実な願いを叶えるため、人道上の理

由に立脚して、あり得べき案を迅速に検討すること

で合意した。 

その後の外交交渉の結果、平成 29年に初めての航

空機による特別墓参が日露間で合意され、協会が実

施主体となり、中標津空港から国後島及び択捉島へ

の日帰り訪問を計画し実行した（実際の日程は濃霧

により１泊２日となった）。 

平成 30 年度及び令和元年度においては、高齢化の

進む元島民の方の負担を更に軽減するため、１泊２

日の日程で中標津空港から国後島及び択捉島への訪

問を計画し予定とおり実行した。それぞれの年度に

おいて、航空機墓参実施の前日に結団式及び事業の
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説明会を実施し、事業の趣旨等に関する参加者の理

解促進に取り組んだ。 

各年度の実績は以下のとおり。 

【平成 30年度】合計１回、計 70 名参加 

実施月日：平成 30年７月 21 日（土）～22日（日） 

※７月 20日（金）に結団式・説明会を実施。 

訪問場所：国後島（近布内墓地、古釜布墓地） 

     択捉島（紗那墓地） 

参加者：70 人 

【令和元年度】合計１回、計 67 名参加 

実施月日：令和元年８月 10 日（土）～11日（日） 

※８月９日（金）に結団式・説明会を実施。 

訪問場所：国後島（泊墓地） 

     択捉島（留別墓地、ポンヤリ墓地） 

参加者：67 人 

令和２年度及び令和３年度は、元島民の負担軽減

のため、航空機による墓参を中心とした自由訪問を

計画していたが、新型コロナウイルス感染症の影響

により中止せざるを得なかった。自由訪問と同様に、

ロシアによるウクライナ侵略を受け、本事業につい

ても今後の展望は見通すことができない状況になっ

たが、協会としては、関係府省と緊密に連携し今後

の日露情勢をめぐる情勢の変化に適切に対応してい

く。 

 

・航空機による上空からの北方領土慰霊 

 令和２年度において、新型コロナウイルス感染症

の影響により、自由訪問及び航空機墓参を中止とせ

ざるを得ない状況となった中、元島民の故郷を訪問

したいとの思いに応えるため、北海道庁及び千島連

盟の共催により、令和２年 10月 21 日（水）及び 25

日（日）の２日間（計５回、総参加者 87 名）に渡り、

航空機による上空からの北方領土慰霊を実施した。

協会として、本事業に参加した元島民に対して支援

を行った。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ―（５） 北方地域旧漁業権者等への融資 
関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 

北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 

独立行政法人北方領土問題対策協会法第 11 条 
当該項目の重要度、困難

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
 

Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度  Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

リスク管理

債権比率 
全国預金取扱金融機

関の平均比率以下に

抑制。 

平成 30 年度：2.44％ 

令和元年度：2.20％ 

令和２年度：2.11％ 

令和３年度：2.01％ 

令和４年度：2.06％ 

2.04％ 2.05％ 1.80％ 

 
 1.91%  予算額（千円） 82,678 84,507 79,885  

 

 

 

75,328 70,943 

融資の相談

等の件数 

 

融資の相談等の件数を前

中期目標期間最終年度相

談件数（464 件）以上とす

る。 

464 件 578 件 518 件 365 件  497 件  決算額（千円） 60,455 49,068 42,900 35,480  

説明会、相談

会の回数 
10 回以上。 10 回 12 回 13 回 １回    ３回  経常費用（千円） 50,519 45,704 39,241 34,681  

        経常利益（千円） 0 0 0 0  
        行政サービス実施

コスト（千円） 
116,026 ― ― ―  

        行政コスト（千円） ― 200,726 141,910 139,047  
        従事人員数 3 人 3 人 3 人      3 人 3 人 

注１）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注２）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 北方地域旧漁業 北方地域旧漁業権者 ＜主な定量的指標＞ ＜主要な業務実績＞ ＜自己評価＞ 評定 B 評定  
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権者等に対する特

別措置に関する法

律（昭和 36 年法

律第 162 号）に基

づき、融資事業を

適切に行う。その

際、北方地域旧漁

業権者等が置かれ

ている特殊な地位

等に鑑み、親身に

なってきめ細かな

相談やサービスを

行う。 

 融資メニュー

については、社会

情勢や利用者ニー

ズを適切に踏ま

え、必要に応じ、見

直しを行う。 

また、関係金融

機関との連携を強

化し、制度利用の

活性化・円滑化を

進める。 

等に対する特別措置に

関する法律（昭和 36 

年法律第 162 号）に基

づき、融資事業を適切

に行う。その際、北方地

域旧漁業権者等が置か

れている特殊な地位等

に鑑み、親身になって

融資に係るきめ細かな

相談やサービスを行

い、個別の融資対象者

の事業の経営と生活の

安定に向けた相談等の

件数を前中期目標期間

最終年度比増となるよ

う努める。 

 関係金融機関との

連携を強化し、制度利

用の活性化・円滑化を

進める。 

融資メニューについ

ては、社会情勢や利用

者ニーズを適切に踏ま

え、必要に応じ、見直し

を行う。 

・融資の相談等の件数を前

中期目標期間最終年度相

談件数以上とする。 

・融資説明会や融資相談会

を 10 回以上行ったか。 

・リスク管理債権比率を全

国預金取扱金融機関の元

年度末平均比率 2.01％以

下に抑制しているか。 

＜その他の指標＞ 

・融資対象者や承継手続き

ができる可能性が高い世

帯へダイレクトメールや

協会ホームページ等の各

種媒体や手段で融資事業

の内容等周知したか。 

・融資相談会は休日の開催

も行ったか。 

・融資メニューの見直しに

向けて取り組んでいるか。 

＜評価の視点＞ 

・融資対象者による適切な

融資制度利用が図られて

いるか。 

・借入者の返済能力等を勘

案しつつ審査を行ってい

るか。 

・信用リスクの管理が適切

に行われているか。 

○相談件数の増加 

第４期中期計画において、北方地域旧漁業権者等

が置かれている特殊な地位等に鑑み、親身になって

融資に係るきめ細かな相談やサービスを行うことと

しており、借入資格者へのダイレクトメール等によ

る融資制度の利用案内や関係団体の会合等における

説明会の開催等を通して、借入資格対象者の方に寄

り添った対応を心掛けた結果、相談件数の数値目標

については概ね所定の数値目標を達成することが出

来た。 

令和２年度以降は、新型コロナウイルス感染症対

策として根室連絡所の融資相談室へ導入したパソコ

ンや通信機器により、オンラインによる相談会を開

催した。令和２年度は関係機関を対象にした融資説

明会等の中止により、目標の相談件数には及ばなか

ったが、令和３年度は既存のデータを基に対象を絞

った借入ニーズを喚起するダイレクトメールを増や

したほか、発送後にフォローコールを行うなど新た

な取組を実施したことで、目標の相談件数を達成す

ることができた。今後も、借入資格対象者に寄り添っ

た対応を心掛けて、事業に取り組んでいく。 

 

・融資相談等の件数（目標件数：464 件） 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

578 件 518 件 365 件 

令和３年度 令和４年度 

497 件 － 

 

・ダイレクトメール実施状況 

 実施回数 人数 

平成 30 年度 ４回 19,876 名 

令和元年度 ６回 16,559 名 

令和２年度 ５回 11,096 名 

令和３年度 ９回 12,746 名 

令和４年度 － － 

対象者：法対象者、借入資格承継者等 

 

○融資説明会及び融資相談会の実施 

 融資内容等の周知や要望等の聴取を目的とした融

資説明会及び新規借入や借入資格の承継手続き等に

北方地域旧漁業権者等に対する融資

事業 Ｂ 

①相談件数の増加 

 北方地域旧漁業権者等が置かれて

いる特殊な地位等に鑑み、親身になっ

て融資に係るきめ細かな相談やサー

ビスを行った。その結果、相談件数の

数値目標について、概ね達成すること

が出来た。新型コロナウイルス感染症

が拡大した令和２年度においては、千

島連盟の支部総会開催時に開催の融

資説明会等が支部総会の中止等を受

け実施できなくなったことなどから、

相談件数が目標値に届かなかったが、

オンライン会議システムを活用した

相談対応を行う等、借入者に寄り添っ

たサービスの提供に努めた。令和３年

度は、依然として新型コロナウイルス

感染症の影響から説明会の開催が制

限されたが、既存のデータを基に対象

を絞った借入ニーズを喚起するダイ

レクトメールを増やしたほか、発送後

のフォローコールを行うなどで、融資

制度や借入資格承継制度等について

の理解促進に努め相談件数目標を達

成することができた。令和４年度にお

いても、オンラインの活用等、借入資

格対象者に寄り添った事業の実施に

努めていく。 

 

②融資説明会及び相談会の実施 

融資説明会については、千島連盟主

催の各地区支部総会における併催を

企画していた。また、融資相談会につ

いては、借入資格者が多く住む根室市

において、これまで平日開催していた

ものを休日も含めて開催する計画と

していた。 

 令和２年度以降においては新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、ほ

ぼ全ての融資説明会の開催を断念せ

＜評定に至った理由＞ 
令和２年度以降、長引く新型

コロナウイルス感染症拡大の

影響という予測し難い外部要

因から、融資説明会が中止とな

り、結果的に当該事業の困難度

は高いものとなったが、協会の

自主的な努力や業績改善の取

組が行われたことから、所期の

目標をおおむね達成する方向

で進捗しているものと認めら

れる。以下の実績を総合的に勘

案し、「Ｂ」と評価する。 

相談件数の増加については、

借入資格者に対して、ダイレク

トメール等による案内や関係

団体の会合等で説明会の開催

に取組んだ。数値目標について

は、新型コロナウイルス感染症

が拡大した令和２年度は、関係

団体の会合が中止となったた

め目標値には達しなかったが、

令和３年度は、対象者を絞った

借入ニーズの喚起を行い、目標

を達成したことは評価できる。 

融資説明会及び相談会の実

施については、令和２年度及び

令和３年度においては新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影

響を受けて、オンラインによる

融資相談会を除いて、ほぼ全て

の融資説明会が中止となった

ため、目標達成には至らなかっ

たが、それ以外の年度において

は所定の数値目標を達成して

いる。対面での融資説明会は開

催できなかったものの、オンラ

インを活用した融資相談会を

開催するなど、コロナ禍におい

ても借入資格者に寄り添った

対応は、評価できる。 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
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関する個別相談に応じる融資相談会を開催してい

る。これらの会は、借入資格者に寄り添うため、元島

民の団体である千島連盟の各地区支部総会と併せて

開催を行うとともに、相談会については、平日に参加

できない方も相談に来ることが出来るように休日に

も開催している。 

 令和２年度と令和３年度においては新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響を受けて、オンラインによ

る融資相談会を除いて、ほぼ全ての融資説明会が中

止となったため、目標達成には至らなかったが、それ

以外の年度においては所定の数値目標を達成した。

令和４年度においてもオンラインを活用した相談を

継続して受け付けるとともに、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止に留意した上で融資制度の周

知に取り組んでいく。 

 

・融資説明会・相談会の回数（目標件数：10 件） 

 実施回数 参加人数 相談件数 

平成 30 年度 12 回 432 名 37 件 

令和元年度 13 回 519 名 27 件 

令和２年度 １回（オ

ンライン

相談会の

み） 

８名 12 件 

令和３年度 ３回（う

ちオンラ

イン相談

会１回） 

61 名 ８件 

令和４年度 － － － 

 

 ○借入資格承継に係る相談の促進 

 平成31年４月より協会融資の借入資格承継制度に

関する法令が一部改正となったことから、承継資格

対象者に対して改正内容を周知するためのダイレク

トメールの発送等により、借入資格承継者の拡大に

取り組んでいる。引き続き、借入資格承継者の拡大に

取り組んでいく。 

【生前承継の実績】 

第４期中期目標期間（H30 年度～現在）110 名 

【死後承継の実績】 

ざるを得なかったため、所定の数値目

標を達成することが出来なかったが、

融資相談会については根室連絡所に

設置したパソコンを通じてオンライ

ンで開催することにより、コロナ禍に

おいても借入資格者に寄り添った対

応が出来るように努めた。令和４年度

は、オンラインを活用した相談受付を

継続するとともに、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大防止に留意しな

がら、融資制度の周知に取り組んでい

く。 

 

③関係金融機関との連携強化につい

て 

 漁業協同組合担当者会議や関係機

関実務担当者会議を開催し、融資制度

の内容や関連する法令の改正等の説

明を通じて、関係機関の窓口担当者と

の情報交換及び連携強化に取り組ん

だ。 

 新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止の観点から、令和２年度と令

和３年度はこれらの会議の書面開催

を余儀なくされたが、会議資料を郵送

し承継や融資に関する変更事項等の

通知を行うとともにオンラインによ

る融資相談会開催に際して根室管内

８漁業協同組合に開催告知を送付し、

所属組合員への周知に協力してもら

う等連携の維持に努めた。令和４年度

においても、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大防止に留意しながら、関

係機関との連携強化に取り組んでい

く。 

 

④利用者ニーズの把握等について 

 各種説明会等において聴取した

利用者ニーズ等を踏まえ、令和元年

度においては、融資メニューの見直

しを行うこととし、設定当初の一定

関係金融機関との連携につ

いては、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止の観点か

ら、令和２年度及び令和３年度

は、計画していた担当者会議が

書面開催となったが、会議資料

を郵送し承継や融資に関する

変更事項等の通知を行うとと

もにオンラインによる融資相

談会の開催にあたり、関係する

漁業協同組合に開催の周知を

依頼し、呼びかけをしてもらっ

たことは評価できる。 
利用者ニーズの把握等につ

いては、各種説明会等において

聴取した利用者ニーズ等を踏

まえ、令和元年度においては、

一定の使命を終えた更生資金

の廃止及び生活資金の貸付条

件の拡充など融資メニューの

見直しを行っている。また、令

和２年度においては、新型コロ

ナウイルス感染症のような感

染症の流行に対しても既存貸

付の条件変更が行えるような

見直しや貸付対象物件の火災

保険請求権に対する質権設定

基準の見直しを行い、利用者の

負担軽減につながる内部規程

の改正を行うなど、利用者のニ

ーズの把握に努めていること

は評価できる。 

融資事業の適切な維持・継続

については、借入資格の承継や

融資利用において親身な事前

相談及び的確な審査に努め、リ

スク管理債権については、定期

的な督促励行や関係金融機関

との情報連携を図ることによ

り低減に努めた結果、事業年度

毎の所定の数値目標を達成し
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第４期中期目標期間（H30 年度～現在） 30 名 

 

 ○関係金融機関との連携強化 

 漁協や関係機関の実務担当者を対象に、協会融資

制度や融資制度に係る最近の関係法令の改正等の説

明を行うことにより、関係金融機関との情報交換や

担当窓口との連携強化を図った。令和２年度と令和

３年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

の観点から書面開催としたが、会議で使用予定の資

料を関係機関に郵送し承継や融資に関する変更事項

等の通知を行うとともにオンラインによる融資相談

会開催に際して根室管内８漁業協同組合に協会で作

成した開催告知を送付し、所属組合員への周知に協

力してもらう等、コロナ禍でも変わらぬ関係性を保

てるように努めた。今年度においても、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大防止に留意しながら、関係

機関との連携強化に取り組んでいく。 

 

 ○利用者ニーズの把握等 

 各種説明会や相談会に加えて関係機関実務担当者

会議や千島連盟支部長・啓発推進員に対する融資業

務研修会において、融資制度利用者のニーズの把握

に取り組んだ。 

 聴取した利用者ニーズ等を踏まえ、令和元年度に

おいては、融資メニューの見直しを実施し、設定当初

の一定の使命を終えた更生資金の廃止及び生活資金

の貸付条件の拡充を行った。その結果、当該資金の平

成 30年度の取扱件数は２件であったが、令和元年度

においては９件へと増加した。 

 令和２年度においては、新型コロナウイルス感染

症のような感染症の流行に対しても、既存貸付の条

件変更が行えるような見直しや貸付対象物件の火災

保険請求権に対する質権設定基準の見直しを行い、

利用者の負担軽減につながる内部規程の改正を行っ

た。 

 令和４年度においては、令和３年度に聞き取った

ニーズも含め、借入資格者の希望に沿った融資制度

の運営が出来るよう検討を進めていく。 

 

 ○融資事業の適切な維持・管理 

融資事業の適切な維持・継続のために、融資資

の使命を終えた更生資金の廃止及

び生活資金の貸付条件の拡充を行

った。その結果、当該資金の平成 30

年度の取扱件数は２件であったが、

令和元年度においては９件へと増

加した。 

令和２年度においては、新型コロ

ナウイルス感染症のような感染症

の流行に対しても既存貸付の条件

変更が行えるような見直しや貸付

対象物件の火災保険請求権に対す

る質権設定基準の見直しを行い、利

用者の負担軽減につながる内部規

程の改正を行った。 

 令和４年度においては、令和３年

度に聞き取ったニーズも含め、借入

資格者の希望に少しでも沿った融

資制度の運営が出来るよう検討を

進めていく。 

 

⑤融資事業の適切な維持・継続 

融資事業の適切な維持・継続のた

めに、融資資格の承継や融資利用に

おいて親身な事前相談及び的確な

審査に努め、リスク管理債権につい

ては定期的な督促励行や関係金融

機関との情報連携を図ることによ

り低減に努めた結果、事業年度毎の

所定の数値目標を達成した。 

令和２年度以降は新型コロナウイ

ルス感染症の影響による業績低下や

北海道東部地域の漁業不振及び借入

資格者が高齢化している中、融資事業

の根拠法令の趣旨も考慮しながら、債

権保全に留意しつつ極力借入資格者

の要望に沿った貸付を行えるよう審

査を行っている。 

今後も借入資格者に可能な限り寄

り添った融資を心掛け、適切に事業を

実施していく。 

 

ており、債権管理が適切に行わ

れていると認められる。 

 

 
＜今後の課題＞ 
融資説明会・相談会について

は、感染対策を十分にとった上

での開催やオンラインを活用し

た実施など相談の機会を検討し

ていく必要がある。 

また、各方面への情報収集や

関係機関との連携を通じて利用

者ニーズの把握に努めていく必

要がある。 

 
＜その他事項＞ 
特になし。 
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格の承継や融資利用において親身な事前相談及び

的確な審査に努め、リスク管理債権については定

期的な督促励行や関係金融機関との情報連携を図

ることにより低減に努めた結果、事業年度毎の所

定の数値目標を達成した。 

令和２年度以降は新型コロナウイルス感染症の影

響による業績低下や北海道東部地域の漁業不振及び

借入資格者の高齢化が進展している中、融資事業の

根拠法令の趣旨も考慮しながら、債権保全に留意し

つつ極力借入資格者の要望に沿った貸付を行えるよ

う審査を行っている。今後も適切な融資事業の運用

に努めていく。 

・リスク管理債権比率 

 目標値 実績 

平成 30 年度 2.44％ 2.04％ 

令和元年度 2.20％ 2.05％ 

令和２年度 2.11％ 1.80％ 

令和３年度 2.01％ 1.91％ 

令和４年度 2.06％ － 

 

○法人資金の停止 

法人資金については、平成 20年度以降、取扱いを

停止している。 

 

⑥法人資金の停止 

法人資金については、平成 20 年度

以降、取扱いを停止している。 

 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－１ 業務の見直し 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

－ 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 本中期目標期間初

年度において、理事長

がリーダーシップを

発揮し、国民世論の啓

発を中心に、事業の有

効性や費用対効果の

検証を行う。検証結果

に基づき、既存事業の

廃止や新規事業の創

設、職員の関与の合理

化を含む改善・効率化

を徹底的に行う。な

お、本中期目標が設定

している指標等にお

いて行うこととして

いる業務も含めて見

直しを行うこととし、

見直しの結果に基づ

き、必要に応じ、指標

の修正等を行う。 

また、各事業のＰＤ

ＣＡサイクルを毎年

度実効的に機能させ

ていく。 

本中期目標期間

初年度において、

国民世論の啓発を

中心に、中期目標

の指標等において

行うこととされて

いる業務も含めた

事業の有効性、費

用対効果について

の検証を行う。検

証結果に基づき、

既存事業の廃止、

新規事業の創設、

職員の関与の合理

化を含む改善・効

率化の徹底を図る

とともに、各事業

のＰＤＣＡサイク

ルを毎年度実効的

に機能させるよう

努める。業務の見

直しを踏まえ、各

年度計画等におい

て適切に業務の具

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

＜評価の視点＞ 

事業の有効性、費用対効果

を適切に把握し、既存事業

の廃止、新規事業の創設等

に取り組んでいるか。 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 協会の事業の有効性、費

用対効果についての検証

を行い各年度において以

下の業務の見直しを実施

した。令和４年度において

も不断に見直しを行い、よ

り効果的・効率的な事業の

実施に努めていく。 

 

【平成 30年度】 

大学生を対象に実施し

ていた「北方領土問題学生

研究会」は、同じく大学生

を対象とした事業である

「北方領土ゼミナール」を

拡充する形で発展的に廃

止した。 

 また、北方四島交流等事

業使用船舶「えとぴりか」

で全国の港を巡回し青少

年を対象とした研修を行

っていた「えとぴりか巡回

研修事業」は費用対効果及

＜自己評価＞ 

業務の見直し Ｂ 

 協会の事業の有効性、費用対効果につ

いての検証を、各年度行いそれぞれの事

業の有効性及び費用対効果の観点から、

適切に既存事業の廃止又は統合及び新

規事業の創設を行い、より効果的・効率

的な事業の実施に取り組んだ。 

 また委託事業について、実施内容やそ

の効果検証に主体的に関与したことに

加え、助成事業については、所期の目的

が達成された事業となっているか事後

的な確認を実施した。 

評定 Ｂ 評定  

 協会の事業の有効性、費用対効果に

ついての検証を各年度行い、より効果

的・効率的な事業の実施に取り組んだと

認められる。委託事業については、実施

内容やその効果検証に主体的に関与し

たことに加え、助成事業については、

所期の目的が達成された事業となって

いるか事後的な確認を実施している。 
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効果的な事業の実

施のため、委託事業に

ついては、実施内容や

その効果検証に主体

的に関与するととも

に、助成事業について

は、所期の目的が達成

されているか等の観

点から事後的な確認

を着実に行う。 

 

体化を図ってい

く。 

委託事業につい

ては、実施内容や

その効果検証に主

体的に関与すると

ともに、助成事業

については、所期

の目的が達成され

ているか等の観点

からの事後的な確

認を着実に行う。 

 

び事業の日程確保の不確

実性が高いことから平成

30 年度をもって廃止した。 

 

【令和元年度】 

 「北方領土問題青少年現

地研修会」は、事業の類似

性に鑑み「北方領土青少年

等現地視察事業」に集約し

た。 

 また、本視察事業は、青

少年が道東地域を訪問し、

実際に北方領土を目にし

ながら研修を受けること

で、北方領土返還要求運動

の後継者育成に有効な事

業であること、及び主催す

る都道府県民会議から事

業拡大を求める要望が強

かったことを受け、学校教

育現場の担当者に対する

理解促進を目的に、令和２

年度から新たに教育委員

会関係者等の参加人数枠

を拡充して事業を実施す

ることとした。 

 

【令和２年度】 

 街頭ビジョンを使用し

北方領土啓発映像を放映

した啓発事業の見直し及

び老朽化した北方領土啓

発広告塔の撤去を行い、新

たに当時の北方領土の暮

らしの様子や自然を追体

験することができるＶＲ

コンテンツの作成事業及

び北方領土イメージキャ

ラクター「エリオくん」の

ツイッターの新設を行い、

若年層に対した情報発信

53



の強化に取り組んだ。 

 

【令和３年度】 

 啓発用ポスターカレン

ダーを廃止し、若年層がよ

り親しみを感じやすい啓

発用資材として、元島民の

証言を参考に択捉島を舞

台とした短編の啓発用ア

ニメーションの制作や協

会ＳＮＳにおいて小中学

生向けの発信数を増やす

等、令和２年度に引き続

き、若年層に向けた情報発

信の拡充を行った。 

  

また、効果的な事業実施

のため、委託事業について

は、実施内容やその効果検

証に主体的に関与したこ

とに加え、助成事業につい

ては、所期の目的が達成さ

れた事業となっているか

事後的な確認を実施した。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－２－１ 一般管理費の削減 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

一般管理費の削減率 

 

本中期目標期間最

終年度における当

該経費の総額を、前

中期目標期間最終

年度に対して 7％削

減する。 

 

26,689 千円 

 

26,304 千円 

（1.4％減） 

25,924 千円 

（2.9％減） 

25,550 千円 

（4.3％減） 

25,181 千円 

(5.7％減) 

－  

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 運営費交付金を

充当する業務につ

いて、業務の効率

化を進めることな

どにより、一般管

理費（人件費及び

一時経費を除く。）

は、本中期目標期

間最終年度におけ

る当該経費の総額

を、前中期目標期

間最終年度に対し

て、７％削減する。 

運営費交付金

を充当する業務

について、業務の

効率化を進める

ことなどにより、

一般管理費（人件

費及び一時経費

を除く。）は、本中

期目標期間最終

年度における当

該経費の総額を、

前中期目標期間

最終年度に対し

て、７％削減す

る。 

＜主な定量的指標＞ 

本中期目標期間最終

年度における当該経

費の総額が前中期目

標期間最終年度に対

して ７％削減となる

よう、業務の効率化と

より一層の事務経費

の節約を励行してい

るか。 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

＜評価の視点＞ 

特になし。 

 

＜主要な業務実績＞ 

 一般管理費について、中期目標において、前中期目標期間最終年度の総額から７％

削減（目標削減額 1,869 千円）することが目標となっている。 

 この目標の達成に向け、各年度において、積み上げ方式による予算の作成・執行

管理、定例的な全体会議の開催による内部統制、各種業務マニュアルの整備・活用、

ペーパーレス化の推進を含む経費の節約及び効率化等に取り組んだ。 

 令和４年度においても、削減目標７％の達成に向け、着実に取り組んでいく。 

 

※ 一般管理費（人件費及び一時経費を除く。）の削減状況を令和４年度までに平

成 29年度（26,689 千円）に対して７％削減する。 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

26,689 千円 

（基準値） 

26,304 千円 

（1.4％削減） 

25,924 千円 

（2.9％削減） 

令和２年度 令和３年度 令和４年（予定） 

25,550 千円 

（4.3％削減） 

25,181 千円 

（5.7％削減） 

24,820 千円 

 

 

＜自己評価＞ 

一般管理費（人件費及

び一時経費を除く）の

削減について Ｂ 

 第４期中期目標にお

いて、一般管理費につ

いて、前中期目標期間

最終年度の総額から

７％削減（目標削減額 

1,869 千円）することが

目標となっており、目

標の達成に向けて各年

度、一般管理費の削減

に取り組んだ。 

 

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

一般管理費を本中期目標

期間中に７％削減するとい

う所期の目標を達成する方

向で進捗していると認めら

れることから、「Ｂ」と評価

する。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－２－２ 業務経費の効率化 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

業務経費の削減率 毎年度前年度比

－１％ 

平成 29 年度予算額 

688,757 千円 

一般業務勘定 

6,888 千円の効率

化（1％） 

一般業務勘定 

7,100千円の効率

化（1％） 

一般業務勘定 

7,099 千円の効率

化（1％） 

一般業務勘定 

7,295 千円の効率化

（1％） 

－  

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 業務経費（特殊 業務経費（特殊要 ＜主な定量的指標＞ ＜主要な業務実績＞ ＜自己評価＞ 評定 Ｂ 評定  
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要因に基づく経

費、一時経費及び

四島交流等事業

に要する傭船・運

航に係る経費を

除く。）について

は、毎年度、前年

度比１％の経費

の効率化を図る。 

 

因に基づく経費、一

時経費及び四島交流

等事業に要する傭

船・運航に係る経費

を除く。）について

は、毎年度、前年度比

１％の経費の効率化

を図る。 

 

業務経費（特殊要因に

基づく経費、一時経費

及び四島交流等事業に

要する傭船・運航に係

る経費を除く。）につい

ては、各種支援事業等

における節約を引き続

き推進し、前年度比

１％の経費の効率化を

図る。 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

一般業務勘定における業務経費について、中期目標において、前

年度の総額から１％の削減が目標とされている。 

この目標の達成に向け、第４期中期目標期間の各年度の予算につ

いても効果的な業務の実施につながることを十分に考慮した上で

業務経費の効率化を図り、各年度において対前年度予算額１％の削

減を行った。 

令和４年度においても、削減目標１％の達成に向け、着実に取り

組んでいく。 

 ※一般業務勘定における業務経費（特殊要因に基づく経費、一

時経費及び四島交流等事業に要する傭船・運航に係る経費を除

く。）については、毎年度前年度比１％の経費の効率化を図る。 

平成 30

年度 

○一般業務勘定 

平成 29 年度予算額（688,757 千円・一時経費除く。）か

ら１％（6,888 千円）の効率化を図った。 

令和元

年度 

○一般業務勘定 

平成 30 年度予算額（709,918 千円・一時経費除く。）か

ら１％（7,100 千円）の効率化を図った。 

令和２

年度 

○一般業務勘定 

令和元年度予算額（709,812 千円・一時経費除く。）か

ら１％（7,099 千円）の効率化を図った。 

令和３

年度 

○一般業務勘定 

令和２年度予算額（729,445 千円・一時経費除く。）か

ら１％（7,295 千円）の効率化を図った。 

令和４

年度 
－ 

 

業務経費の効率化について 

Ｂ 

第４期中期目標において、一

般業務勘定における業務経費

については、前年度の総額から

１％削減することが目標とな

っており、効果的な事業の実施

に繋がることを十分に考量し

た上で、目標の達成に向けて毎

年度、１％の削減に取り組ん

だ。 

＜評定に至った理由＞ 

業務経費を前年度比１％ず

つ効率化するという目標期間

の所期の目標を達成する方向

で進捗していると認められる

ことから、「Ｂ」と評価する。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－３ 給与水準の適正化 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 役職員の給与水 役職員の給与 ＜主な定量的指標＞ ＜主要な業務実績＞ ＜自己評価＞ 評定 Ｂ 評定  
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準については、政

府の方針を踏ま

え、国家公務員の

給与水準を十分に

考慮し、手当を含

めた役員の報酬、

職員の給与の在り

方について検証し

た上で適正化に計

画的に取り組むと

ともに、その検証

結果や取組状況を

公表する。 

また、職員の勤

務成績を給与等に

反映することによ

り、職員の士気を

向上させ、より効

率的な業務運営を

図る。 

水準について

は、政府の方針

を踏まえ、国家

公務員の給与水

準を十分に考慮

し、手当を含め

た役員の報酬、

職員の給与の在

り方について検

証した上で適正

化に計画的に取

り組むととも

に、その検証結

果や取組状況を

公表する。 

また、職員の

勤務成績を給与

等に反映するこ

とにより、職員

の士気を向上さ

せ、より効率的

な業務運営を図

る。 

特になし。 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

＜評価の視点＞ 

・国家公務員との比

較指数を検証した

か。 

・検証結果及び取組

状況を公表したか。 

 

 

 

 

協会の役職員給与は、国の基準（人事院勧告等）に準じて定めており、政府の

方針を踏まえ、給与規程の改正等の見直しを適宜行っている。 

 協会職員給与水準について、各年度、国家公務員給与水準との比較検証を行っ

ており、年齢のみを勘案したラスパイレス指数では、国家公務員を 100 とした場

合、国家公務員の給与とほぼ同水準又は低い水準となっている。 

協会の比較対象職員が東京都台東区及び北海道札幌市に在勤していることか

ら、東京都特別区及び北海道札幌市に在勤する国家公務員と比較した地域勘案の

ラスパイレス指数、学歴を勘案したラスパイレス指数、地域及び学歴を勘案した

ラスパイレス指数においても比較検証を行っており、いずれも国家公務員より低

い水準となっている。この検証結果は協会ホームページにおいて公表している。 

また、毎年度、職員の勤務成績を査定しており、査定結果は賞与等に反映させ

ることで職員の士気向上に取り組んでいる。 

 ラスパイレス指数 ※基準値：国家公務員 100 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

101.5 100.4 100.6 96.9 － 

 地域勘案のラスパイレス指数 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

96.7 95.4 94.6 91.1 － 

 学歴を勘案したラスパイレス指数 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

97.9 98.1 97.9 95.1 － 

地域及び学歴を勘案したラスパイレス指数 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

93.6 93.7 92.6 89.9 － 
 

給与水準の適正化について Ｂ 

 協会の役職員の給与水準につ

いて、国の基準（人事院勧告等）

に準じて定めており、政府の方

針を踏まえ、適宜、給与規程の改

正等の見直しを実施している。 

協会職員給与水準について、

毎年度、国家公務員給与水準と

の比較検証を行っており、国家

公務員を 100 とした場合、各ライ

スパイレス指数において、国家

公務員の給与とほぼ同水準又は

低い水準となっている。また、検

証結果については、協会ホーム

ページにおいて公表している。 

職員の士気を向上させるため

に、毎年度、職員の勤務成績を査

定し、その査定結果は賞与等に

反映させている。 

福利厚生費については、規程

に基づいた宿舎の事業者負担、

法定に基づく健康診断など必要

と認められる範囲においてのみ

支出している。 

＜評定に至った理由＞ 

役職員の給与規定の改

正、給与水準について検証

結果等を公表することな

ど目標期間の所期の目標

を達成する方向で進捗し

ていると認められること

から、「Ｂ」と評価する。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－４ 調達の合理化等 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 
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業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 公正かつ透明

な調達手続によ

る適切で迅速か

つ効果的な調達

を実現する観点

から「独立行政

法人における調

達等合理化の取

組の推進につい

て」（平成 27 年

５月 25日総務大

臣決定）に基づ

き策定した「調

達 等 合 理 化 計

画」を着実に実

施する。契約は

原則として一般

競争入札等（競

争入札及び企画

競争入札・公募

をいい、競争性

のない随意契約

は含まない。以

下同じ。）による

こととし、一般

競争入札等によ

る場合であって

も、特に企画競

争、公募を行う

場合には、競争

性、透明性が確

保される方法に

より実施する。 

一者応札の縮

減のため、十分

な公告期間の確

保や、新規参入

者を考慮した仕

様書の見直しな

どを図る。また、

公正かつ透明

な調達手続によ

る適切で迅速か

つ効果的な調達

を実現する観点

から「独立行政法

人における調達

等合理化の取組

の推進について」

（平成 27 年５月

25 日総務大臣決

定）に基づき策定

した「調達等合理

化計画」を着実に

実施する。契約は

原則として一般

競争入札等（競争

入札及び企画競

争入札・公募をい

い、競争性のない

随意契約は含ま

ない。以下同じ。）

によることとし、

一般競争入札等

による場合であ

っても、特に企画

競争、公募を行う

場合には、競争

性、透明性が確保

される方法によ

り実施する。 

一者応札の縮

減のため、十分な

公告期間の確保

や、新規参入者を

考慮した仕様書

の見直しなどを

図る。また、国民

世論の啓発等の

事業の実施に係

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

＜その他の指標＞ 

・随意契約等見直し計

画（平成 22 年３月）に

基づき、随意契約及び

一者応札・一者応募の

見直しを行うととも

に、取組状況を公表し

たか。 

・「独立行政法人にお

ける調達等合理化の取

組の推進について」（平

成 27 年５月 25 日総務

大臣決定）に基づき策

定した「調達等合理化

計画」を着実に実施し

たか。 

＜評価の視点＞ 

・随意契約によること

ができる場合の要件を

明確に定めているか。 

・一般競争入札におけ

る公告期間・公告方法

等について、会計規程

等において明確に定め

ているか。また、公告期

間の下限を国と同様の

基準としているか。 

・予定価格の作成・省

略に関して、会計規程

等において明確に定め

るとともに、作成を省

略する場合、省略する

理由や対象範囲を明確

かつ具体的に定め、省

略できる基準を国と同

額の基準としている

か。 

・総合評価方式、企画

＜主要な業務実績＞ 

契約は、原則として一般競争入札等（競争入札及び企画競争入札・公募をい

い、競争性のない随意契約は含まない。）によるものとし、「独立行政法人にお

ける調達等合理化の取組の推進について」（平成 27年５月 25日総務大臣決定）

に基づき、毎年度、「調達等合理化計画」を策定し、協会ホームページにおい

て公表している。毎年度、策定した計画に基づき、公正性・透明性を確保しつ

つ、自律的かつ継続的に調達等の合理化に取り組んだ。 

 

【競争性のない随意契約】 

協会が締結した随意契約のうち、競争性のある契約は以下一覧のとおり、各

年度の契約件数のうち、約８割を占めており、企画期間や見積期間の改善等に

取り組み「競争性のない随意契約」の低減に努めた。 

 

（単位：件、千円） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争性の

ある契約 

17 

(85%) 

236,495 

(64.4%) 

17 

(81%) 

179,566 

(56.9%) 

14 

(82.4%) 

124,522 

(58.1%) 

競争性の

ない随意

契約 

3 

(15%) 

130,710 

(35.6%) 

4 

(19%) 

135,898 

(43.1%) 

3 

(17.6%) 

89,755 

(41.9%) 

合計 20 367,205 21 315,464 17 214,277 

 

（単位：件、千円） 

 令和３年度 令和４年度 

 件数 金額 件数 金額 

競争性の

ある契約 

13 

(86.7%) 

100,158 

(45.2%) 

－ － 

競争性の

ない随意

契約 

2 

(13.3%) 

121,272 

(54.8%) 

－ － 

合計 15 221,430 － － 

 

【一者応札、一者応募】 

 協会の「１者応札、１者応募にかかる改善方策」に従い、公告期間をできる

だけ確保するよう配慮し、余裕をもって早期に広告を行うように努めるととも

に、仕様書の改善に取り組んだ結果、平成 30 年度以降、１者応札、１者応募

案件の低減につなげることができたが、令和３年度においては案件数が平成

30 年度の件数と同様の結果となった。今後は参加希望のあったものから事情

＜自己評価＞ 

調達の合理化等について 

Ｂ 

契約については、原則とし

て一般競争入札によるもの

とし、「独立行政法人におけ

る調達等合理化の取組の推

進について」（平成 27 年５月

25 日総務大臣決定）に基づ

き、毎年度「調達等合理化計

画」を策定し、協会ホームペ

ージにおいて公表した。 

 各年度において、策定した

計画に基づき、調達等の合理

化に取り組んだ結果、「競争

性のない随意契約」について

は、各年度の契約件数のうち

２割程度に抑えることがで

きた。また、一者応札・一者

応募の案件については協会

の「１者応札、１者応募にか

かる改善方策」に従い、でき

るだけ公告期間を確保する

等の対策に取り組んだ結果、

本中期目標期間初年度の平

成 30 年度以降、一者応札・

一者応募の件数の低減につ

なげることができたが、令和

３年度においては、平成 30

年度と同様の件数となった。

今後は参加希望のあったも

のから事情聴取を行うなど

原因の分析を行い、令和４年

度以降において改善に取り

組んでいく。 

 また、「重点的に取り組む

分野」として、道東の啓発施

設に関する調達について、遠

隔地での調達であることな

どを踏まえ、地元関係機関等

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

調達等合理化計画を実施

し、随意契約・一般競争入札

実施時の要件や規程を定め

ている。一者応札・一者応募

については、要因を分析の

上、さらに改善に努める必要

があるが、「調達の合理化等」

については目標期間の所期

の目標をおおむね達成する

方向で進捗していると認め

られることから、「Ｂ」と評価

する。 

 

＜今後の課題＞ 

一者応札・一者応募となっ

たものについては、要因を分

析の上、改善に努められた

い。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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国民世論の啓発

等の事業の実施

に係る調達に当

たって、受託先

に対しても事業

の目標設定を求

める手法につい

て検討し、実施

する。 

る調達に当たっ

て、受託先に対し

ても事業の目標

設定を求める手

法について検討

し、実施する。 

競争及び公募を実施す

る場合、要領・マニュア

ル等を整備している

か。 

・事務の実施状況につ

いて継続的に検証を行

っているか。 

・審査体制の実効性を

確保するために、審査

担当から理事長に対し

報告等を適宜行ってい

るか。 

・監事及び会計監査人

による監査において、

入札・契約の適正な実

施についてチェックを

受けたか。 

聴取を行うなど原因の分析を行い、令和４年度以降において改善に取り組んで

いく。 

 

 
平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

２者

以上 

件

数 

14 

(82.4%) 

17 

(100%) 

13 

(92.9%) 

   10 

 (76.9%) 
 － 

金

額 

216,447 

(91.6%) 

179,566 

(100%) 

119,022 

(95.6%) 

69,448 

  (69.3%) 
－ 

１者

以下 

件

数 

3 

(17.6%) 

0 

(0%) 

1 

(7.1%) 

3 

(23.1%) 
－ 

金

額 

20,048 

(8.4%) 

0 

(0%) 

5,500 

(4.4%) 

30,710 

(30.7%) 
－ 

合 

計 

件

数 
17 17 14 13 － 

金

額 
236,495 179,566 124,522 100,158 － 

 

【重点的に取り組む分野】 

 啓発施設に関する調達について、遠隔地での調達であることなどを踏まえ、

地元関係機関等の理解と協力を得て、公告、説明会及び開札場所等の検討を行

い、コストの節減、参入の拡大に努めることにした。 

 平成 30年度においては、望郷の家（根室市・納沙布岬）、別海北方展望塔（別

海町）の外壁等の改修工事を、それぞれ根室市、別海町に事務委託し実施した。 

 令和元年度においては、北方館（根室市・納沙布岬）の照明改修工事及び北

方四島交流等事業送迎者待機所等設置の工事を根室市に事務委託し実施した。 

 令和２年度及び３年度においては、啓発施設に関する調達はなかったが、令

和２年度は、「北方四島交流等事業新型コロナウイルス感染症予防装備品の調

達」について、根室市立病院、根室市保健課などの専門的な知見が必要となる

ことから根室市に事務委託し調達を行った。 

 

【調達に関するガバナンスの徹底】 

政府等から発せられた独立行政法人に対する随意契約等に関する通達及び

調達等合理化計画、契約監視委員会の点検・見直し結果を踏まえ、競争性のあ

る調達手続の実施に努めた。 

また、不祥事の発生の未然防止・再発を防止するための取組として、適切な

契約事務を行うため、随意契約要件、一般競争入札における公告期間・公告方

法等、指名競争入札の限度額、予定価格の作成・省略について及び総合評価方

式や複数年契約などについて、国と同様の基準の会計規程、契約事務取扱細則

等の内部規程に定めて契約事務の適正化に取り組んでいる。 

契約事務の審査機関として、随意契約審査委員会、総合評価審査委員会、外

部有識者等で構成される契約監視委員会などの審査組織を活用するなど、会計

事務の審査体制の整備等が適切に実施されるよう体制の整備を行っている。 

また、協会にて契約及び支払を行う際には、受託事業者を監督・審査する各

事業担当と支出を行う会計担当が事務処理の各段階において相互にチェック

の理解と協力を得て、公告、

説明会及び開札場所等の検

討を行い、コストの節減、参

入の拡大に努めた。 

 政府等から発せられた独

立行政法人に対する随意契

約等に関する通達及び調達

等合理化計画、契約監視委員

会の点検・見直し結果を踏ま

え、競争性のある調達手続の

実施に努めた。 

また、不祥事の発生の未然

防止・再発を防止するための

取組として、適切な契約事務

を行うため、随意契約要件、

一般競争入札における公告

期間・公告方法等、指名競争

入札の限度額、予定価格の作

成・省略について、総合評価

方式や複数年契約などにつ

いて、国と同様の基準の会計

規程、契約事務取扱細則等の

内部規程に定めて契約事務

の適正化に取り組んだ。 

契約事務の審査機関とし

て、随意契約審査委員会、総

合評価審査委員会、外部有識

者等で構成される契約監視

委員会などの審査組織を活

用するなど、会計事務の審査

体制の整備等が適切に実施

されるよう体制の整備を行

っている。 

また、協会にて契約及び支

払を行う際には、受託事業者

を監督・審査する各事業担当

と支出を行う会計担当が事

務処理の各段階において相

互にチェックを行い、会計事

務が適正に執行される審査

体制をとっている。 
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を行い、会計事務が適正に執行される審査体制をとっている。 

これらに基づき、内部決裁により十分審査するとともに、監事からは、定期

的に監査を受けるなど継続的な検証を行い、その結果を理事長に報告するな

ど、審査体制の実効性が確保されるよう努めている。 

なお、監事監査では、入札や契約行為が規程に従い適正に実施されているか

どうか、契約書等の関係資料のチェックや会計執行者等への聞き取りなどを実

施している。また、会計監査人からは財務諸表監査の枠内においてチェックを

受けている。 

 

【契約監視委員会の活用】 

毎年度、契約監視委員会を開催し、調達等合理化計画の策定及び各年度の

個々の契約案件の点検等を行った。 

 

これらに基づき、内部決裁

により十分審査するととも

に、監事からは、定期的に監

査を受けるなど継続的な検

証を行い、その結果を理事長

に報告するなど、審査体制の

実効性が確保されるよう努

めている。 

なお、監事監査では、入札

や契約行為が規程に従い適

正に実施されているかどう

か、契約書等の関係資料のチ

ェックや会計執行者等への

聞き取りなどを実施してお

り、会計監査人からは財務諸

表監査の枠内においてチェ

ックを受けている。 

 あわせて、毎年度、契約監

視委員会を開催し、調達等合

理化計画の策定及び各年度

の個々の契約案件の点検等

を行った。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

３－１ 運営費交付金の算定 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

業務経費の削減率         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 独立行政法人会

計基準の改訂等に

より、運営費交付金

の会計処理として、

業務達成基準によ

る収益化が原則と

されたことを踏ま

え、引き続き、収益

化単位の業務ごと

に予算と実績を管

理する体制を強化

する。 

財務内容等の透

明性を確保し、協会

の活動に対する理

解促進を図る観点

から、決算情報・セ

グメント情報の公

表の充実を進める。 

更なる自己収入

の確保のための方

策について、具体的

な検討を行う。 

独立行政法人会計

基準の改訂等によ

り、運営費交付金の

会計処理として、業

務達成基準による収

益化が原則とされた

ことを踏まえ、引き

続き、収益化単位の

業務ごとに予算と実

績を管理する体制を

強化する。 

財務内容等の透明

性を確保し、協会の

活動に対する理解促

進を図る観点から、

決算情報・セグメン

ト情報の公表の充実

を進める。 

更なる自己収入の

確保のための方策に

ついて、具体的な検

討を行う。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

＜評価の視点＞ 

・運営費交付金につ

いて、債務残高を踏

まえ、厳格に算定を

行ったか。 

・決算情報・セグメ

ント情報の公表の充

実を含め、財務内容

等の一層の透明性の

確保がなされたか。 

＜主要な業務実績＞ 

毎年度、運営費交付金を厳格に算定すると

ともに、会計監査人及び監事により監査を受

けた財務諸表及び決算報告書により、法人全

体の決算情報のほか、一般業務勘定及び貸付

業務勘定に区分したセグメント情報を法令等

に基づき、官報及び協会ホームページなどで

公表するとともに、事務所に常備するなどの

対応を行い、公表の充実及び財務内容の透明

性の確保に努めた。 

＜自己評価＞ 

運営費交付金額の算定について Ｂ 

毎年度、運営費交付金を厳格に算定

するとともに、会計監査人及び監事に

より監査を受けた財務諸表及び決算

報告書により、法人全体の決算情報の

ほか、一般業務勘定及び貸付業務勘定

に区分したセグメント情報を法令等

に基づき、官報及び協会ホームページ

などで公表するとともに、事務所に常

備するなどの対応を行うことにより、

公表の充実及び財務内容の透明性の

確保に努めた。 

 

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

運営交付金の厳格な算定、決算情

報・セグメント情報の公表を含めた財

務内容の透明性確保がなされており、

目標期間の所期の目標を達成する方

向で進捗していると認められること

から、「Ｂ」と評価する。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

３－２ 一般業務勘定 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年度

値等） 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

短期借入金限度額 年間５千万円以

内 

－ － － －    

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 独立行政法人会計基準

の改訂等により、運営費

交付金の会計処理とし

て、業務達成基準による

収益化が原則とされたこ

とを踏まえ、引き続き、収

益化単位の業務ごとに予

算と実績を管理する体制

を強化する。 

財務内容等の透明性を

確保し、協会の活動に対

する理解促進を図る観点

から、決算情報・セグメン

ト情報の公表の充実を進

める。 

更なる自己収入の確保

のための方策について、

具体的な検討を行う。 

運営費交付金の出入に

時間差が生じた場合、不

測な事態が生じた場合等

に充てるため、短期借入

金を借り入れできること

とし、その限度額を年間

５千万円とする。 

＜主な定量的指標＞ 

短期借入金の借入限度額を

年間５千万円とする。 

＜その他の指標＞ 

 特になし。 

＜評価の視点＞ 

 特になし。 

＜主要な業務実績＞ 

一般業務勘定において、平成 30年度～令

和３年度の間、短期借入は行わなかった。 

＜自己評価＞ 

実績がないため評価の対象

外。 

評定 ― 評定  

＜評定に至った理由＞ 

実績がないため、評価の対象

外。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

３－３ 貸付業務勘定 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

短期借入金限度額 年間 14 億円以内 ― 3 億 2,000 万円 4 億 3,000 万円 2 億円 2 億 1,000 万円 －  

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 独立行政法人会計基

準の改訂等により、運

営費交付金の会計処理

として、業務達成基準

による収益化が原則と

されたことを踏まえ、

引き続き、収益化単位

の業務ごとに予算と実

績を管理する体制を強

化する。 

財務内容等の透明性

を確保し、協会の活動

に対する理解促進を図

る観点から、決算情報・

セグメント情報の公表

の充実を進める。 

更なる自己収入の確

保のための方策につい

て、具体的な検討を行

う。 

貸付に必要な資金

に充てるため、短期借

入金を借り入れでき

ることとし、その限度

額を年間 14 億円とす

る。 

＜主な定量的指標＞ 

貸付事業に係る短期借

入金額。 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

＜評価の視点＞ 

短期借入金の借入を行

うこととした理由、そ

の使途は適正か。 

＜主要な業務実績＞ 

貸付業務勘定において、実際の資金繰り状況に合わせて効率的に

資金調達するために長期借入金（無担保扱い）をするまでの「つな

ぎ資金」として短期借入を行った。 

各年度の資金計画と実際の借入額は以下一覧のとおり。 

 

 資金計画額 実績額 

平成 30 年度 ９億 7,000 万円 ３億 2,000 万円 

令和元年度 ９億 4,000 万円 ４億 3,000 万円 

令和２年度 ９億 6,000 万円 ２億円 

令和３年度 ９億 6,000 万円 ２億 1,000 万円 

令和４年度  － 

 ※貸付業務の短期借入金限度額は 14億円 

＜自己評価＞ 

貸付業務勘定について Ｂ 

貸付業務勘定において、

実際の資金繰り状況に合わ

せて効率的に資金調達する

ために長期借入金（無担保

扱い）をするまでの「つなぎ

資金」として短期借入を行

った。 

実際の借入の際には資金

繰り上、最低限必要な金額

の借入のみを行い、短期借

入金利息の支払いの減額に

取り組んだ。 

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

短期借入金は、設定した

限度額を超えておらず、「貸

付業務勘定」については、目

標期間の所期の目標を達成

する方向で進捗していると

認められることから、「Ｂ」

と評価する。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

３－４ 重要な財産の処分等に関する計画 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

長期借入金の借入先金

融機関への担保に供す

る基金資産額 

基金資産 10 億円を

担保に供している

か。 

10 億円 10 億円 10 億円 10 億円 10 億円 －  

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指

標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 独立行政法人会

計基準の改訂等に

より、運営費交付金

の会計処理として、

業務達成基準によ

る収益化が原則と

されたことを踏ま

え、引き続き、収益

化単位の業務ごと

に予算と実績を管

理する体制を強化

する。 

財務内容等の透

明性を確保し、協会

の活動に対する理

解促進を図る観点

から、決算情報・セ

グメント情報の公

表の充実を進める。

更なる自己収入の

確保のための方策

について、具体的な

検討を行う。 

低利な資

金調達を可

能にするた

め、長期借入

金の借入先

金融機関に

対し、基金資

産 10 億円を

担保に供す

るものとす

る。 

＜主な定量的

指標＞ 

担保に供する

基金資産額。 

＜その他の指

標＞ 

特になし。 

＜評価の視点

＞ 

・担保の差し

入れ先の提供

方 法 は 妥 当

か。 

・低利な資金

調達が可能と

な っ て い る

か。 

＜主要な業務実績＞ 

低利な資金調達を可能とするため、設立時に国から交付された基金資産 10億円を長期

借入金に対する根担保として以下の民間金融機関に預入期間１年の定期預金として差し

入れている。 

利率について、担保差入金額までの長期借入金については、預入利率プラス 0.5％で預

入利率の違いにより当中期目標期間中 0.502％から 0.510％、それ以外の長期借入金につ

いては、長期プライムレートで資金調達を行うことにより低利率での資金調達を実施し

た。 

 

 

 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

北 洋 銀 行 ４億円 ４億円 ４億円 ４億円 － 

北海道信用漁

業協同組合連

合会 

２億 5,000 万円 ２億 5,000 万円 ２億 5,000 万円 ２億 5,000 万円 － 

大地みらい 

信用金庫 
１億 7,070 万円 １億 9,680 万円 ２億 1,820 万円 ２億 3,420 万円 － 

三菱 UFJ 銀行 １億円 １億円 １億円 １億円 － 

信金中央金庫 7,930 万円 5,320 万円 3,180 万円 1,580 万円 － 

＜自己評価＞ 

重要な財産の処分等に関する計画につい

て Ｂ 

設立時に国から交付された 10 億円の基

金については、長期借入金取引のある民間

金融機関において預入期間１年の定期預

金で運用し、借入金の担保に供している。

資金調達を安定的に行うこと等を念頭に

様々な業態から選定しており、現在の預入

先は、北洋銀行、北海道信用漁業協同組合

連合会、大地みらい信用金庫、三菱 UFJ 銀

行、信金中央金庫の５行としている。 

貸付金原資の確保のために毎年継続的

に長期借入金を借り入れることが想定さ

れるため、担保の提供方法は、根質権とし

ている。 

利率について、担保差入金額までの長期

借入金については、預入利率プラス 0.5％

で預入利率の違いにより当中期目標期間

中 0.502％から 0.510％、それ以外の長期

借入金については、長期プライムレートで

資金調達を行うことにより低利率での資

金調達を実施した。 

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由

＞ 

長期借入金につい

ては、借入先金融機関

への担保を目標どお

り維持しており、目標

期間の所期の目標を

達成する方向で進捗

していると認められ

ることから、「Ｂ」と評

価する。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

 

 

65



  

66



１．当事務及び事業に関する基本情報 

４－１ 内部統制の充実・強化 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 法人としての説明

責任を十分に果たす

ため、理事長等からの

指揮命令系統や情報

伝達・共有の仕組みな

ど意思決定プロセス

を明確化、文書主義の

徹底を進める。 

業務の有効性及び

効率性、事業活動に関

わる法令等の遵守、財

務報告等の信頼性を

確保する内部統制の

充実・強化のため、監

事と内部統制推進部

門との連携等による

監事機能の実効性の

更なる向上や、前中期

目標期間中に整備し

た内部統制の仕組み

が有効に機能してい

るかの点検・検証を通

じた不断の見直しに

取り組む。 

法人としての説明

責任を十分に果たす

ため、理事長等から

の指揮命令系統や情

報伝達・共有の仕組

みなど意思決定プロ

セスを明確化すると

ともに、文書主義の

徹底を図る。 

業務の有効性及び

効率性、事業活動に

関わる法令等の遵

守、財務報告等の信

頼性を確保する内部

統制の充実・強化の

ため、監事と内部統

制推進部門との連携

等による監事機能の

実効性の更なる向上

や、前中期目標期間

中に整備した内部統

制の仕組みが有効に

機能しているかの点

検・検証を通じた不

断の見直しを図る。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

＜評価の視点＞ 

・理事長等からの指揮命

令系統や情報伝達・共有

の仕組みなど意思決定

プロセスを明確化され

ているか。 

・監事と内部統制推進部

門との連携がとれてい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 

内部統制に関し、コンプライアンスを実践するこ

とが重要であることから、その徹底を図るとともに、

関係法令及び内部規程等に関して、日常の業務にお

いて徹底して事務を推進するよう機会を捉えて役職

員に注意喚起を行った。 

また、理事長、監事及び会計監査人とのディスカ

ッション、意見交換等を実施し、さらに、監事の機

能強化に伴い、法人内部のガバナンスの強化に努め、

コンプライアンス・内部統制の推進に取り組んだ。 

 

・法人の長のマネジメント等の取組 

協会は、常勤職員 21 名（令和３年度末現在）と小

規模な組織であるため、理事長への報告・連絡・相

談の徹底を繰り返し喚起している。また、役員も出

席する定例の事務局（事務所）会議や幹部会などを

通して、常日頃より理事長が組織運営方針等を役職

員に伝えるとともに、現状をモニタリングするなど、

常に理事長がリーダーシップを発揮できる環境づく

りに努めている。 

また、協会のミッションについては、協会法に明

確に定められており、このミッションに向けて各職

員が励行するよう促すとともに、常に協会法に基づ

き業務を実施するよう、周知徹底に努めている。 

中期計画（５年間）と毎年度設定する年度計画を

＜自己評価＞ 

内部統制の充実・強化について Ｂ 

内部統制に関し、コンプライアンスの実践の徹底を

図るとともに、関係法令及び内部規程等に関して、遵

守を徹底した上で日々の業務に取り組むよう機会を

捉えて、役職員に注意喚起を行った。 

協会は、常勤職員 21 名（令和３年度末時点）と小

規模な組織であるため、理事長への報告・連絡・相談

の徹底を繰り返し喚起している。また、理事長等の役

員が組織運営方針を職員に伝えるためや職員間の情

報共有を図るため、札幌事務所も含めた定例の事務局

（事務所）会議を実施している。本会議について、緊

急事態宣言中は新型コロナウイルス感染症対策のた

め、対面による開催を中止し、メール等により情報共

有を図った。 

また、業務の進捗状況の適切な管理を実現するた

め、各担当は年度計画に基づいたアクションプランを

設定しており、各工程において適宜、相談及び結果報

告を理事長等の役員に行っている。 

協会内部のマネジメント等を含む業務を監査する

監事は、監事監査の機会のみだけではなく、日常より

理事長を始めとする役職員と密接なコミュニケーシ

ョンを図り、協会内の現状の把握に努めている。また、

監事監査の結果は監事より理事長に報告しており、理

事長は監事等との意見交換等を通して内部統制の現

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

理事長等からの指揮

命令系統や情報伝達・

共有の仕組みなど意思

決定プロセスを明確化

され、順守されており、

監事と内部統制推進部

門との連携がとれてい

ることなど、目標期間

の所期の目標を達成す

る方向で進捗している

と認められることか

ら、「Ｂ」と評価結する。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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事業毎に細分化したアクションプランを設定してお

り、これらのプランの実施に際しては、業務全般に

ついては総務担当が、会計業務については会計担当

がモニタリングを実施し、必要に応じ進捗状況の把

握に努めている。 

また、中期計画等の策定方針、進捗管理体制、進

捗状況のモニタリング等を規定する「中期計画等の

策定及び評価に関する規程」に基づく「中期計画等

進捗管理及び評価委員会」を活用し、定期的に中期

計画の進捗状況把握及び検証を行っている。 

理事長は、内部統制の現状について、事務局長か

ら定期的に報告を受けており、事務局長は、各課等

の責任者から定期的に内部統制の現状等の報告を受

ける体制を取っている。なお、理事長は、会計監査

人及び監事との意見交換や原則として毎月 16 日に

開催する事務局（事務所）連絡会議等のあらゆる機

会を通じて内部統制の現状の把握とコンプライアン

スの浸透に努めている。 

 

・理事長のマネジメントに関する監事による監査 

監事は、常日頃より理事長を始めとする役職員と

密接なコミュニケーションを取りつつ、現状と実情

の把握に努めており、また、監事監査の際にも各担

当から実情の聞き取り、決裁書類及び保有個人情報

等の管理状況、情報セキュリティ等の監査を行い、

監査の結果は理事長に報告されている。 

また、独立行政法人通則法改正（平成 27年４月施

行）に伴い、監事の機能強化等による法人内部のガ

バナンスの強化が図られたことにより、理事長と常

時、意思疎通を図るとともに、会計監査人との連携、

業務執行の意思決定に係る文書の閲覧・調査等を行

うことにより、理事長のマネジメントに関する監査

を実施した。 

状の把握とコンプライアンスの浸透に努めている。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

４－２ 公文書管理、個人情報保護、情報公開、情報セキュリティ対策 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

 

 

        

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 内部統制の充

実・強化と連動し

て、法人文書の管

理、個人情報の保

護、情報公開につ

いて、法令等に基

づき、適正に対応

する。その際、法

令の改正や行政機

関における運用の

動向等を十分に踏

まえ、規程の整備

や組織としての意

識・対応力を向上

させるための措置

をとる。 

情報セキュリテ

ィ対策について

は、政府機関の情

報セキュリティ対

策のための統一基

準群を踏まえ、関

係規程類を適時適

切に見直し、整備

内部統制の充実・

強化と連動して、法

人文書の管理、個人

情報の保護、情報公

開について、法令等

に基づき、適正に対

応する。その際、内

閣府の協力を得つ

つ、法令の改正や行

政機関における運

用の動向等を十分

に踏まえ、規程の整

備や組織としての

意識・対応力を向上

させるための措置

を講ずる。 

情報セキュリテ

ィ対策については、

政府機関の情報セ

キュリティ対策の

ための統一基準群

を踏まえ、関係規程

類を適時適切に見

直し、整備すること

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

＜評価の視点＞ 

・内部統制の充実・強

化と連動して、法人文

書の管理、個人情報の

保護、情報公開につい

て、法令等に基づき、適

正に対応しているか。  

・情報セキュリティ対

策の規程の整備や組織

としての意識・対応力

を向上させるための措

置を講じたか。 

＜主要な業務実績＞ 

公文書管理、個人情報保

護、情報公開、情報セキュリ

ティへの意識の向上を図る

ため、毎年度、関係機関の実

施する研修への職員派遣及

び協会職員を対象として研

修を実施した。 

公文書管理については、

担当職員を国立公文書館主

催の研修へ派遣し、公文書

管理に必要な知識の習得及

び更新を図るとともに、協

会の全ての役職員を対象と

して公文書管理研修を実施

し、日常の業務を通して作

成する法人文書を適切に管

理及び保存することを促し

た。 

個人情報保護、情報公開

及び情報セキュリティ対策

については、政府の基準に

沿って協会の情報公開実施

規程、個人情報管理規程及

＜自己評価＞ 

公文書管理、個人情報補、情報公開、情報セ

キュリティ対策について Ｂ 

 公文書管理については、担当職員を国立公

文書館主催の研修へ派遣し、公文書管理に必

要な知識の習得及び更新を図るとともに、協

会の全ての役職員を対象として公文書管理

研修を実施し、日常の業務を通して作成する

法人文書を適切に管理及び保存することを

促した。 

 個人情報保護、情報公開及び情報セキュ

リティ対策については、政府の基準に沿っ

て協会の各規程を運営しており、あわせて

協会内で情報セキュリティ研修を実施し、

役職員へサイバー攻撃への対処法及び情

報セキュリティの重要性等について周知

を行った。 

令和４年度においても、法人文書や保有個

人情報の適切な管理及び情報セキュリティ

等について、役職員が十分な知識を持ち、適

切な対応ができるように取り組んでいく。 

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

法人文書の管理、個人情報の保護、情報公

開について、法令等に基づき、適正に対応し

ていること、情報セキュリティ対策の規程

の整備や組織としての意識・対応力の向上

について措置されていることが認められる

ことから、「Ｂ」と評価する。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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する。これに基づ

き、情報セキュリ

ティ対策を講じ、

情報システムに対

するサイバー攻撃

への防御力、攻撃

に対する組織的対

応能力の強化に取

り組む。対策の実

施状況を毎年度把

握し、ＰＤＣＡサ

イクルにより対策

の改善を図る。 

に努めるとともに、

これに基づき、情報

セキュリティ対策

を講じ、情報システ

ムに対するサイバ

ー攻撃への防御力、

攻撃に対する組織

的対応能力の強化

を図るとともに、対

策の実施状況を毎

年度把握し、ＰＤＣ

Ａサイクルにより

対策の改善に努め

る。 

び情報セキュリティポリシ

ーを運営しており、あわせ

て、協会の全ての役職員を

対象に情報セキュリティ研

修を実施し、情報セキュリ

ティの重要性の再認識及び

標的型メール等のサイバー

攻撃への対処法の周知を行

った。 

令和４年度においても、

法人文書や保有個人情報の

適切な管理及び情報セキュ

リティ等について、役職員

が十分な知識を持ち、適切

な対応ができるように取り

組んでいく。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

４－３ 人事・労務管理 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指

標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 情勢変化に柔軟に

対応するとともに、

常に新たな発想をも

って業務を遂行して

いくため、また、組織

としての国際的なコ

ミュニケーション能

力を向上するため、

研修への参加の奨励

や外部組織との人材

交流の検討等を含

め、計画的な人材の

確保・育成の取組を

進める。また、上述の

業務の大胆な効率化

と相まって、長時間

労働の防止、育児・介

護等との両立支援等

の働き方改革を進

め、職員の士気の向

上、働きやすい職場

環境の整備を行う。 

情勢変化に柔軟に

対応するとともに、

常に新たな発想をも

って業務を遂行して

いくため、また、組

織としての国際的な

コミュニケーション

能力を向上するた

め、研修への参加の

奨励や外部組織との

人材交流の検討等を

含め、計画的な人材

の確保・育成を図る。

また、上述の業務の

大胆な効率化と相ま

って、長時間労働の

防止、育児・介護等

との両立支援等の働

き方改革を進め、職

員の士気の向上、働

きやすい職場環境の

整備を図る。 

＜主な定量

的指標＞ 

特になし。 

＜その他の

指標＞ 

特になし。 

＜評価の視

点＞ 

・計画的な人

材の確保、育

成が図られ

ているか。 

・業務を効率

化させ、職員

の働きやす

い職場環境

の整備に努

めているか。 

＜主要な業務実績＞ 

柔軟で流動的な組織を目指し、効果的及び効率的事業の推進のため

の業務体制等の検討を行った結果、平成 17 年４月から組織規程の改

正を行い、課制を廃止（事務局総務課を除く。）し、スタッフ制を採

用しており、職員の適正を見極めた上で、適切な人員配置を行うよう

努めている。 

また、協会は主務官庁である内閣府から出向者を３名受け入れてお

り、各出向者の経験を、協会事業の効果的実施及び効率化につなげる

ことができるよう、業務の更なる改善に努めている。 

組織見直しの結果によるスタッフ制の導入を受け、より機能的な組

織運営及び業務遂行能力の一層の向上を図るためには、職員一人一人

の能力向上が欠かせないことから、協会主催の研修の実施及び他機関

が実施する研修への職員の積極的な派遣を通して、職員の能力向上を

図っている。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響でオン

ライン形式により実施される研修が多数に及んだことから、協会主催

の研修についてもオンライン形式で実施することとし、研修の効率化

に取り組んだ。 

各年度の研修の派遣及び実施回数は以下のとおり（括弧内の数値は

協会主催の研修回数）。 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

回数 25 回 

(７回) 

24 回 

(７回) 

10 回 

(５回) 

17 回 

(６回) 

－ 

 

＜自己評価＞ 

人事・労務管理について Ｂ 

柔軟で流動的な組織を目指し、効果的及び効率的

事業の推進のための業務体制等の検討を行った結

果、平成 17 年４月に組織規程の改正を行い、課制を

廃止（事務局総務課を除く。）し、スタッフ制を採用

しており、職員の適正を見極めた上で人員配置を行

うよう努めた。また、内閣府からの出向者の経験を活

用し、更なる業務の改善に努めた。 

組織見直しの結果によるスタッフ制の導入を受

け、より機能的な組織運営及び各職員の業務遂行能

力の一層の向上を図るため、協会主体の研修の実施

や他機関主催の各種研修へ職員を積極的に派遣し、

職員の能力の向上を図った。 

令和２年度以降は新型コロナウイルス感染症対策

としてオンラインで研修が実施されることが多かっ

たため、積極的に職員の研修への派遣を行った。ま

た、協会が主催する研修についてもオンラインで実

施する等の効率化を行った。 

 今度も、業務体制の見直しや外部研修の活用等を

通して、計画的な人材育成及び働きやすい職場環境

の整備に努めていく。 

 

 

評定 Ｂ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

計画的な人材の確

保・育成、業務を効率

化、職員の働きやすい

職場環境の整備に努め

ていることが認められ

ることから、「Ｂ」と評

価する。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

４－４ 剰余金の使途 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

一般管理費の削減率 

 

        

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  剰余金は、職員の研

修機会の充実、分かり

やすい情報提供の充実

等に充てる。 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

特になし。 

＜主要な業務実績＞ 

実績なし。 

＜自己評価＞ 

実績がないため評価の対象外。 

評定 ― 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 実績がないため、評価の対象外。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

４－５ 施設及び整備に関する計画 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

 

 

        

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  啓発施設について、業務の適

正かつ効率的な実施の確保のた

め、業務実施上の必要性及び当

該施設の老朽化等に伴う施設の

整備改修等を適宜行う。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

特になし。 

＜主要な業務実績＞ 

実績なし。 

＜自己評価＞ 

実績がないため評価の対象外。 

評定 ― 評定  

＜評定に至った理由＞ 

実績がないため、評価の対象

外。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

４－６ 中期目標を超える債務負担 

当該項目の重要度、困難

度 

－ 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 

Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

 

 

        

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 中期目標期間中の業務を効率

的に実施するために、次期中期

目標期間にわたって契約を行う

ことがある。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

特になし。 

＜主要な業務実績＞ 

実績なし。 

＜自己評価＞ 

実績がないため評価の対象外。 

評定 ― 評定  

＜評定に至った理由＞ 

実績がないため、評価の対象

外。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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